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文教福祉委員会会議録 

 

令和８年３月１６日 月曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ８時０８分閉議（実時間５２３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第２号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１４号（関係分） 

１．議案第３号・令和７年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第４号 

１．議案第４号・令和７年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第２号 

１．議案第６号・令和７年度八代市診療所特別

会計補正予算・第２号 

１．議案第７号・令和８年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第８号・令和８年度八代市国民健康保

険特別会計予算 

１．議案第９号・令和８年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算 

１．議案第１０号・令和８年度八代市介護保険

特別会計予算 

１．議案第１２号・令和８年度八代市診療所特

別会計予算 

１．議案第２４号・財産の取得の変更について

（中学校教師用教科書、指導書及びデジタ

ル教科書） 

１．議案第３４号・八代市千丁健康温泉センタ

ー条例の廃止について 

１．議案第３５号・八代市老人憩いの家条例の

一部改正について 

１．議案第３６号・八代市手話言語の普及及び

障がいの特性に応じたコミュニケーション

手段の利用の促進に関する条例の制定につ

いて 

１．議案第３７号・八代市特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

１．議案第３８号・八代市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

１．議案第３９号・八代市国民健康保険財政調

整基金条例の一部改正について 

１．議案第４０号・八代市国民健康保険税条例

の一部改正について 

１．議案第４１号・八代市立博物館未来の森ミ

ュージアム条例の一部改正について 

１．令和７年陳情第１３号・はりきゅう等施設

利用券について 

１．令和８年陳情第１号・屋内の遊び場設置に

ついて 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （下岳保育園の休園について） 

 （国民健康保険税条例の改正予定につい

て） 

 （八代市新型インフルエンザ等対策行動計

画の改定について） 

 （第４期八代市教育振興基本計画につい

て） 

 （本市の不登校対策の充実について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 敬 晃 君 

副委員長  橋 本 徳一郎 君 

委  員  永 江 恵 子 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  深 田 浩 介 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 
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               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       田 中 智 樹 君 

  教育部次長     下 津 恵 美 君 

  教育政策課長    押 方 佐地子 君 
 
  教育政策課長補佐兼 
            緒 方 義 久 君 
  ＩＣＴ教育推進係長 
 
 
  教育政策課長補佐兼 
            中 松 大 輔 君 
  学校給食係長 
 

  教育サポートセンター所長 中 村 裕 一 君 

  学校教育課長    加 賀 真 一 君 

  学校教育課長補佐  米 村 寛 樹 君 

  理事兼教育施設課長 稲 本 健 一 君 

  生涯学習課長    泉   宜 孝 君 

  博物館未来の森ミュージアム副館長 田 島 良 洋 君 

  博物館未来の森ミュージアム審議員兼学芸係長  山 﨑   摂 君 
 
 健康福祉部長 
            䭜 田 美 樹 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            森 田 克 彦 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  こども未来課長   甲 斐 春 一 君 

  こども未来課長補佐 秋 永 誠 一 君 

  こども未来課保育係長 石 本 裕 美 君 
 
  こども未来課主幹兼 
            大江田 浩 隆 君 
  こども政策係長 
 
 
  こども家庭支援課長 
            守 田 直 美 君 
  （こども家庭センター長兼務） 
 

  生活援護課長    萩 野 賢 志 君 

  国保ねんきん課長  時 枝 秀一郎 君 
 
  国保ねんきん課主幹兼 
            山 田   卓 君 
  医療給付係長 
 
 
  国保ねんきん課主幹兼 
            上 野 洋 平 君 
  保険税係長 
 
 
  国保ねんきん課 
            垣 下 裕 之 君 
  後期高齢者医療係長 
 

  介護保険課長    山 村   悟 君 

  健康福祉政策課長  福 田 裕 之 君 
 
  障がい者支援課長 
            吉 村 紀美子 君 
  （障がい者虐待防止センター所長兼務） 

 

  健康推進課長    坂 井 健 治 君 

  健康推進課長補佐  宮 崎 宏 恵 君 
 
  高齢者支援課長 
            上 野   信 君 
  （成年後見支援センター所長兼務） 
 
 

 総務企画部 
 
  千丁支所地域振興課長補佐 
            藤 澤 智 博 君 
  兼健康福祉係長 
 

                              

○記録担当書記     安 永 尚 斗 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから文教

福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、災害対策等並びに企業誘致等に関連す

る予算、事件、条例等につきましては、特別委

員会に付託となりますので御承知おき願います。 

                              

◎議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号（関係分） 

○委員長（山本敬晃君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第２号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１４号中、当委員会関係分を議

題とし、歳出の第９款・教育費について、教育

部から説明願います。 

○教育部長（田中智樹君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部の田中と申します。よろしくお願いしま

す。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第２号・令和７年度八代市一般会計補正予算・

第１４号の教育部所管分につきまして、次長の

下津より御説明申し上げますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○教育部次長（下津恵美君） おはようござい
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ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部次長の下津でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。失礼して着座にて説明さ

せていただきます。 

 では、予算書３ページをお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費に３７０７万５０００

円を追加し、補正後の額を８４億１５５９万７

０００円とするものです。 

 それでは、歳出の具体的内容について説明を

いたします。 

 予算書１９ページを御覧ください。 

 上段の表、款９・教育費、項１・教育総務費、

目２・事務局費に、職員給与経費（退職手当）

として２２３２万円を計上しております。 

 これは、今年度末をもって早期退職する職員

１人分の退職手当について補正するものでござ

います。 

 その下の表、款９・教育費、項６・学校給食

費、目１・学校給食費に、負担金補助及び交付

金として１４７５万５０００円を計上しており

ます。 

 これは、公益財団法人学校給食会の人件費相

当分について、令和７年度人事院勧告に準ずる

給与改定により当初の予定より上回る見込みで

あるため、補正するものでございます。 

 以上が、教育部が提案いたしております補正

予算・第１４号の内容でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 学校給食の運営補助の

分で１４７５万５０００円、これ、対象者数は

何人ぐらいになります。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課

でございます。 

 給食会の職員数９３人が対象となります。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で第

９款・教育費を終了します。 

 執行部、交代をお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、歳出の第３

款・民生費及び第４款・衛生費について、健康

福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 皆様、おはようございます。（｢おは

ようございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の

䭜田です。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、令和７年度補正予算の審議をお願

いする案件の説明者について、一括で御案内さ

せていただきます。 

 議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号、第３款・民生費及び第４款・

衛生費中、健康福祉部関係分については健康福

祉部髙﨑次長が説明いたします。その後、議案

第３号・令和７年度八代市国民健康保険特別会

計補正予算・第４号については時枝国保ねんき

ん課長が、第４号・令和７年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第２号については山村介護

保険課長が、議案第６号・令和７年度八代市診

療所特別会計補正予算・第２号については福田

健康福祉政策課長が説明しますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の髙

﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正
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予算・第１４号のうち、健康福祉部が所管しま

す補正予算について、失礼して着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） ３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

す。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費に２億７８

１７万１０００円を追加し、補正後の予算額を

１２９億３８６２万２０００円とし、項２・児

童福祉費に１億６１２２万９０００円を追加し、

補正後の予算額を１１５億７３４１万７０００

円とし、項３・生活保護費に７１８３万５００

０円を追加し、補正後の予算額を３４億５７０

２万９０００円としまして、民生費の総額は、

３つ上になりますが、２８７億５１１４万８０

００円としています。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費に２

３３４万４０００円を追加し、補正後の予算額

を２０億２８９万５０００円とし、衛生費の総

額は、１つ上になりますが、５３億７０７１万

４０００円としています。 

 続きまして、１５ページをお願いします。 

 歳出の主な内容を説明いたします。 

 下段の表、款３・民生費、項１・社会福祉費

でございます。 

 まず、目１・社会福祉総務費に１億１４１７

万１０００円を計上しています。 

 内訳としましては、表の右側、説明欄の１つ

目、施設開設準備経費助成特別対策事業として

１７４０万円を計上しています。これは、高齢

者施設等の開設時に必要な経費の一部を補助す

るもので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所１か所の開設に係る人件費、広告宣伝費

等に対する補助です。 

 特定財源として、全額、県支出金、施設開設

準備経費助成特別対策事業補助金を予定してい

ます。 

 ２つ目、地域介護・福祉空間整備等交付金事

業として３３８５万９０００円を計上していま

す。 

 これは、高齢者施設などの防災・減災対策を

推進し、利用者の安全・安心を確保するための

施設整備に係る経費の一部を補助するものです。

補助対象として、非常用自家発電設備の設置を

１施設、浴室改修工事を３施設に予定していま

す。 

 特定財源としまして、全額、国庫支出金、地

域介護・福祉空間整備等交付金を予定していま

す。 

 なお、ただいま説明しました２つの事業につ

いては、本年度内の完了が困難であるため、全

額、繰越明許費の設定を行っています。 

 ３つ目、特別会計繰出金事業（介護）として、

繰出金６２９１万２０００円を計上しています。 

 これは、令和７年度税制改正への対応に必要

な介護保険システムの改修経費並びに介護給付

費及び地域支援事業費の本市負担分を介護保険

特別会計へ繰り出すものです。事業の詳細につ

いては、介護保険特別会計補正予算・第２号で

説明いたします。 

 次に、目４・障害福祉対策費に障害福祉サー

ビス給付事業として、扶助費１億６４００万円

を計上しています。 

 これは、生活介護や重度訪問介護などの件数

が増えたことなどにより、給付費が不足するこ

とによるものです。 

 特定財源は、障害者自立支援給付費負担金と

して、２分の１の国庫支出金及び４分の１の県

支出金を予定しています。 

 １６ページをお願いします。 

 項２・児童福祉費、目３・保育所費に１億６

１２２万９０００円を計上しています。 

 内訳としましては、説明欄の１つ目、私立保

育所保育事業に１億１８６８万７０００円、２
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つ目、施設型給付事業に３３５７万８０００円

を計上しています。これは、人事院勧告による

国家公務員の給与勧告に準じ、保育所の運営費

の積算根拠となる公定価格が令和７年４月１日

に遡って改定されたことなどにより、不足する

給付費を補正するものです。 

 特定財源は、子どものための教育・保育給付

として、２分の１の国庫支出金及び４分の１の

県支出金などを予定しています。 

 次に、保育所等物価高騰対策支援金支給事業

に８９６万４０００円を計上しています。 

 これは、県の補助事業を活用し、物価高騰の

影響に直面する保育所等の事業者に対し、事業

の安定的な運営を支援するため、施設の規模に

応じた補助金を支給するものです。 

 特定財源として、全額、県支出金、保育所等

物価高騰対策支援金補助金（定額）を予定して

います。 

 なお、この事業に関しては、本年度内の完了

が困難であるため、全額、繰越明許費の設定を

行っています。 

 次に、中段の表、項３・生活保護費、目１・

生活保護総務費に、生活保護事業（追加給付）

として委託料１５万４０００円を計上していま

す。 

 これは、平成２５年に実施された生活扶助基

準改定に関する最高裁判決を踏まえ、当時から

の生活保護受給者に必要な扶助費の追加支給を

行うためのシステム改修経費を補正するもので

す。 

 特定財源として、全額、国庫支出金、生活保

護適正実施推進事業補助金を予定しています。 

 目２・扶助費に生活保護費給付事業として、

扶助費７１６８万１０００円を計上しています。 

 これは、高齢者世帯数の増加に伴い、医療扶

助や介護扶助が増加したことによる生活保護費

の不足額を補正するものです。 

 特定財源として、４分の３の国庫支出金、生

活保護費負担金を予定しています。 

 続きまして、下段の表、款４・衛生費、項

１・保健衛生費、目１・保健衛生総務費に２３

３４万４０００円を計上しています。 

 まず、説明欄の１つ目、こども医療費助成事

業として、扶助費１８１９万円を計上していま

す。 

 これは、１件当たりの医療費の増加及び１人

当たりの年間受診回数の増加により、医療費助

成費用が不足するため補正するものです。 

 特定財源として、全額、繰入金、ふるさと八

代元気づくり応援基金を予定しています。 

 次に、２つ目、特別会計繰出金事業（診療所）

として、繰出金５１５万４０００円を計上して

います。 

 これは、令和７年度のへき地診療所運営費補

助金が減額となる見込みであることから、予算

を組み替える必要があるため、減額相当分を繰

り出すものです。事業の詳細については、診療

所特別会計補正予算・第２号で説明いたします。 

 以上が、健康福祉部所管分の補正予算の説明

となります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 私立保育所保育事業と

施設型給付事業というのがあったんですけれど

も、これ、１２月定例会でも同じ内容が出てた

と思うんですけれども、それとの違いというの

と、あわせて、これ、１２月定例会のときは地

域型の分があったんですけども、今回はないん

ですけれども、そちらの理由というのを教えて

ください。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） こど

も未来課の石本です。 

 今回、１２月で補正予算をさせていただいた

内容なんですけれども、１２月補正が令和６年

度の公定価格の単価で積算しておりました給付
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費、それから令和７年度当初の公定価格で積算

した給付費、そこの差額の金額の補正に対する

ものでした。 

 今回補正をお願いしますのが、令和７年度の

人事院勧告に伴い給付費が増額、人件費の分が

主なものになるんですけれども、増額改定され

たことによるものです。 

 それから、委員さん御指摘の地域型保育事業

の補正がないのはなぜかというところなんです

けれども、地域型保育事業というのが、入所児

童が２０人未満の小さい保育園の運営費になり

ます。今回は、この差額というのがそこまで大

きくなかったものですから、必要ないというこ

とで判断しまして、こちらのほうは、上昇分は

ありますが補正なくても対応可能ということで、

補正はお願いしておりません。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。

ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 衛生費のこども医療

費助成事業の医療費扶助分が不足したというこ

とですけど、これは、どういった疾患とかが多

くてということは分かられますか。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） おはようございます。

こども家庭支援課、守田でございます。 

 こども医療費につきましては、まず、市のほ

うに支払いの内容としては、医療名だけで病名

はお子様の分には入ってきておりませんので、

正確な、八代市でどのくらいの病気が多かった

というのは分かりかねるところなんですけれど

も、コロナ禍の後、県内どこでもなんですが、

いろいろな感染症が抑制されておりまして、そ

の反動がここ二、三年多くあります。昨年ぐら

いから、インフルエンザが流行しておりました

り、嘔吐下痢とか、そういったことが流行して

いるというお話は聞いておりますが、何件ほど

多くなったかというのは、ちょっと推測として

しか申し上げられない状況です。 

 ただ、以前と比べまして、子供の児童数は減

ってはおりますけれども、１件当たりの医療費

の増加ですとか、年間の受診回数の増加などが、

今回、最終的に補正をしないと足りなかったと

いうことになっております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。

ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 生活保護費の給付事業

についてお尋ねしたいと思います。高齢者世帯

の増加に伴ってということで、医療費、また介

護扶助費が増加したということで、当初の部分

の予定というのは想定がされて……、７０００

万円という結構な金額なんですけども、当初、

予定をされてた分から増えたということで、今

回追加補正というような形になるんだろうけど

も、何か、人口動態とかいろんな部分において

は想定されるような気がするんですけど、その

辺のところについて、お聞かせいただきたいと

思います。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 生活援護課、

萩野です。 

 委員御指摘の当初予算の見込みの話なんです

けれども、通常、当初予算を組むときは、前年

もしくは過去の実績からの伸び率を掛けて翌年

度の当初を組むというようなやり方で行ってお

ります。 

 高齢者世帯が非常に増加しているという現実、

例えば、６５歳以上の者で構成される、いわゆ

る高齢者世帯、こちらが、５年前の令和３年度

末でいくと９７９世帯、直近の２月末現在の数

で言いますと１０３４世帯と、全体に占める割

合が、令和３年度が６６.１％に対し直近の２

月末は６８.４％と、高齢者の伸びが非常に顕

著で、そういった影響から、今回補正をお願い

しております介護扶助と医療扶助、高齢者が多
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くなると、この２つをよく使われますので、ど

うしてもこの部分が増えていくというふうな形

になっております。 

 御指摘のとおり、今後の見込みをきちんと出

して当初を組んでいくべきだと考えますので、

その辺りも踏まえて、今後は予算の計上につい

ては考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） ここでもう一つお尋ね

したいんですが、生活保護と言われるものにつ

いては、社会復帰という部分を前提にしている

というふうに認識してるんですけども、その辺

の効果という分はどういうふうに今出てるのか

なという。ただ単にもう病院にかかったから幾

ら、抑制という部分については、どういうふう

に今考えていらっしゃるのか、お聞かせいただ

きたんですが。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 高齢者世帯の

方に対しまして医療費の抑制という部分ですよ

ね。どうしても、慢性疾患とかの方が非常に多

いという現実はあります。それ以外の部分につ

いては、担当ケースワーカーが定期的に訪問し

ますので、体の状況だったり聞き取りをしたり、

重症化予防ということで早期受診のほうを勧め

たりとか、そういう取組はやっております。あ

と、本課に医療扶助相談員というのを１名配置

しておりますので、体調に関する相談あたりは、

被保護者の方ですね、ケースワーカーの家庭訪

問に同行したりとか、そういう対応で行ってお

ります。 

 自立に向けた就労に関しては、就労自立促進

事業という形で、ハローワークと一緒になって

お仕事探しのお手伝いをしたりとか、そういっ

たふうに取組をしているところです。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 取組自体は分かったん

ですが、その効果という部分はどう。相談に乗

ったりとかいろんなことをするんですけども、

目に見えて生活保護世帯が減ってるとか、今こ

ういうことをやったからこういうような改善が

できたとかっていう、その辺のところは何か目

に見えるような形でございますか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 目に見える形

で数値で表すというのが特に医療費の部分がな

かなか難しいところがありまして、どうしても、

医療費全体、数もかなり多うございますし、高

齢者の方がよくなったとか、さっきの取組とし

ては、それ以外にいわゆる受診が適正かどうか

の審査も行っておりますので、そういう意味で

は、不適切な受診があれば指導はしてますし、

おおむね皆さん適正に受診されているというこ

とで、その辺り、申し訳ないです、具体的な効

果の数字というのがなかなか出しにくい状況に

あります。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 生活保護費事業という

ことで、システムの改修ということで１５万４

０００円計上されてますけれども、今後、扶助

費の追加支給を行うということなんですけれど

も、対象者と幾らぐらいお支払いすることにな

るのかと予測はされてますか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） 生活保護費の

追加給付に関してですけれども、正直申し上げ

まして、今回のシステム改修をして対象者を正

確に割り出したいというふうに考えております。 

 扶助費の予算につきましては、平成２５年か

ら引き続き、継続して生活保護の方に対しては、

４月以降順次支払いをしていきたいと考えます

ので、こちらは、当初のほうで必要最低限度の

扶助費は計上しております。 

 そのほかの部分、もう既に生活保護でなくな

った方とか、当時保護の給付を受けられてた方

とか、そういった方の扶助費の予算については、

今後、システム改修後に対象者、金額を割り出
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した上で、また予算計上していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 大まか、どれぐらいに

なりそうとかっていうのは分かってますか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） あくまで試算

ではございますけれども、継続件数が今回計上

の積算では４１０名、全体でいくと２５００か

ら３０００の間の世帯というふうには見込んで

おるところです。金額につきましては、１億２

０００万円から１億５０００万円程度というふ

うに、マックスで推測しているところです。 

 ただ、先ほども申しましたとおり、あくまで

もシステム改修で対象者の抽出をしてみないと、

その辺りが不明ですので、そこは御理解いただ

ければと思います。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） これが出るのは６月定

例会ですか。 

○生活援護課長（萩野賢志君） ３月中にシス

テム改修を必要最低限行いまして、対象者の抽

出は４月中に終わりたいと考えております。ス

ケジュールとしましては、継続して保護を受け

られてる方については、５月以降順次支払って

いくと。既に廃止になっているケースについて

は、これはもう国のスケジュールでも示されて

ますけれども、夏以降に周知を行って、周知は

早めにやるんですけれども、夏以降に申出を受

けて順次支払いを行っていくというふうなスケ

ジュールで考えております。 

○委員（野﨑伸也君） はい、分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。

ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３号・令和７年度八代市国民健康保険

特別会計補正予算・第４号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第３号・

令和７年度八代市国民健康保険特別会計補正予

算・第４号を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）国保ねんきん課、時枝でございます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第３号・令和７年度八代市国民健康保険

特別会計補正予算・第４号につきまして、恐縮

ですが、着座し説明をいたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） それで

は、予算書１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ７３２万８０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５９

億５７０１万４０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下の表、歳出に

おいて、款６・基金積立金、項１・基金積立金

を３６万３０００円増額し、補正後の予算額を

７１万４０００円とし、款７・諸支出金、項

１・償還金及び還付加算金を６９６万５０００

円増額し、補正後の予算額を２０５８万７００

０円としております。 

 また、上の表、歳入において、款５・財産収
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入、項１・財産運用収入を３６万３０００円増

額し、補正後の予算額を７１万４０００円とし、

款６・繰越金、項１・繰越金を６９６万５００

０円増額し、補正後の予算額を７０３万７００

０円としております。 

 それでは、６ページをお願いします。 

 歳出の具体的内容について説明いたします。 

 款６・基金積立金、項１・基金積立金、目

１・基金積立金を３６万３０００円増額してい

ます。 

 これは、国民健康保険財政調整基金の預金利

率が上がったことに伴い、その増加分を増額補

正するものです。 

 次に、下の表、款７・諸支出金、項１・償還

金及び還付加算金、目１・償還金を６９６万５

０００円増額しています。 

 これは、令和６年度に受け入れた国・県から

の交付金等の超過分を返還するために補正する

ものでございまして、市町村国保ヘルスアップ

事業分１８４万２０００円、特定健康診査等負

担金分５１２万４０００円が主なものでござい

ます。 

 恐れ入りますが、５ページにお戻りいただき

まして、財源は、上の表、歳入の款５・財産収

入、項１・財産運用収入、目１・利子および配

当金の３６万３０００円と、款６・繰越金、項

１・繰越金、目１・繰越金の６９６万５０００

円で、合わせて歳出の総額と同額を計上してお

ります。 

 以上で、議案第３号・令和７年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第４号の説明を終

わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３号・令和７年度八代市国民健康保険

特別会計補正予算・第４号については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第４号・令和７年度八代市介護保険特別

会計補正予算・第２号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第４号・

令和７年度八代市介護保険特別会計補正予算・

第２号を議題とし、説明を求めます。 

○介護保険課長（山村 悟君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）介護保険課、山村と申します。よろしくお

願いいたします。それでは、着座にて御説明さ

せていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○介護保険課長（山村 悟君） 議案第４号・

令和７年度八代市介護保険特別会計補正予算・

第２号に基づきまして、御説明いたします。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ５億

１１２６万３０００円を追加し、補正後の歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１５６億９４８９万

９０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下段の表、歳出

でございますが、款１・総務費、項１・総務管

理費で２０４万９０００円、款２・保険給付費、

項１・保険給付費で５億２００万円、款３・地

域支援事業費、項２・包括的支援事業・任意事

業費で３３１万３０００円、款５・諸支出金、

項１・償還金及び還付加算金で３９０万１００
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０円を追加しております。 

 それでは、歳出の具体的内容につきまして御

説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 まず、上段の表、款１・総務費、項１・総務

管理費、目１・一般管理費の２０４万９０００

円は、令和７年度税制改正に係る給与所得控除

の最低保障額の引上げへの対応に必要な介護保

険システムの改修を行うための経費でございま

す。 

 次に、款２・保険給付費、項１・保険給付費、

目１・介護サービス給付費の５億２００万円は、

施設介護サービス給付事業及び地域密着型サー

ビス給付事業におきまして、当初の予想よりも

利用が伸びたことにより予算が不足する見込み

となったことから、追加するものでございます。 

 次に、款３・地域支援事業費、項２・包括的

支援事業・任意事業費、目２・任意事業費の３

３１万３０００円は、高齢者食の自立支援に係

る委託料及び成年後見利用補助金におきまして、

当初の予想よりも利用が伸びたことで予算が不

足するため、必要な費用を補正するものでござ

います。 

 ９ページをお願いいたします。 

 款５・諸支出金、項１・目１・償還金及び還

付加算金３９０万１０００円は、前年度の地域

支援事業費の確定に伴い、超過交付となった負

担金等の返還を県に行うものでございます。 

 次に、歳入につきまして御説明いたします。 

 ５ページから７ページまでは、先ほど御説明

いたしました歳出の介護サービス給付費の国、

県、市等の負担分や、システム改修費の２分の

１の国庫補助金などでございます。 

 歳入のうち、主なものを御説明させていただ

きますが、まず、５ページでは、款４・支払基

金交付金、項１・支払基金交付金、目１・介護

給付費交付金で１億３２３０万円を、次に、款

５・国庫支出金、項１・国庫負担金、目１・介

護給付費負担金で８１００万円を計上していま

す。６ページをお願いいたします。款６・県支

出金、項１・県負担金、目１・介護給付費負担

金で７８２５万円を計上し、７ページでは、款

８・繰入金、項１・目１・一般会計繰入金で６

２９１万２０００円を計上しております。 

 以上で、議案第４号・令和７年度八代市介護

保険特別会計補正予算の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） いろんなところで利

用が伸びたという報告があったようですが、ま

ず、施設介護・地域密着型サービスというのは

どういうことで伸びたというのが、分かれば教

えていただきたいんですけど。 

○介護保険課長（山村 悟君） まず、施設サ

ービスにつきましては、中身を見てみましたら、

要介護度が少し上がられてる場合があるという

のと、あともう一つが、市外の施設、住所地特

例施設ということで、本市の住所から施設があ

る住所に直接出られる、例えば、子供さんたち

が市外におられるとか、そこの近くの施設に入

れたいとか、そういう件数が予想より伸びてた

ということでございます。 

 施設サービスにつきましては、一番高いやつ

でいきますと、大体、要介護度５とかですと年

間１人当たり５００万円ほどの費用がかかりま

すので、例えば、そういう方が２０人いらっし

ゃれば１億円のような形にもなります。 

 ですので、これということはないんですが、

総合的にそういうのが重なって、施設サービス

が増えております。 

 地域密着型サービスのほうですが、こちらは、

市内にいらっしゃる方が利用されるというとこ

ろなんですが、そこの中身を見てみますと、地

域密着型の通所介護のところの利用が増えてら

っしゃると。ここを詳しく事業所ごと見てみま
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したが、特に何がどうということではなくて、

利用者がやっぱり増えてらっしゃるというよう

なところでございました。 

 あと、当初予算の際に、少し、こちらの見込

みより査定のほうで厳しいところもございまし

たので、こういう大きい金額の補正予算という

ことになっております。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 施設介護のほうで、

介護度が上がったというふうなことを言われて

るんですけども、具体的に、高い方、介護度の

４と５とどのくらい増えてるかというのを、ち

ょっと教えていただきたいんですけど。 

○介護保険課長（山村 悟君） 詳しく、細か

い、そこの数字は持ち合わせておりませんが、

拝見したときに少し伸びてるという状況でござ

いました。申し訳ございません。 

○委員（橋本徳一郎君） じゃあ、具体的なと

ころはまた教えていただきたいと思います。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４号・令和７年度八代市介護保険特別

会計補正予算・第２号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６号・令和７年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第６号・

令和７年度八代市診療所特別会計補正予算・第

２号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課の福田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 令和７年度八代市診療所特別会計補正予算・

第２号につきまして、御説明いたします。失礼

しまして、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 今回の補

正につきましては、令和７年度へき地診療所運

営費補助金の減額交付に伴い、不足額について

補正するものでございます。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条としまして、記載しておりますように、

歳入予算の補正を行うこととしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入予算補正の歳入の表でございま

すが、款３・県支出金、項１・県補助金を５１

５万４０００円の減額、款４・繰入金、項１・

一般会計繰入金に同額の５１５万４０００円の

追加を計上しております。 

 内容につきましては、４ページをお願いいた

します。 

 歳入補正予算事項別明細書、中ほどの表、２、

歳入の款３・県支出金、項１・県補助金、目

１・へき地診療所県補助金の５１５万４０００

円の減額は、令和７年度へき地診療所運営費補

助金が各都道府県からなされました国への補助

申請額が国の予算額を超えていたため、当初の

予定額より減額して交付されることとなり、へ

き地診療所運営費に不足が生じましたため、一

般会計から繰り入れるに当たり、下の表の款

４・繰入金、項１・目１・一般会計繰入金に減

額相当額を追加するものでございます。 

 以上で、議案第６号・令和７年度八代市診療

所特別会計補正予算・第２号の説明を終わりま
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す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） へき地診療所の交付

金額が、予算が国の交付金の予算を超えてたと

いうことなんですか。これ、あらかじめ予測は

できなかったんですか。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 補助金の

減額につきましては、令和６年度から減額をさ

れたものでして、これが、各県で管内の市町村

から申請を集約をしまして国へ申請することと

なっております。国へ寄せられたそれらの合計

額が国の予算額を超えていたということになり

ますので、今後も減額というのは続くことが予

想はされますが、一応、当初の予算としまして

は、うちは要求する額を要求したという形でご

ざいます。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６号・令和７年度八代市診療所特別会

計補正予算・第２号については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第７号・

令和８年度八代市一般会計予算中、当委員会関

係分を議題とし、歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から説明願います。 

○教育部長（田中智樹君） 改めまして、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、令和８年度の教育関係当初予算の

審査をお願いするに当たりまして、私から総括

のほうをさせていただきたいと思います。着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育部長（田中智樹君） まず、初めに、令

和８年度の教育部所管の当初予算の総額は、約

６９億３０００万円でございます。前年度と比

較しますと、約４億７０００万円の減額となっ

ております。 

 これは、第２次総合計画において４か年の重

点戦略に掲げておりました学校トイレ洋式化事

業や、令和５年度から着手しておりました博物

館施設整備事業など、ハード整備に関する事業

が終了したことが主な要因でございます。 

 それでは、説明に当たりましては、今般、新

たに策定いたしました、第４期八代市教育振興

基本計画に掲げております８つの基本的な方向

性に沿って御説明申し上げます。 

 この計画なんですけれども、先般の一般質問

において、永江委員からの御質問で教育長がお

答えしましたとおり、「やつしろの 未来を拓

く 心豊かな人づくり」を新たな基本理念とし

て、八代の未来に向けて、子供から大人まで一

人一人が持続可能な社会の担い手となり、多様

な個人それぞれと地域や社会が幸せや豊かさを

感じるウェルビーングの実現を目指して、今後

４年間の教育施策の方向性を定めたものでござ

います。 

 この内容につきましては、この後の所管事務

調査にて改めて担当課より御説明することとな

っておりますけれども、この８つの方向性のう

ち、新年度、令和８年度において重点的に取り
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組む４つの方向性について、私から述べさせて

いただきたいと思います。 

 まず、１つ目ですけども、第２の方向性であ

ります多様な教育ニーズへの対応です。 

 障害の有無にかかわらず、全ての子供の教育

的ニーズに応じた学びの場の充実とインクルー

シブ教育システムの構築や、不登校生徒の多様

な学び、また居場所の確保など社会的自立に向

けた支援の充実、また日本語指導を必要とする

児童生徒について、日本語教育の機会の確保な

ど効果的な指導・支援体制の充実を図ってまい

ります。 

 特に、新年度は、不登校児童生徒の教育支援

事業を拡充するために、現在、千丁支所内に設

置しております本市の教育支援センターくま川

教室に加え、代陽幼稚園跡地を使って２つ目の

拠点を整備することとしており、必要な予算を

計上しております。この複数拠点化を機に、オ

ンラインを使って家庭から支援を受けられる体

制や親子で気軽に立ち寄れるフリースペースな

どを整備し、不登校の児童生徒の多様なニーズ

に対応してまいります。 

 また、不登校の子供を持つ保護者が孤立しな

いように、保護者同士の横のつながりを構築す

る機会を定期的に開催するなど、保護者支援に

も取り組んでまいります。 

 ２つ目は、計画の第３の方向性でありますグ

ローバルな視野を持つ人材の育成でございます。 

 主体的に英語で自分の気持ちや考えを伝える

ことができる児童生徒や異なる文化を持つ人々

と共生することができる児童生徒を育成するた

めに、新年度は、中学校の英検受験料の補助の

拡充として、これまで中学３年生全員への全額

補助をしておりましたが、新たに１年生、２年

生に対しても、希望者全員に受験料の全額を補

助してまいります。 

 ３つ目は、第４の方向性であります学びを支

える環境づくりであります。 

 子供たちが、行きたい、行ってよかったと思

える学校づくりを推進するために、教職員の働

き方改革の一層の推進や学校再編等基本方針に

基づいた全市的な視点からの学校再編の推進、

日常的なＩＣＴの活用を支える環境整備等を図

ってまいります。 

 特に幼稚園教育については、新年度に公立幼

稚園を新しく２園に再編いたします。これまで

行ってきた園児一人一人へのきめ細かな教育を

維持しながら、保育所などとの連携をさらに強

化し、子育て支援を充実してまいります。 

 また、学校現場においては、精神疾患による

休職者が増加するなど深刻な教員不足の要因と

なっている現状を受け、学校教育課内に専門ス

タッフを配置することで、早期のアドバイスや

相談体制を構築いたします。 

 児童生徒の学習環境では、ＧＩＧＡスクール

構想の初期段階で導入しました１人１台のタブ

レット端末が更新時期を迎えますことから、動

作の遅延解消やより高度な学習コンテンツの活

用を目指し、高性能な端末に一斉に更新を行い

ます。 

 さらに、学校給食費負担軽減事業におきまし

ては、国が行う小学校給食費の抜本的負担軽減

による小学校への支援に加え、本市独自に、中

学校に対しても国の重点交付金を活用して支援

を拡充してまいります。 

 最後に、第５の方向性として、安全・安心な

学校づくりでございます。 

 学校施設等の安全・安心な教育環境の充実と

児童生徒等の安全教育と防災教育を推進いたし

ます。このうち、学校調理場の衛生環境改善に

向け、現在整備中の（仮称）新南部学校給食セ

ンターにつきましては、令和８年度末の完成に

向けた整備工事に加え、完成後のスムーズな運

営についても引き続き取組を進めてまいります。 

 また、毎年度実施しております学校施設の計

画的な改修や児童生徒の安全確保のための環境
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整備については、新年度は、校舎等の老朽化状

況を把握するための劣化度調査費用を新たに計

上しております。 

 以上が、令和８年度における教育部所管事業

についての総括とさせていただきます。 

 引き続き、教育委員会では、変化の激しい社

会の中においても、八代の子供たちが可能性を

信じ、多様な人々と協働し豊かな人間関係と社

会性を身につけ心豊かでたくましく育つことが

できるよう取り組んでまいります。 

 新年度の予算については、今回新しく教育振

興基本計画に掲げた理念を机上のものにせず、

現場で確実に形にしていくための重要な予算と

考えております。今後も、計画に基づき、検証

と改善を重ねながら教育施策を推進してまいり

ます。 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算中、当委員会に付託されました教育

部所管の予算の概要につきまして、下津教育次

長より御説明申し上げますので、御審議よろし

くお願いいたします。 

○教育部次長（下津恵美君） 改めまして、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算、教育費について、失礼して、着座

にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育部次長（下津恵美君） まず、一般会計

予算書の６ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出、第９款・教育

費について説明いたします。 

 経済文化交流部所管分も含めました教育費の

総額は７７億９４６５万７０００円を計上して

おり、一般会計予算全体に占める割合は１０.

６８％となっております。 

 項別の予算は、第１項から第８項まで記載の

とおりとなっております。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 事項別明細書でございます。 

 歳出の款９・教育費の総額７７億９４６５万

７０００円のうち、教育部所管分は６９億３０

２９万７０００円で、前年度比４億７１６６万

６０００円の減、率にして６.４％の減少とな

っております。 

 令和７年度と比較した増、減についてですが、

主な増額の要因としましては、公立小・中・支

援学校の児童生徒用全ＧＩＧＡタブレット端末

約９５００台の入替えに伴う５億２５６９万円

の増額、（仮称）新南部学校給食センターの建

設工事継続に伴う４億９４５１万円の増額、学

校給食費の国による抜本的な負担軽減事業開始

に伴う３億１７３４万３０００円の増額などが

ございます。 

 これに対し、減額の主な要因としましては、

令和７年度末をもって全校で完了した学校施設

のトイレ洋式化事業１０億１１９万２０００円

の減額、また市立博物館の大規模改修工事終了

によります７億１７０３万３０００円の減額な

どがございます。 

 それでは、歳出の主な事業について御説明い

たします。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 まず、款９・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費です。前年度比３０９７万４００

０円増の５億９８６５万３０００円を計上して

います。 

 主な事業としましては、説明欄の上から７段

目の日本語指導員事業で３３７万４０００円を

計上しています。 

 これは、近年、小・中学校に外国からの児童

生徒が毎年編入してきており、出身国も多様化

している中、専門的知識を有する日本語指導員

を学校へ派遣し、日本語指導が必要な児童生徒

に個別指導を行うことにより、早期に日本語を

習得させるための事業でございます。今後さら

に増加すると考えられる多様なニーズに応える
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とともに、支援を必要とする児童生徒一人一人

にきめ細かな支援が行き届くよう、令和８年度

は指導員を１名増員し６名体制といたします。 

 １つ飛びまして、いじめ・不登校等対策推進

事業に３４１万円を計上しております。 

 これは、専門的な立場からの助言・指導を行

う、いじめ問題対策連絡協議会、学校支援委員

会、いじめ防止等対策委員会の関係経費６９万

２０００円をはじめ、いじめの未然防止及び早

期発見を図るための総合質問紙調査、ｉ－ｃｈ

ｅｃｋの実施委託料２７１万８０００円でござ

います。 

 １つ飛びまして、ＩＣＴ授業サポート事業で

は３９７０万９０００円を計上しております。 

 これは、教職員がＩＣＴを効果的に活用でき

るよう、ＩＣＴ授業サポーターが様々な支援を

行うもので、その業務委託料３９６０万円が主

なものです。 

 特定財源として、ふるさと八代元気づくり応

援基金からの繰入金を予定しております。 

 ２つ飛びまして、未来の学校づくり推進事業

に１７万７０００円を計上しております。 

 本事業は、令和７年度に策定を進めてきまし

た八代市立学校再編等基本方針の具現化に向け、

令和８年度では、当事者となる児童生徒、保護

者、教職員を対象としたアンケート調査を、ま

た、市内全中学校区で地域別懇談会を実施する

予定としております。主な予算として、地域別

懇談会で使用します会場使用料や先進地視察旅

費を計上しております。 

 次に、目３・教育サポートセンター費です。

前年度比２１９２万９０００円増の６６２５万

６０００円を計上しております。 

 主なものといたしまして、次のページの上か

ら３段目にあります不登校児童生徒の教育支援

事業において、２２０２万８０００円を計上し

ております。 

 本市の不登校児童生徒の増加傾向と地理的広

域性を踏まえ、教育の機会や居場所の確保のた

め、令和７年度末で閉園となる代陽幼稚園跡地

を利用して、本市２か所目の教育支援センター

くま川教室を設置することとします。複数拠点

化を機に、活動内容や支援内容を見直し、不登

校児童生徒が自分のペースに合わせて１歩を踏

み出す支援を目指すとともに、不登校の子供を

持つ保護者支援にも取り組んでまいります。 

 そのための指導員を３人増やし、１６人分の

人件費１９２０万８０００円が主なものでござ

います。 

 １つ飛びまして、目５・学校保健費には、前

年度比２６３万９０００円増の８１１７万９０

００円を計上しております。 

 前年度からの主な変更点としまして、説明欄

の１段目、学校保健一般事務事業で３３５万３

０００円を計上しております。 

 これは、近年の学校教職員のメンタル不調に

伴う病休、休職が増加しており、その未然防止

策としまして、症状の軽い初期の段階で気軽に

相談ができる体制を整えるため、市学校教育課

にメンタルヘルス担当の教育サポーターを会計

年度任用職員として新たに配置するものです。 

 ２つ飛びまして、保健体育等研修事業では３

３万１０００円を計上しております。 

 本事業では、児童生徒を対象に、体育、主に

水泳の学習において、水難事故から身を守る実

践力を養うために、ライフジャケットを使用し

た安全を確保するための授業を行います。その

環境整備として、ライフジャケット６０着購入

のための経費３１万７０００円が主なものでご

ざいます。 

 次のページ、９８ページの項２・小学校費、

目１・学校管理費では、前年度比１億４７４１

万７０００円増の６億７２９８万１０００円を

計上しております。 

 主な事業では、まず、小学校管理運営事業の

２億６７５１万６０００円ですが、これは、児
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童が安心・安全な学校生活を送るため、学校施

設の維持管理や備品整備など教育環境の整備を

行うもので、主なものとして、学校事務員１８

人、用務員２２人の給与等経費１億２１２８万

円と光熱水費１億３４５万８０００円などがあ

ります。 

 また、令和８年度は、特に教職員の働き方改

革の負担軽減策として、通話録音装置を一部の

学校の電話に試行的に導入する経費のほか、水

泳事業を近隣校や民間プールを活用し実施する

ためのインストラクター指導料や児童送迎委託

料などの経費を計上しております。なお、令和

８年度は、本水泳事業の対象校を現行の４校か

ら７校に拡大して実施する予定です。 

 特定財源として、小学校体育館などの使用料、

ふるさと八代元気づくり応援基金からの繰入金

などを予定しております。 

 ２つ飛びまして、小学校通学関係事業の５８

４５万３０００円は、主に遠距離等により通学

困難な児童生徒の支援のため、７校で運行して

おりますスクールバス１３台分の運行経費など

でございます。また、令和８年度は、八竜小学

校のスクールバス１台を更新予定としておりま

す。 

 次の小学校施設整備事業では、２億３４２０

万５０００円を計上しております。 

 これは、小学校２４校について、安全・安心

で快適な教育環境を提供するため、緊急対策が

必要な修繕や機能維持及び向上のための施設整

備に要する経費でございます。 

 特に令和８年度新たに取り組みます劣化調査

業務委託につきましては、本市の全学校施設の

うち築３０年を経過する建物が７割を超えてい

る状況を踏まえ、各施設の劣化状況を点検・評

価し改修または建て替えの方向性を整理した上

で、今後の年次計画に生かすものでございます。 

 その下、小学校耐力度調査等事業として１０

９４万１０００円を計上しております。 

 これは、特に老朽化が進んでいる千丁小学校

の建物につきまして、前述の劣化調査よりも専

門性の高い耐力度調査を実施し、構造の耐力や

機能低下の状況を総合的に評価した上で、改修

または建て替えの必要性を判断するものでござ

います。 

 続きまして、目２・教育振興費でございます。

前年度比３億４２０７万９０００円増の６億７

０７５万１０００円を計上しております。 

 大幅な増額の理由といたしましては、ＧＩＧ

Ａスクール構想に基づき、令和２年度に整備し

た児童１人１台タブレット端末の更新を令和８

年度で予定しており、その購入費用によるもの

でございます。 

 主な事業としまして、説明欄の上から４段目、

学校支援職員配置事業（小学校）に１億５１６

６万４０００円を計上しております。 

 本事業は、多様化する学校現場において、児

童の実態に応じた継続的な支援を行うため、本

年度と同様に、学校図書館支援員を１８人、英

語指導員を３人、特別支援教育支援員を４７人

配置します。また、不登校や問題行動に関わる

児童に対する生徒指導支援員については、２人

増員の６人を配置いたします。 

 その下、学校教材充実事業（小学校）の６２

８万１０００円ですが、主に学力調査を実施す

るための経費であり、児童の実態把握を行うと

ともに、各学校の学力向上検証改善サイクルを

確立し、教師の指導改善と児童の学力充実を図

るものです。 

 また、今回、災害の記録を保存し教材として

活用するための災害教材作成等業務委託料とし

て、９６万６０００円を計上しております。 

 次のページ、９９ページの上から３段目にあ

りますＩＣＴ教育推進事業（小学校）にて４億

４９２６万７０００円を計上しており、先ほど

申しました小学校の児童全員のタブレット端末

約６３００台の更新に係る備品購入費用３億４
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８０４万円のほか、教職員の端末リースや校務

支援システムの使用に係る経費６４７３万９０

００円などでございます。 

 特定財源として、県支出金２億３２０２万７

０００円のほか、ふるさと八代元気づくり応援

基金繰入金５９８５万７０００円、デジタル活

用推進事業債１億４４０万円を予定しておりま

す。 

 なお、同表の左下、目番号なしの学校建設費

において前年度比５億３６７１万１０００円の

減でございますが、これは、小学校施設トイレ

改修事業が令和７年度末で完了したことによる

ものでございます。 

 続いて、項３・中学校費、目１・学校管理費

でございます。前年度比１億８３１７万７００

０円減の２億９５８９万７０００円を計上して

おります。 

 主な事業では、まず、説明欄１段目の中学校

管理運営事業で１億５９３６万８０００円を計

上しております。 

 これは、学校事務員８人、用務員１５人の給

与等経費６９２３万１０００円と光熱水費５９

７２万２０００円のほか、民間プール等を活用

した水泳授業について、新たに中学校１校を対

象に実施するための経費などが主なものでござ

います。 

 次に、説明欄一番下の中学校施設整備事業の

４４５９万円は、中学校１５校の施設整備に要

する経費でございます。 

 主なものとしましては、第三中学校の井戸ポ

ンプ改修工事のほか、先述の小学校費と同様に、

劣化調査業務委託を実施するものでございます。 

 次のページ、１００ページの目２・教育振興

費をお願いします。前年度比１億２１５６万円

増の４億８９１８万３０００円を計上していま

す。 

 主な事業としまして、説明欄２段目の学校支

援職員配置事業（中学校）の７２５０万２００

０円は、小学校と同じく、学校運営において教

職員だけでは様々な学習環境の整備や個に応じ

た支援など人的な不足があり、学校支援職員を

配置することにより、教職員の多忙感を軽減す

るとともに、生徒の実態に応じたきめ細かな支

援や学校運営に大きく寄与することにつながっ

ております。新年度は、学校図書館支援員７人、

特別支援教育支援員を１人増の２０人、生徒指

導支援員を１人増の１０人配置する予定です。 

 次の学校教材充実事業（中学校）では、１５

１９万９０００円を計上しています。 

 主なものとして、毎年４月と１２月に実施し

ております本市独自の学力・学習状況調査委託

料５９４万３０００円に加え、英語検定受験料

の補助金を６７８万２０００円計上しておりま

す。 

 この英語検定受験料につきましては、補助内

容を、中学３年生は今年度同様全員に全額補助、

また新たに中学１・２年生の希望者も全額補助

と拡充し、英検受験に継続性を持たせることで、

生徒の英語力向上と確かな学力育成を図ってま

いります。 

 特定財源として、県の中学校英語検定チャレ

ンジ事業補助金などを予定しております。 

 １つ飛びまして、語学指導外国青年招致事業

６８６３万８０００円は、市内小・中学校、幼

稚園、特別支援学校に、語学指導のための外国

青年、いわゆるＡＬＴ１２人を招致し、英語教

師とＡＬＴの共同による授業や長期休業を利用

したイベントなどを行うことにより、英語教育

の改善及び国際交流の充実を図るものです。 

 ４つ飛びまして、ＩＣＴ教育推進事業（中学

校）では２億４８２６万５０００円を計上して

おります。 

 小学校と同様、生徒用タブレット端末約３１

００台の更新に係る備品購入費用１億７２８１

万円のほか、教職員の端末リースや校務支援シ

ステムの使用に係る経費４２２６万円などが主
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なものです。 

 特定財源として、県支出金１億１５２０万７

０００円とふるさと八代元気づくり応援基金繰

入金３５４６万１０００円、デジタル活用推進

事業債６１６０万円を予定しております。 

 次の中学校部活動整備事業２８０万４０００

円は、国において令和８年度から令和１３年度

の６年間を中学校部活動改革実行期間と定めら

れたことを受けて、本市においても、休日にお

ける部活動の地域展開を推進していくものです。 

 具体的には、教職員に代わっての指導や学校

以外の会場までの引率を行うことができる部活

動指導員３人の任用経費２００万２０００円や、

地域クラブ活動への移行のための運営主体の整

備、関係者との協議等を行うコーディネーター

３人の活動経費５３万１０００円になります。 

 なお、同表左にあります目番号なしの学校建

設費の前年度比４億６４４８万１０００円減で

ございますが、先ほどの小学校費と同様、中学

校施設トイレ改修工事が令和７年度末で完了し

たことによるものでございます。 

 続いて、項４・特別支援学校費、目１・学校

管理費でございます。前年度比３６２万２００

０円減の５４０９万円を計上しています。 

 主な内容は、次のページの説明欄１段目の特

別支援学校通学関係事業に３２２１万３０００

円を計上しております。 

 本年度と同様、スクールバス６台での運行を

予定しており、運行業務委託２８７７万６００

０円や燃料費１８３万７０００円、突発的な修

理代８６万４０００円の計上となっております。 

 次に、目２・教育振興費では前年度比７２７

万８０００円増の５７３７万９０００円を計上

しています。 

 説明欄一番下のＩＣＴ教育推進事業（特別支

援学校）の９６６万円は、これも小・中学校と

同様、支援学校の児童生徒用タブレット端末約

９０台の更新に係る備品購入費４８４万円のほ

か、教職員端末リースや校務支援システムの使

用に係る経費などでございます。 

 特定財源として、県支出金３２２万６０００

円とふるさと八代元気づくり応援基金繰入金２

４７万８０００円、デジタル活用推進事業債１

５０万円を活用する予定としております。 

 次のページ、１０２ページをお願いします。 

 上段の項５・幼稚園費、目１・幼稚園費でご

ざいます。前年度比１億１３９０万４０００円

減の１億６３８４万１０００円を計上していま

す。 

 目全体の主な減額の理由ですが、令和８年度

より現在の６園から２園に再編することに伴い、

教諭及び会計年度任用職員数が減少することに

よる人件費の減が大きな要因となっております。 

 説明欄の上から２番目の幼稚園管理運営事業

では９３３万８０００円を計上しております。 

 これは、新たに開園する２つの幼稚園の教育

環境の整備のための費用を計上しております。

再編をしますことで、光熱水費、通信運搬費、

手数料、委託料など、維持管理に係る経費が削

減されております。 

 ４つ飛びまして、廃園施設管理運営事業で４

７５万８０００円を計上しております。 

 こちらは、再編に伴い閉園する幼稚園につい

て、普通財産移行後の利活用検討に向け、円滑

に移行できるように適切な維持管理を行うため

の経費として、基本使用料を主とした光熱水費、

委託料等のほか、廃棄物処理手数料や遊具移設

経費を計上しております。 

 続きまして、下段の項６・学校給食費、目

１・学校給食費でございます。前年度比８億４

９８１万１０００円の増、３２億３２９８万３

０００円を計上しております。 

 主な事業としまして、説明欄上から２段目の

学校給食施設管理運営事業（単独調理校）は、

９４０１万２０００円を計上しております。単

独調理校６校の給食業務の管理運営に必要な経
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費のほか、令和７年度より調理業務を休止して

おります代陽小学校の給食室を解体するための

費用として、１３３１万円を計上しております。 

 次のページ、１０３ページの説明欄上から５

段目、（仮称）新南部学校給食センター施設整

備事業では２１億５７００万円を計上しており

ます。 

 こちらは、令和９年度の２学期からの新セン

タ―供用開始に向け、設計・施工の一括発注の

ＤＢ方式により施設整備を行うものでございま

す。予算につきましては、継続費として、令和

６年度から９年度で設定しております。 

 特定財源としまして、国庫支出金及び公共施

設等適正管理推進事業債を予定しております。 

 次に、学校給食費負担軽減事業に３億１７３

４万３０００円を計上しております。 

 これは、国が打ち出しました小学校での学校

給食費の抜本的負担軽減、いわゆる給食費無償

化に伴い、本市小学校に在籍する児童１人当た

り月額５２００円を基準額として支援するため

の経費でございます。 

 特定財源は、全額、県支出金でございます。 

 その下、学校給食費負担軽減事業（重点交付

金）の７４７９万４０００円ですが、これは、

物価高騰に直面する子育て世帯の経済的な負担

軽減を目的とし、小学校を除く市立幼稚園、中

学校、特別支援学校の給食費の一部を支援する

事業でございます。 

 具体的には、１人当たりの給食費月額につい

て、中学生で３０００円、幼稚園児で１４００

円を軽減するものでございます。 

 特定財源といたしまして、全額、国の重点交

付金を予定しています。 

 続いて、下段の項７・社会教育費、目１・社

会教育総務費でございます。前年度比９３０万

２０００円増の１億４００２万２０００円を計

上しております。 

 主な事業として、説明欄４段目の八竜山自然

公園管理運営事業として２１０７万８０００円

を計上しております。 

 当該施設は、県南唯一の天文台を有する施設

であることから、市民が気軽に安心して利用で

きるよう良好な維持管理を進めていくもので、

令和８年度の主なものは、八竜天文台屋根等の

修繕に伴う経費でございます。 

 特定財源といたしましては、社会教育施設整

備事業債を予定しております。 

 次のページ、１０４ページをお願いします。 

 同じく社会教育総務費の上から２段目、学

校・家庭・地域の連携協力推進事業では７１４

万６０００円を計上しております。 

 本事業は、学校を核とした地域づくりを目指

し、市立の小・中・特別支援学校に地域コーデ

ィネーターを配置し、学校・家庭・地域の連携

協力体制を強化し、地域全体で子供たちの学び

や成長を支える環境づくりを推進するものです。

地域コーディネーターや学習支援員などへの報

償費６８５万９０００円が主なものでございま

す。 

 特定財源として、県の学校・家庭・地域の連

携協力推進事業補助金４７４万８０００円など

を予定しています。 

 中段の目２・公民館費では、前年度比９５８

万９０００円減の１億２８１万円を計上してい

ます。 

 目全体の主な減額理由としましては、各地域

や町内が運営しております自治公民館に対する

修繕・改修に係る整備補助金事業を総務費へ移

管したことによるものでございます。 

 説明欄上から３段目の生涯学習推進事業の２

８７万６０００円ですが、これは、やつしろ市

民大学、おでかけ公民館講座など各種講座の開

設や生涯にわたって学びを続けるリカレント教

育等の学習機会の提供、また、講演会や市民の

学習活動等の成果発表の場として、まなびフェ

スタ開催に係る経費などでございます。 
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 急速に変化する社会で多様化する市民ニーズ

や学習ニーズに対応とともに、市民が親しみや

すい内容の講座を加えるなど、生涯学習活動を

推進してまいります。 

 特定財源といたしましては、公民館講座受講

料などを予定しております。 

 次の１０５ページをお願いいたします。 

 目３の文化施設費は、経済文化交流部所管と

なりますので飛ばしまして、中段の目４・図書

館費をお願いいたします。前年度比１０４６万

１０００円の増の１億６０２９万９０００円を

計上しています。 

 主な事業といたしましては、説明欄１段目の

図書館管理運営事業における、本館、せんちょ

う分館、かがみ分館の３館及び移動図書館の指

定管理に伴う委託料１億３８４１万６０００円

が主なものです。現在は、ＴＲＣグループ共同

企業体が、令和７年４月１日から令和１２年３

月３１日までの５年間の指定管理として運営し

ております。 

 そのほか、図書館システム使用料、保守点検

料、人件費高騰分に係る補償金などを計上して

おります。 

 次のページをお願いします。 

 上段、目５・博物館費でございます。前年度

比７億３２７万３０００円減の１億３９０５万

８０００円を計上しております。 

 減額の主な理由は、冒頭説明しましたとおり、

令和６年度から続いておりました大規模改修が

令和７年度末で終了するためでございます。 

 説明欄６段目の博物館特別展覧会事業、春季

といたしまして２１１万６０００円、同じく秋

季といたしまして２１３万２０００円を計上し

ております。 

 春季展覧会では、再開館特別企画第一弾とし

て、「再発見！未来の森ミュージアム」と題し、

休館中に再発見されました収蔵品や熊本大学附

属図書館所蔵の松井家文書などの展示を、また、

秋季展覧会では、「再開館こりゃめでたい展」

として、館蔵品及び松井文庫所蔵品から、おめ

でたい吉祥文様をデザインした美術工芸品を一

堂に集めた展覧会を開催する予定でございます。 

 なお、博物館の再開予定ですが、令和８年４

月２４日金曜よりプレオープン、そして５月１

日金曜から、再開館特別企画第一弾を開催する

こととしています。長期間休止しておりました

カフェもプレオープンと同時にオープンする予

定でございますので、ぜひ多くの皆様に御来館

いただければと思っております。 

 これ以降の第９款は経済文化交流部所管とな

りますので、以上が、教育部所管分の令和８年

度当初予算の概要でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 大変長い説明、ありが

とうございました。 

 私のほうから１つ、不登校対策についてとい

うことで、今度、教育支援センターの部分、く

ま川教室が２園になるということで、私も、１

２月定例会のときに一般質問させていただいて、

早速、代陽幼稚園を利活用されることに決まっ

たということで、大変ありがたいなというふう

に思ってます。 

 その中で、最近の部分で、直近３年ぐらいで

不登校が増加しているという状況があるという

ようなお話もいただいたので、だからこそ２拠

点体制を取られるということでございまして、

直近３年間でどのぐらいの増加があるのかとい

う部分が一つと、令和８年度においては利用人

数という部分をどのくらい見込んでらっしゃる

のかというふうなことをお聞かせいただきたい

なと思います。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 教育サポートセンター長の中村でございます。 

 不登校の増加傾向につきましては、令和６年
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度末の時点で４９４名と例年増加傾向にありま

す。具体的には、数を申し上げますと、令和４

年度が小中合わせて５１０名、令和５年度は減

っているんですが４５７名、そして先ほど申し

ましたように令和６年度が４９４名と。本年度

が、まだ２月末現在ではございますが、昨年度

の同時期と比べて１５名増ということになって

おります。 

 それから、教育サポートセンターの利用につ

いてでございますけれども、現在は、その４９

４名、令和６年度で申し上げましたときに、そ

の約１割程度がサポートセンターを活用してお

ります。 

 本年度も、そのような状況で推移していると

ころですが、来年度、同じような１割というこ

とよりも活用数を増やしたいと考えてる理由で

ございますけれども、例えば、学校の中の教育

支援センターを利用してる子供たちもございま

す。それから、くま川教室のように学校外の教

育支援センターを利用してる子供たちもおりま

す。また、少ないですけれども、フリースクー

ル等を利用してる子供たちもおります。 

 その中で、私どもが一番今手を打たなければ

ならないと考えておりますのは、どこの支援と

もつながっていない、つまり日中ほとんど家で

過ごしてる子供たちが約４２.９％おります。

この子供たちをぜひ教育サポートセンターにつ

ながりやすいような環境を整えたいと。現在、

その準備をしているところです。 

 具体的には、所管事務調査の中でも御説明し

たいと思っておりますが、今、くま川教室は登

録をして利用する形を取っておりますが、気軽

に親子でふらっと寄れるような、そんなスペー

スをつくって、そこで、来た親子に指導員がさ

りげなく声をかけながら相談に乗ったり、ある

いはくま川教室の雰囲気を味わうことで中の利

用につないでいくと。そういうふうに今考えて

いるところです。 

 具体的な人数としましては、今後、考えてい

きたいと思っております。具体的な数字はござ

いません。申し訳ありません。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。これからの方針というところまで、お話を

いただいたのかなと思います。 

 今、先ほどのお話では、令和６年度で４９４

名、約５００名としたときに、半数の方々が家

にいらっしゃるというような状況がある、この

方々に何とか足を運んでいただけるような施設

をつくりたいんだというような、こんなお話で

ございました。ありがとうございました。 

 私が、お話を聞いて、なるほどすごいな、そ

ういうような子供さんたちの不登校は増えてき

てる状況はあるという状況も分かりましたし、

これから先のことをどういうふうな形で見守っ

ていくのかというのも、本当、今お答えいただ

いたんでよく分かりました。 

 このくま川教室であったり、不登校の部分を

いかに減らしていくかというふうな部分が非常

に重要になってくるんだろうと思います。その

ために、もういろんな施策を今打ってらっしゃ

るんだろうと思いますけども、実際に学校に復

帰したという部分の方々は今どのくらいいらっ

しゃるのかというのを、少しお聞かせいただき

たいんですが、そこは数字として把握されてい

るかどうか。いかがですか。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課長

の加賀でございます。 

 ただいま委員からお尋ねのありました学校復

帰に向けたというものに関しましては、毎月、

学校から定例報告という部分で不登校関係の分

も上がってきております。 

 今年度、毎月毎月学校から上がったものを、

私、担当が集計したものを見ておるんですが、

これは、私の今記憶によりますと、学校復帰に

向けた児童生徒は３名と認識しております。 

 ただ、結果に見えなくても、精一杯頑張って
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いる子供はおりますので、それ以外の子供にも

何らか、学びの場を保てるよう、くま川教室だ

ったり、あとＩＣＴだったり、フリースクール、

いろんな手当てでいろんな学びの場の保障をや

っていきたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございます。 

 もう、おっしゃるとおりだと思います。学校

に復帰するというのは大前提じゃありますけど

も、いろんな学びの場というのもあっていいよ

うな気がします。 

 そういう面では、学校に復帰した人数が多け

れば多いほうがいいというようなことでもない

ような気が。それぞれの子供さんたちに合った

教育のやり方というのもあるんだろうと思いま

すので、その辺よろしくお願いしたいんですが。 

 もう一つだけ、中村サポートセンター長にお

伺いしたいんですが、この２拠点化するという

ことで、今、先ほどおっしゃられた、いろんな

制度を活用できない子供さんたち、家にいらっ

しゃる子供さんたちが４２.９％いらっしゃる、

この子たちをぜひ出てきてもらうような形で受

皿としたいというようなことなんですが、その

受皿という部分の中においては、果たしてそれ

が受皿になるのかどうかという部分は、今どう

いうふうにお考えなのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 教育サポートセンター、中村でございます。

今、委員御質問の件についてお答えしたいと思

います。 

 実際、家庭で過ごしてる子供たちが４２.

９％、２００名を超える数になっておりますが、

この子供たちを全てくま川教室の例えばフリー

スペースに呼ぶということは、非常に難しいか

なというふうに考えております。 

 それで、１つは、フリースペースを使って、

子供たちが、あるいは親子で寄りやすい、つな

がりやすい場所をつくりたいと考えております

が、もう一つの方法として、家にいる子供たち

に届く支援ということで、ＩＣＴを使いまして、

例えば、県が今メタバースを使ったオンライン

教育支援センターというのをやっておりまして、

八代の子供たちも１０名ほどの子供たちが本年

度参加をしております。これは、県が試行的に

やっている事業でございますが、これに現在家

からつながっている子供がおります。 

 その子供たちはどういう活動をしているかと

いいますと、例えば、キャラクターとしてメタ

バース空間に入るわけですが、入ったときに、

その中に県の指導主事が同じくキャラクターと

しておりまして、さりげなく子供たちと話をし

て、そして子供たち同士ともつないだり、ある

いは、その空間を進んでいきますと学習教材も

用意されていまして、そこで学習にも触れるこ

とができると。 

 これに現在参加をしているのを、来年、県の

事業として、年度途中というふうには伺ってお

りますが考えていきたいということですので、

これを、本年度のように家からそれに参加をで

きるように、あるいは家にそういったネット環

境が整っていない子供については、くま川教室

のフリースペースにネット環境を整備しまして、

ここに出ておいでと。そこで受けることができ

ますよという形を取りたいと思っております。 

 それから、もう一つは、指導員のほうがＩＣ

Ｔを使って、子供たちタブレットを持っていま

すので、家庭にいる子供たちに呼びかけて、今

日の体調はどうというような、そういうところ

から始めて、徐々に親しくなったところでくま

川教室を紹介したり、あるいは、どうしてもく

ま川教室に出てこれないという子供たちについ

ては、ＩＣＴのやり取りの中で、健康状態を確

認したり、あるいは学習支援あたりもつないで

いければという、今、案を持っているところで

す。 
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 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（堀口 晃君） 大変詳しく説明、あり

がとうございました。 

 文教福祉委員会でも視察に行ったときに、メ

タバースを使って教育支援をやってらっしゃる

というところに行かせていただき、非常にいい

考えだなと。今、熊本で試験的にやってらっし

ゃる。ぜひ八代でも、そういうふうな形で率先

的にやっていただければいいかなと思います。 

 ありがとうございました。以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 関連で。不登校の関係

になりますけど、今回、２拠点でやるというこ

となんですけども、昨年度から３名の方が増員

されるというふうになってますけれども、配置

とかっていうのはどのようになってるんですか。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 教育サポートセンター、中村でございます。

今、委員御質問の内容についてお答えをいたし

ます。 

 現在、１３名の指導員のほうを配置しており

ます。これに３名増員して１６名の体制で考え

ております。この１６人を８、８に分けるとい

う手も１つのアイデアではありますけれども、

代陽校区のほうが非常に大規模校の学校に近い

ということで、予想ではありますけれども、こ

ちらのほうが利用する子供たちも増えてくるだ

ろうと考えておりますので、そこで、１６人の

８対８を少し代陽のほうを増やすということを

現在考えております。臨機応変にそこは対応し

ていきたいと思っております。 

 それから、もう一つは、先ほど御説明しまし

たように、フリースペース、それからＩＣＴを

使って子供たちとつながると。こういう取組を

してまいりますので、そのための人数として、

１名は千丁よりも多く配置をしたいと。 

 １６人の具体的な分け方につきましては、子

供たちの利用人数を見て、順次判断をしていき

たいと、対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 子供たちと相対する場

面というのは非常に多くて、これまでも、１６

人という中で人数が足りてるのかなというふう

に心配してたんですけれども、今回２拠点にな

るということで、またさらに、新たな取組もさ

れるということで、３名増で足りるのかなとい

うふうに私は思うんですけども、部長、どうで

すか。 

○教育部長（田中智樹君） 今、中村所長が申

し上げましたように、くま川教室については、

毎年度毎年度改めて申込みの更新をしていくと

いうパターンもございますので、確かに、蓋を

開けてみないとどのぐらいの申込みがあるか分

かりませんので、まずは、この１６人の体制で

始めてみまして、どうしてもやっぱり人数の体

制が取れないと、申込者の関係でちゅうときに

は、予算の増額、人数の増員を予定しておりま

すので、またお願いをする場面も出てくるかと

思いますけど、まずは、これでスタートさせて

もらえないだろうかなということで、最低人数

の１６人というところで考えております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 増員を考えてるということは理解しますし、

また提案していただければというふうに思うん

ですけれども、以前からなかなか指導員になら

れる方が。退職されました校長先生方が献身的

にやっていただいてるというふうなことだと思

ってますんで、もう少し何かこの……、増員し

たいと思っても、すぐできるかどうかというの

を私は不安に思ってるんですけれども、そこら

辺のところを、ケアするところは非常に大事じ

ゃないかなというふうに思ってます。そこはい

かがですか。 

○教育部長（田中智樹君） 委員御心配のとお

り、今のところは指導員の方は皆、教員の免許
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を持っております。学校の先生方になっており

ます。 

 御案内のように、教員は人数不足で、おまけ

に定年も延びて、教育現場でずっと現役でまだ

残ってる方がいらっしゃいますんで、なかなか、

人選というのは難しい部分もございますので、

今後は、いわゆる現役の方ではない教員免許を

持っていらっしゃる一般の市民の方とか、また

は支援員あたりも免許の有無にかかわらずお願

いしまして、そちらも一応検討を始めながら、

人員の確保を当たっていきたいと思います。 

 御心配いただき、ありがとうございます。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほど、堀口委員から、

文教福祉委員会でよそのところを見に行ったと

いう話もあったんですけど、そこで委託とか、

そういったノウハウを持ってあるところに対す

る委託というのもやっておられましたんで、そ

ういった部分も考えていくべきかなというふう

には思ったところです。 

○学校教育課長（加賀真一君） 何度も失礼し

ます。学校教育課の加賀でございます。 

 先ほど、復帰傾向が見えた生徒数、１名と申

しましたが、記憶違いで３名おられましたので、

訂正します。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました、ありが

とうございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 関連して。八幡町にあ

ったときから、今現在、千丁でやってますけれ

ども、利用者というのは変化はございましたか。

例えば、遠いから行かないとか。いかがですか。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 教育サポートセンター、中村でございます。

委員御質問の利用者の変化について御説明いた

します。 

 令和７年度今日現在で、利用者は、小学生１

４名、中学生２０名の合計３４名でございます。

それから、昨年度、令和６年度が小・中合わせ

て４５名、それから、令和５年度が小・中合わ

せまして３５名という数になっております。 

 この令和５年度が八幡町から千丁に移ってき

た、仮移転をした年でございますが、現在、３

５名、４５名、３４名ということで、数としま

しては、千丁に移ったから急に減ったとか増え

たとかということではございませんが、一つ言

えますことは、今度、代陽幼稚園跡地を利用す

ることで、一中から四中までの学校、大きい学

校が全て４キロ圏内に入ってくるということで、

４キロということは、中学生あたりが自転車で

通うのには非常に利用しやすいかなというふう

に思っております。 

 また、千丁のほうのくま川教室のほうも、鏡

中・千丁中校区のほうからも４キロ圏内であり

ますので、この２か所につくるということで、

かなり多くの学校が４キロ圏内に入ってくると

いうふうに考えております。 

 まだ４キロ圏内に入ってない学校もあります

ので、今後は、子供たちの利用状況を見ながら、

その辺をまた対応していく必要があるかという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（深田浩介君） 学校給食費の件なんで

すけれども、今、小学校が５７００円で中学校

が６６００円ということで、補助をして３００

０円と５００円ということで、市長から質を下

げないためにということだったんですけど、量

とか、子供たちとか保護者と話してるときに、

量がちょっと足りないとか中学校で結構出てま

して。推移的には、今５７００円と６６００円

になった、１年前、２年前とかの推移は。どん

な感じで、今金額的には推移しているのかなと

思ってですね。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課

でございます。 

 給食費の推移ということでよろしかったでし
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ょうか。市内８割の学校に給食を提供しており

ます市の給食会の単価で申し上げますと、７年

度が、小学生が５３００円、中学生が６２００

円でした。その前の６年度につきましては、小

学生が４７００円、中学生が５５００円となっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（深田浩介君） 金額的にはちょっと上

がってきてると思うんですけども、現場で私も

たまに見ることはあるんですけれども、教育の

ほうから言って、量的には中学生で足りてるの

かなという把握は。一応、学校のほうと私……、

小・中学校の校長とかと話す機会があるんです

けれども、小学校のほうは、低学年で余るとき

もあるし、高学年はちょうどお代わりできるか

できないかぐらいかのときということで、中学

校はもう全然、ぎりぎりという感じで聞いてた

んですけど、生徒たちからすると、ちょっと足

りないという中学生からの意見が結構あって、

そういったとこをどう把握されているのかなと

思って、そこはいかがでしょうか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課

でございます。 

 給食の量についてなんですが、個人差があり

ますので、子供の受け取りによって多い・少な

いはあるかと思います。 

 報道などでも、他県で空揚げが１個という給

食の報道がありまして、市としても、独自で調

査を行いました。栄養素について調査を行った

んですが、昨年の６月７月に行ったんですが、

栄養素としましては、小学校、中学校とも全国

の平均よりも上回っている状況はありましたの

で、栄養素については確保できているかなと認

識でおります。 

 以上でございます。 

○委員（深田浩介君） 栄養としては足りてる

と思うんですけど、量としてが何か物足りない

し、全国で写真報道であったような感じに近い

ときがたまにあるということで、やっぱ、そこ

は改善をどうにか考えてほしいなというとこが

あります。これ、意見です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（深田浩介君） あと１つ、先週、小・

中学校の校長たちといろいろ話す機会があって、

今、統合とかを考えられてる時点で、今さっき

の水泳の件ですね。 

 プールの民間委託の件で、プールを使用する

となったとき、民間のを使ったときに、夏場じ

ゃなくて１０月とかちょっとずれたときに、夏

場に何をするかというのが悩ましいということ

で、体育館のほうも今ついてるとことついてな

いとこがあって、小学校に関して、ついてない

ところは夏場、体育館でするにしてもちょっと

厳しいということで。中学校のほうのプールの

件もだいぶ市のほうには言われてるということ

だったんですけど、夏場、今年度ですかね、藻

がだいぶ出てて、その中で水泳をしたというの

をおっしゃって。今年は苦情が出なかったとい

うことなんですけど。 

 そういった中で、やっぱり民間のほうにとい

う話もあったみたいですけど、夏場の体育の授

業とかが振替が厳しいということでお断りされ

たとちょっと聞いたんですけども、そういった

施設的な面で、改修が厳しいのはもう分かるん

ですけども、そこをどうにか。藻が浮いてる中

での水泳の授業とか、そういったのをしてると

いうことだったんで、苦情が出る前にどうなの

かなと思いまして、それを。いかがですかね、

把握されてるのかを。 

○理事兼教育施設課長（稲本健一君） 教育施

設課の稲本といいます。どうぞよろしくお願い

します。 

 委員御質問の水の管理というところで、藻の

場合なんですけれども、ろ過機というのがあり

ます。その中で、学校のほうでろ過機の管理、

次亜塩素酸っていうんですけれども、そういう
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のを入れながらろ過機をまわし、その水の管理

がうまくいってれば、藻は基本的にはあまり生

えない。 

 ですけれども、ただ、施設的に老朽化という

のも正直進んでおります。そこに凹凸があった

場合、藻が発生しやすいという現状も正直ある

ところです。 

 今後は、プールの民間事業者というところで

いった場合、どうしても八代では受け入れてい

る民間事業者というのが３者しかございません。

その中で、先ほどおっしゃいました１学期が、

学校としては要望があるんですけれども、暑い

ときに何をするかというのも課題がございます。

今後、学校と協議をさせていただきながら、民

間プールなのか、施設を改修していったほうが

いいのかというのも踏まえて、今後、コストの

比較とかも行いまして協議を進めていきたいと

考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○教育部長（田中智樹君） 補足をさせてくだ

さい。 

 委員さんが御質問のように、特定の学校で少

しプールに藻が生えるというのは私も伺ってお

りますんで、今、課長が申し上げたとおり、機

械のメンテの部分もありますし、やっぱりそれ

に学校の先生たちが付きっきりにならんといけ

ないという部分での働き方の部分もあったりし

て、非常にここは悩ましいところです。 

 学校のプール１基造るのにも相当な金額がか

かる中で、今、夏休みはほとんどの学校で使っ

てない。本当に水泳の時期というのは短い期間

になってしまうんですよね。そこに、どれだけ

の資源を投入するかというのは、物すごく厳し

い状況がございます。 

 ただ、民間施設者のほうからすれば、来ても

らうのは十分いいんですけども、いわゆる送り

迎えとか行き帰りの問題もあって、なかなか難

しいんですけども、子供たちの泳力も、学校の

先生がするよりもプールのインストラクターに

したほうが当然泳力も上がる状況もあります。 

 今、運動会のほうも春に行ったり秋に行った

りして、なかなか調整もしながらしますし、民

間だったら本当に年中泳げるという部分もあり

ますので、そこら辺は、民間事業者、また今お

っしゃった学校長とも協議しながら。 

 また、体育館へのクーラー、冷房の設置とい

うのも、今のところ、避難所の防災機能という

ところで整備をさせていただいたところなんで

すけども、今後、そちらのほうもまた検討はし

ていかないといけないのかなということでです

ね。 

 なかなか、その辺のバランスというのは、コ

ストの面で苦慮しておるところで。先進のほか

の自治体もこれは同様なところがございますの

で、いろんな事例を参考にしながら検討してま

いります。よろしくお願いします。 

○委員長（山本敬晃君） 午前中の審査は第９

款・教育費の質疑の途中までとし、休憩いたし

ます。午後は１時から再開いたします。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、午前中は

第９款・教育費について質疑の途中でありまし

たので、引き続き質疑をお願いします。 

 質疑はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ＩＣＴ教育推進事業の

部分の児童生徒１人当たりに１台のタブレット

端末について、お伺いをしたいと思います。 

 今回、小学校６３２８台と中学校が３１４２

台、これだけでも５億円以上かかってるという

状況があるんですが、今まで使っている部分の

タブレットがございますよね。それとこのＧＩ

ＧＡスクールの学習用端末っていう部分の違い

という部分と、この耐用年数ですね。どのくら

いぐらいもつのかという部分が一つ。 
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 もう一つは、このＧＩＧＡスクール学習を使

った中において、端末使った中において、どの

ような教育効果という部分を期待してらっしゃ

るのかという部分を、この２点お伺いしたいと

思います。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課

でございます。 

 今、子供たちが使ってる端末ですが、こちら

は、令和元年度に国が打ち出したＧＩＧＡスク

ール構想に基づいて整備したものでございます。

今、児童生徒が使ってるものもＧＩＧＡ端末と。

ＧＩＧＡタブレットというので、今回整備しま

すものと同等のものと考えております。（｢同

等」と呼ぶ者あり）はい、同じ。 

 ただ、現在の端末よりも、性能を高性能なも

のを整備したいと思っています。処理速度も第

１期で整備したものの２倍程度、処理速度も速

いものですし、耐久性も非常に強いものを準備

したいと思っております。 

 今、一番、子供たちが使っている中で起動が

１分以上時間かかるっていう状況がございます。

その解消のためにも、起動性の早い、２０秒程

度ですぐ起動がされるものに今回更新をしたい

と考えております。 

 今後のこのタブレットなどを活用した教育の

方向性なんですけども、こちらにつきましては、

もうこのＧＩＧＡ端末であったり高速度のネッ

トワークは当たり前の環境ということで、次期

学習指導要領の改訂も今、国のほうで議論が進

められているんですが、こちらももう文房具、

ノートや鉛筆と同じレベルの当たり前のものと

いうことで、これを前提にした議論が進められ

ておりますので、今も一定の活用は図られては

いるんですが、より日常的に子供たちが当たり

前にこれを文房具として使いこなすような方向

性に持っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 耐用年数については、

どのくらいぐらい見てらっしゃるか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 失礼しまし

た。 

 一応目安として５年程度と思っております。 

 今の端末がもう６年目に、８年度で突入しま

すので、ちょうど更新が必要な時期と考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） ということは、また５

年後にはこの５億円、６億円というお金がまた

かかってくるって話ですよね。大変大きなお金

だと思いますんで、当然入札とか何かをして決

めていらっしゃるんだろうと思いますけども、

何者ぐらいでこれを入札していらっしゃるのか、

ちょっとお聞かせいただけますか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 今回整備し

ますタブレット端末につきましては、県の共同

調達に参加しまして、そちらのほうで業者の選

定なども行う予定としております。 

 県の共同調達は、価格入札ではなく、プロポ

ーザル方式による事業者選定となっております

ので、そちらのほう、今現在、県のほうからは

２者参加する予定と聞いております。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。ありが

とうございました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 関連して。このタブレ

ットは、５年前の今使っているのよりも重量的

には随分軽くなってんでしょうか。何か抱えた

ときにこれは重いなと思ったんですけど。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 県の共同調

達においても、１.５キロ未満とするという仕

様にはなっております。 

 現在、子供たちがつかっているタブレットの

重さは１.２５キロあります。 

 今回新たに更新しますものも、子供たちが

日々使いますので丈夫なものという点で、この
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ＧＩＧＡスクール端末という、それ仕様になっ

ておりますので、今回準備しますのも１.３キ

ロのものになる予定になっております。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） じゃあ、あんまり重量

的には。いや、１、２年生はかわいそうだなと

思った記憶があります。 

○委員（橋本徳一郎君） ＩＣＴの端末更新が

何かリース期間でこう、３分の１ぐらいずつに

分けるというふうな話を、前、聞いたような、

聞いたんですけど、それはもう今回はやめてと

いうことなんですか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 今回の更新

に当たりましても、財政負担の平準化という点

でリースであったり、更新年度を順次ずらして

いくというのも検討いたしました。 

 ただ、今回一括更新にしました理由としまし

て２点ございます。 

 まず１点目が、今回、更新に当たりまして活

用しますデジタル活用推進事業債という起債が

ございます。県の交付金の補助裏をこの起債を

活用したいと思っております。 

 この起債が令和７年度から１１年度までが活

用する期間、活用可能ということで創設された

ものになります。 

 ただ、この対象となりますのが、デジタル関

連の導入時の初期費用、イニシャルコストに限

定されております。なので、リース料にします

とランニングコスト扱いで対象外となりますの

で、この起債を活用するために今回、一括とい

う方法を選びました。 

 あと、もう１点ございまして、県の共同調達

で今回の調達をするんですが、年度を分けて整

備してしまいますと、プロポーザルですので各

事業者が附帯サービスの提案をそれぞれ行うん

ですが、その附帯サービスが、異なった端末が

年度が替わると整備されてしまうという可能性

がございます。附帯サービスとしては、今想定

されているのがタイピングソフトであったり、

電子図書を読み放題といった機能が各事業者か

ら提案が予想されますが、こういったのがずれ

てしまうと、統一した学習活動とか端末管理が

ちょっと困難となるというのが予想されました

ので、今回、費用面は大きいんですが一括更新

ということでしております。 

 ただ、今回、補助、国が準備した県の交付金

を活用と、起債を活用しますので、一般財源と

しましては、事業費５億２５６９万円に対して

一般財源は１７５３万円となっております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほか。 

○教育政策課長補佐兼ＩＣＴ教育推進係長（緒

方義久君） 教育政策課、緒方です。 

 委員御質問の３つに分けてリースというのは、

今現在、学校の先生用のパソコン、これを３つ

に分けてリースにしております。これはもう引

き続きリースで導入していこうと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今の一般財源の中にお

いては１７５万円というふうにおっしゃったよ

うな気がするんです。そこは別に訂正せんでよ

かですか。１億７０００万円とか、１７５万円

でよかったですか。いや、よければそれでよか

っですけど。ちょっと手出しが１７５万円、い

やいや、市が出すのが１７５万円とおっしゃっ

たけんが、それでいいならそれでいいです。１

７５万円でいいとですか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 一般財源の

１７５３万円は、はい、予算上その金額になっ

ております。 

 もう一度事業費から御説明させていただきま

すと、総事業費が５億２５６９万円です。その

うち県の交付金が充てられますのが、３分の２
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が県の交付金があります。その金額が３億５０

４６万円です。先ほど申しましたデジタル活用

推進事業債、こちらが充当率が９０％の起債に

なります。起債としまして１億５７７０万円を

予定しておりますので、差し引き一般財源とし

ては１７５３万円に予定しておるところです。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） すみません、ありがと

うございました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 先ほど、下津次長のほ

うから職員のメンタル対策ということを新規事

業というんでお話をいただいたんですが、その

職員の精神疾患による休業中とか休養中の方々

は今何人いらっしゃるのかという部分と、過去

５年間ぐらい増えてるのか減ってるのか、その

辺のところをお聞かせいただきたいと思います。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課の

加賀でございます。 

 今、委員のお尋ねがありました教職員のメン

タルによる休職というんですが、直近３年申し

上げますと、令和７年度、今年度が３人、昨年

度、令和６年度が３人、そして、令和５年度は

５人となっておりまして、ここ３年間で３名か

ら５名程度ということでありますが、ただ、令

和２年度、令和３年度、令和４年度は、順番に

２年から３年、４年、１、１、ゼロですので、

やはりそれから見ても少し増えてるという部分

がございます。 

 ただ、これは休職という部分ですので、その

前の病気休暇というものがございまして、病気

休暇は１人の職員に９０日間まで付与されるも

ので、土日は含みませんので、続けて使えば４

か月程度休める病気休暇というものがこの休職

の前の段階でございます。その病気休暇を取っ

た職員も入れますと５０名を超えてる状況があ

ります。 

 これも今から遡って言いますが、令和７年度

が、メンタルに関してのみですが６名、前年度

の６年度が１１名、令和５年度が１４名、令和

４年度が１１名ということで、やはりそれから

見ましても、ここ二、三年はやっぱり多いのか

なと思っております。 

 これはあくまでも支給に上がってきた部分で

ございますので、やっぱり単発で病院に行った

りとか、休むまではないけどとか、そういった

のも中にはおられますので、それも含めるとま

だ多くなるのかなというふうに思っております。 

 以上、お答えとします。 

○委員（堀口 晃君） はい、ありがとうござ

いました。教職員の成り手が少ないという状況

が一つと、あとはいろんな形で過度な労務とい

いますか、そういったものもありながら、少し

ずつ緩和はされてきてるんだろうと思います。

部活動のことにしろ何にしろという部分がある

と思いますけど、今日、お話をいただいた部分

においては、サポーターを配置するということ

で、１名のサポーターというふうにお聞きした

んですが、その１名のサポーターで事足りるの

かなというようなちょっと心配がありましたの

で、お尋ねさせていただきますけども、１名で

十分だというふうにお思いでしょうか。お願い

します。 

○学校教育課長（加賀真一君） 今、委員お尋

ねの１名で大丈夫かということですが、まずや

はり予防から入っていきたいなというふうに思

っておりますので、その部分をしっかり市とし

て進めていきたい。例えば在校時間を把握しな

がら、多い先生も上がってきます。その中で、

やはりまずは学校でいろいろ確認もされますの

で、その中でやはり気になる部分はまたこちら

から動いてというふうに行きます。 

 あと、実際休む方は、休職される方は５名前

後、あと、病気休暇は１０名程度おられますの

で、そこを全部カバーできるかというのがあり

ますけど、まずは学校でやっていただいて、い
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ろいろやっぱりこの部分悩んでおられる。あと、

第三者に相談をしたいという方がありましたら、

そのメンタルヘルスの教育サポーターもありま

すし、あと、産業医の方もいらっしゃいますの

で、その産業医の方も含めて、複数の目で見て

いくことが可能ということで、まず、この一人

の教育サポーターで予防的な部分、あと、もち

ろん直接相談もいたしますし、あと、復帰に向

けた支援、あと、学校の環境整備、そういう部

分を、まず、全体的なものをやっていきまして、

また必要な部分をしっかりまた１年間かけて見

ていきたいと思っております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございます。 

 要望なんですが、職員の方々は本当に激務に

ね、頑張ってらっしゃるというふうに思います

んで、職場環境については、ケアのほうをよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見で。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 学校教育訴訟関係事業

というのが、昨年度もあって、今年度も予算化

されてますけれども、この問題事案というのが

何の件だったかということと、今どういった状

況にあるのかというのを、言える範囲で結構で

す。お知らせください。 

○学校教育課長（加賀真一君） 委員お尋ねの

訴訟関係の部分ですけども、昨年度上がってき

たものでございまして、内容に関しましては、

八代市立学校における児童への教師の対応につ

いて、令和６年の８月に市へ訴状が届いたとい

う案件です。その訴状の提訴に伴う裁判に対し

て弁護士を依頼したという部分でございます。 

 詳細が、現在、まだ事実確認等も行っており

まして、これまで書面での確認等も行っており

まして、全部で１２月までに９回弁論の準備手

続を行いました。あと、２月には、口頭弁論に

よって証人尋問も行っております。 

 現在、その部分で、裁判所の方に、この部分

に関して審議を伺っているところでございます。 

 よろしかったでしょうか。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 続いて、よろしいですか。 

 図書購入事業というのがあるんですけど、こ

ちらで小学校、中学校、特別支援学校、それぞ

れありますが、図書システム使用料というのが

毎年上がってきてるんですけど、それに合わせ

て今度は図書システム導入関係費というのも上

がってるんですけど、これは内容はどういった

ものなんですか。新しいシステム入れるという

ことなんすか。予算のほうも１０００万円ぐら

い上がってるみたい。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 学校図書館

のシステムですが、現在もシステムが入ってお

りますが、この契約が令和８年７月に終了しま

すことから、新しいシステムの更新を行うもの

になります。 

 更新に当たりましても、公募型のプロポーザ

ルを実施を予定しているところです。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 関連なんですけどよろしいですか。 

 図書館管理運営事業というのの予算計上ある

んですけども、こちらの図書システム関連経費

というのも毎年あるんですけれども、これも、

少し若干昨年度より上がってるんですけど、こ

れはまた何か更新とかそういった何か新しいシ

ステムを入れたりとかというのがあるんでしょ

うか。 

○生涯学習課長（泉 宜孝君） 生涯学習課の

泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 図書館管理運営事業ですけども、一応システ

ムのほうが令和８年の２月から運用を開始して

おりまして、新しいシステムになっております。

その分について新しくシステムが変わった関係
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で、その分予算のほうも上がっておりまして、

その分を８年度に計上はしております。 

 内容といたしましては、図書館システムを変

えることによってバージョンアップされ、その

分、マイナンバーカードでも図書カードの代わ

りになるということで、今現在、２月から進め

ているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 もう１回戻るんですけれども、さっきの学校

図書購入事業なんですけれど、それぞれ貸出し

数とかですよ、子供たちが借りてる状況という

のは、今どういった状況にありますか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 子供たちの

図書の貸出しの冊数の状況を御説明します。 

 年間の貸出し冊数ですが、小学生が児童１人

当たり年間１０２.５冊、中学生が生徒１人当

たり年間２２.５冊といった状況にあります。

こちらは、市で目標値としております小学生が

年間１００冊、中学生が３０冊に近い数字では

あると認識しております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） さっき新システム入れ

ますよって話だったんですけど、これ入れるこ

とによって何かその冊数、増えることに何か関

係ありますか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 今回更新し

ますシステムは、子供たちに図書を貸し出した

り、蔵書管理をするシステムになります。こち

らのシステム、今度公募型のプロポーザルを予

定をしておりますので、そちらで事業者から提

案があれば、この貸出し冊数の増加も期待でき

るものもあるんではないかと思っております。 

 一応、今、システムとしましては、今の現状

の機能が維持できるものと考えております。以

上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 今のシステムはよく分

からないんですけれども、それは管理する側が

楽になるというシステムですかね。 

○教育政策課長（押方佐地子君） このシステ

ムといいますのは、子供たちに図書を貸し出し

て返却があってるかの確認であったり、今、学

校に図書が、何年度に入れた図書が何冊あって

という蔵書管理もできますので、学校の図書の

管理としてはぜひ必要なシステムと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○教育部長（田中智樹君） 今の野﨑委員の御

質問に補足なんですけども、今、担当課のほう

からありましたとおり、学校の図書館のシステ

ムが今度の夏、今年度、新年度、更新を迎えま

すので、当然そこでは入札なりプロポが発生し

ます。 

 市立図書館の部分については、今年の２月に

行いましたのでいいんですけども、今度その小

学校の部分のシステムが改修されるときにプロ

ポなり何なりする中で、業者からの提案がある

と思いますので、その市立図書館との連携、図

書システムの、そこはまだはっきり分かりませ

んけども、もしそういうような積極的な提案が

あったら、また、そこも評価の対象としていき

たいなと。一応連携させていきたいと。電子図

書等もございますので、子供たちに１冊でも多

い本をいい本を提供していきたいというふうに

考えております。 

○学校教育課長（加賀真一君） 先ほどシステ

ムが図書の貸出しに関係があるのかという部分

で、学校現場にもおりましたので、その部分か

らお答えをしたいと思います。 

 そのシステムを使うことで図書の貸出し、返

却がスムーズにできます。特に低学年の担任の

先生方は、国語の時間の初めの５分、１０分図

書館に連れていって、図書室に連れていって、

本を今日は借りようかという部分で、どっと子

供たちが一斉に本を借りようとします。学級に
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よりましては、最高３５人までおりますので、

３５人が一気にずらっと並ぶと、手で書くとか、

そういう部分に関しましては、やはり非常に時

間がかかりますし、もうバーコードでいきます

ので、もうピッピッ、この速さで一人一人が済

んで、非常にシステムとして、学校現場として

はありがたいというふうに思っております。 

 あと併せて、システム化することで、この一

人一人の貸出し冊数、または学級の傾向も見え

ます。学校によっては図書支援員の先生が、学

級担任の先生もしくは管理職の先生に貸出し冊

数をクラスごとに報告しますので、クラス間で

差があったり、あと、子供によって声かけが必

要な場合はそういう前向きな指導もできますの

で、非常にこのシステムがあることで非常に貸

出しがスムーズに進む部分もある。そして、啓

発、そしてまたよりよい読書活動につなげる部

分もあるのかなというふうに認識しております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。確かに、非常に管理側としても楽になるし、

冊数増にも貢献してるんだなというのはよく分

かりました。 

 あと、部長言われたように、私もそのシステ

ムというのがあって、図書館との連携というの

は非常に大事だなというふうに思ってたんで、

補足していただいて非常にありがたいというふ

うに思いますし、提案なければ、こちらから提

案するということもあろうかと思いますんで、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 引き続きよろしいですか。 

 八竜天文台の件なんですけれども、今回屋根

の補修で約２００万円ぐらい、先ほど予算計上

ということだったんですけど、今、休館されて

るというふうに思うんですけれども、これは理

由は何だったのかなというのと、いつから再開

されるのかというのを教えてほしいんですけど。 

○生涯学習課長（泉 宜孝君） 生涯学習課の

泉でございます。 

 まず、開館の時期ですけども、開館の時期は

４月の上旬を目指して、今、やっているところ

でございます。 

 休館した理由なんですけども、休館した理由

はポンプが４つあって、山の上ですんで、ある

んですけども、その発端の部分の一番最先端の、

一番下のほうの部分のポンプが上がらないとい

うところで、今現在、水が利用できないような

状況であるということで休館をやむを得ないと

いうような形になっております。 

 一応工事のほうもやっと見つかりまして、そ

ういったポンプの入替えというのをやりまして、

４月の上旬を目指しているところでございます。 

 以上、お答えといたします。（教育部長田中

智樹君「天文台の屋根」と呼ぶ） 

 天文台の屋根の部分でございます。天文台の

屋根の部分についてはやはり水漏れというか、

雨漏りがしておりまして、その部分で、その分

の改修実施を行うということで、天文台の改修

事業として令和８年度に計上しているところで

す。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。ポンプ

４つあって、１つ上がらんけんが使えなくなっ

たということで、今、休館中ということで、４

月上旬でまた開館しますよということでしたん

で、非常に、開館、オープンを待たれてる方た

くさんいらっしゃるんですよ。大々的にそのオ

ープンのときは、何かこう周知できるような形

でやっていってほしいなというふうに思います。

子供たちも待ってる方もいらっしゃいますんで、

そこら辺のところ、早くよろしくお願いしたい

というふうに思います。 

 今の意見でお願いします。 

 別でよろしいですか。 

 学校給食施設管理運営事業というところで代

陽小学校の給食室の解体工事ということで１３
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００万円ほど計上されてるんですけど、これを

解体するというのは今必要なんでしょうか。何

か、後からすぐ壊したら何か使わなきゃいけな

いからすぐ解体しなきゃいけないとか、そうい

うのが理由があるんでしょうか。 

○教育政策課長補佐兼学校給食係長（中松大輔

君） 教育政策課の中松でございます。よろし

くお願いします。 

 代陽小学校の給食室につきましては、既に建

築から６０年以上たっておりまして、耐震性も

満たしていないということで、今ある状態が非

常に危険ということで、今回解体をさせていた

だくものでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ちょっと話が戻りま

すけど、職員のメンタルヘルスサポートですね。

支援員入れるというふうに話されましたが、職

種としてはどういう方を入れるのかというのと、

それと、予防的にというふうに言われてました

けど、その予防が具体的にどのようにされるの

かなという、分かる範囲で話していただければ

と思います。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課、

加賀でございます。 

 メンタルヘルスにこの会計年度として雇う分

ですが、教育サポーターという名称で任用いた

します。 

 どんな方が来るのかということですが、やは

り保健関係に精通された方、あと、学校現場の

ことに詳しい方というので、以前、こう、学校

勤務に経験がある元養護教諭の先生を充てたい

というふうに考えております。 

 あと、２点目がすいません、少しあまり聞き

取れなくて。 

○委員（橋本徳一郎君） 予防活動でどのよう

な形でフォローしていくのかなというのがです

ね。 

○学校教育課長（加賀真一君） 予防活動に関

しては、先ほど１点申しました在校時間の把握

が１点目です。 

 あと、ほかにはストレスチェックを本市で行

っておりますので、そのストレスチェックの状

況を見るという点。 

 あと、学校でもいろんな研修等も行っており

ます。やはりいろんな学力に関する部分であっ

たり、いろんな授業のやり方とかありますが、

やはりこう、メンタルに関するセルフケアあた

り、あと、ストレス対処法についてもやっぱり

先生方全体で見ていく必要がありますが、その

部分で校内研修なんかにこう、取り入れる場合

の講師としても活用をしていただければという

ふうに思っております。 

 ですので、まずは、来年度から動き出せる部

分でございますので、まずは学校を１回回って

その状況を見ていただいて、そして、気になる

ところをまずは管理職等と情報共有することが

まず第一歩なのかなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 学校教材充実事業の部

分でお伺いをしたいと思います。 

 中学校の英検の受験料が、３年生は全員補助

ということと、あと、今回拡充するということ

で、２年生、１年生に、希望者については全額

補助ということになっております。 

 その希望者については、これ、３年生は去年

全部受けたんですよね。その成果がどうなった

のかという部分は一つ聞きたかったんですけど、

そっちのほうをちょっと最初に聞かせていただ

いて、今度新しく拡充される１、２年生の希望

者については、どのくらいぐらいの数を想定さ

れているのかという部分をお聞かせいただきた

いと思います。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課の
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加賀でございます。 

 まずは、英検補助を行いまして、先ほど委員

申されたとおり、非常に受検率は上がっており

ます。 

 あと、その成果の部分でございますが、こち

らのほうは微増という部分で、令和６年度と比

べてしております。ＣＦＥＲ、Ａ１レベル、つ

まり英検３級レベルの以上を達成した生徒なん

ですが、令和６年度が２８.５％、中学校３年

生、２８.５％です。令和７年度、今年度は３

０.５％、僅かですが伸びております。この部

分、まだまだ課題がございますが、引き続き伸

ばしていきたいというふうに考えてるところで

ございます。 

 ２点目は。 

○委員（堀口 晃君） １、２年生の希望者想

定数。 

○学校教育課長（加賀真一君） 想定数です。

失礼しました。 

 １年生、２年生は３００人程度を考えており

ます。 

 大体１つの学年に９００人程度生徒がおりま

すので、約３割程度という部分で考えてます。

これは、これまでの受検希望をした割合を基に

その平均値を出しながら積算した数字でござい

ます。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 ３年生については、令和６年が２８.５％、

それから、７年が３０台、微増っちゃ微増です

けども、これから学力の向上という部分で目指

していかれるんだろうというふうに思いますが、

これをどのような形で検証していかれるのか、

そこをちょっとお聞きしたい。この英検無料。 

 というのが、３年生について、私も何人か聞

いたことあるんですけど、ただだけん行くって

いう、ただこんだけなんですよ。そのために一

生懸命勉強するって話じゃなくて、先生が言わ

すけんが行かなんけんが行くっていうような、

こんな人たちも中にいらっしゃるっていう話で、

今後、やっぱ語学力、英語っていう部分は特に

そうなんですけども、向上していかないといけ

ないっていう部分の中において、この英検３級

の部分を検証の材料としていかれるのか、その

ほかにも何か検証する項目があるのか、その辺

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○学校教育課長（加賀真一君） 加賀でござい

ます。 

 委員お尋ねがありました、今後この検証をど

うしていくのかという部分ですが、やはりこう、

１点目はこのＣＥＦＲ、Ａ１レベルに達したか、

合格したとかはできますが、あとそれ以外にｉ

－ｃｈｅｃｋ、学力・学習状況調査もあります

ので、その中でやはりこう、英語もしくは（聴

取不能）外国語活動が好きかどうかという項目

もございます。やはりこう、意欲関心的な部分

がありますので、その部分がやはりこうないと、

受けさせられる、どうしてもテスト、試験的な

ものだけでは、やはりこう子供たちもテストの

ためだけ学ぶということでございますので、そ

れはもう指導する学校側としても考えていない

ものでございますので、まずはやはり授業の中

で、まずは楽しいと感じる、そして、分かる、

できる、そして、英語が好きだ、そういう部分

の関心意欲も併せて見ていきたいというふうに

考えております。 

 あと、先ほど申しました１、２年生希望者と

いう部分も、やはりこう全員受けなさいとなる

と、どうしてもこう縛りが出てきて、テストの

ためにするという色合いが濃くなってしまいま

す。中１になって、また頑張ろうという子供た

ちがテストのためにするのかという、それはや

はりなかなかモチベーションもありません。や

はり小学校とは違う専門的な学びが中学校では

できる。そこをしっかり英語の学力向上につな

げて、そしてまたＡＬＴの先生との接点もかな
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り増えてまいりますので、その部分でやはり、

自分のやり取りを、発した英語が伝わる、また

はＡＬＴの先生のネーティブな英語が分かる、

やっぱそういう部分でのコミュニケーションの

楽しさ、そういうものを感じられるように進め

ていきたいと思います。 

 あと併せて、小学生対象なんですが、イング

リッシュ――すいません、名前忘れましたけど

も、（教育部長田中智樹君「チャレンジイング

リッシュ」と呼ぶ）チャレンジイングリッシュ

も行ってますので、ＡＬＴの先生１２名おりま

すので、その関わりもありますが、小学校から

のつながりも大事にしていきたいというふうに

考えております。 

 以上、お答えとします。 

○委員（堀口 晃君） 今言わんとしていると

ころは、小学校からも学びをしてますよねとい

うようなところを聞きたかったんですよ。そし

たらもう、先生がもうチャレンジイングリッシ

ュっていう部分で、もう今言ってらっしゃった

んで、もう１点だけです。 

 例えばこの１年生、２年生が、規定数という

か、予算の範囲内で来ればいいんですけども、

それ以上の部分は、これについては追加の予算

で、もう皆さん方には希望者については全員無

料ですよという、全額補助しますよということ

を伝えるわけですから、その希望者が予算を上

回ったときにはどういうふうに対応されますか。 

○学校教育課長補佐（米村寛樹君） 学校教育

課の米村です。 

 委員御質問の予算額を上回ったときにどうや

って対応するのか。今の英検の補助の予算とし

ては、３年生は全員、１、２年生は希望者３分

の１。大体１、２年生の今まで受けてる方、大

体１７％程度で、今、予算としては倍ぐらい取

ってるようなところです。 

 あと、３年生に関しても、事情があって行け

ない子たちも結構いますんで、今のところ予算

としては、これで足りるのかなと考えておりま

す。 

 以上、お答え申し上げます。 

○委員（堀口 晃君） いや、だからほら、そ

れを上回ったときどうするのというような話。 

○学校教育課長補佐（米村寛樹君） 上回った

ときは一応補正で対応いたします。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（山本敬晃君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課

です。 

 すみません、先ほどお答えした内容を訂正さ

せていただけたらと思います。 

 児童生徒の端末の更新の一般財源なんですが、

堀口委員がおっしゃる一般財源は１７５３万円

でした。申し訳ありません。 

○委員（堀口 晃君） はい。いや、訂正して

もらえればそれでいいです、はい。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） メンタルヘルスの特

に予防活動のことでいいですか。 

 話を聞きながら思ったんですけど、在校時間

だとか、残業時間だとか、そういう勤務面とい

うのも確かに必要だと思います。 

 ただ、医療現場にいた立場で言うと、眠剤の

服用状況だとか、そういったものの受診状況だ

とか、その量がどのくらいだとか、そういった

こともちょっと見ていくいく必要があるのかな

というふうに思いました。そういう受診状況、

プライバシーも特に配慮しながらになると思い

ますけど、そういったものの服薬状況、受診状

況も含めて見ていっていただけたらなというふ
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うに思います。 

 あともう一つ、図書館の関係で、担任の先生

に本の利用状況だとかも個別に報告するという

ふうに言われてましたけど、もちろん報告は、

学習の内容、充実には役立つと思うんですけど、

図書がどういったものを借りてるだとか、そう

いったものの細かい趣味とかそういう嗜好だと

かも含めて報告されるとなると、プライバシー

に関わるかなというふうに思いますので、その

辺も考慮、配慮していただきたいなというふう

に思いました。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、すいません。

質疑、戻らせていただきたい。１点だけ質疑さ

せていただきたいのがあるんですけれども。よ

ろしいですか。申し訳ございません。 

 社会教育事業の中に、八代市ＰＴＡ連絡協議

会補助金というのがあります。５１万３０００

円て。昨年も同じですけれども。こちらについ

てなんですが、最近、刑事事件になってるとい

うのをちょっと聞きまして、運営資金の使い込

みとか何かそういう話があって、それぞれの保

護者の皆さん宛てに何かいろいろと配布された

ものがあったということで伺ってますけれども、

八代市としてどのように把握されていて、今後、

どのような形で関わっていかれるのか、お知ら

せいただきたいというふうに思います。 

○生涯学習課長（泉 宜孝君） 生涯学習課の

泉でございます。 

 市Ｐ連で起こった不正経理ですけども、昨年

の１０月に報告を受けております。 

 その内容につきましては、市Ｐ連事務局が不

正な出金、資金が私的に流用されたということ

で、その職員については速やかに解雇されてお

り、被害相当分の返還を求められていくという

ような状況になっております。 

 市との関わり合いですけども、社会教育法で

は、社会教育法の第１１条に掲げておりまして、

社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、

専門的技術的指導又は助言を与えることができ

るとなっております。 

 また、１２条のほうには、地方公共団体は、

社会教育団体に対し、いかなる方法によっても

不当に統治的支配を及ぼし、又はその事業に干

渉を加えてはならないと。第１１条第２項では、

教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、

これに対し、社会教育に関する事業に必要な物

資の確保につき援助を行うとなっております。 

 市としましては、社会教育団体に対しまして

は、助言、支援を行う立場にございます。 

 そういった支援を行っている中で、事務局に

ついては、行政財産の目的外使用の許可を出し

て事務所のほうを貸してるような状況でござい

ます。 

 今回の不正経理につきまして、市としてどう

いうことができるかということで、補助金支給

に当たっては、事業報告、そして、収支決算書

を提出していただいております。その内容につ

いては、不備や不審な点はなく、適正な報告と

して取り扱ったところでございますが、先ほど

委員からも言われましたように、そういった不

正があったということもございます。 

 これからどうしていくかということは、適正

に我々のほうからＰＴＡのほうの団体のほうに

対しまして、適正に行うようにということで言

っておりますので、まだ収支決算書とか収支報

告書が令和７年度が終わってない、まだ出ては

おりませんけども、一応そのように指導はして

いるところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） よく分かりました。あ

りがとうございました。すいません。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに御意見ござい
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ませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 意見で、よろしいです

か。 

 不登校児童生徒の教育支援事業ということで、

新たに代陽幼稚園の跡地、整備されて２拠点で

ということになります。いろんな取組もされて、

今まで以上の成果というか、子供たちが寄って

これるような場所になればというふうに願って

おりますし、そうあってほしいなというふうに

思ってますので、一生懸命皆さん取り組んでい

ただければというふうに思います。 

 あと、給食費の関係ですよね。新しい市長に

なりまして、方針も出されて、何か前回よりは

方針がこう、変わってきたというのもあって、

児童生徒のお子さんの親の方に対する説明とい

うのも非常に大事じゃないかなというふうに思

ってますので、丁寧な説明と、何でそういうふ

うになるのかというところできちっとして対応

いただければというふうに思います。混乱なき

ようにお願いをしたいというふうに思ってます。 

 以上になります。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに御意見ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で第

９款・教育費を終了します。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、歳出の第３

款・民生費について、健康福祉部から説明願い

ます。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 皆様、こんにちは。（｢こんにちは」

と呼ぶ者あり）健康福祉部の䭜田です。 

 令和８年度一般会計予算及び特別会計関係予

算の健康福祉部が所管します当委員会分の審議

をお願いするに当たり、一括して部長総括を申

し上げます。 

 失礼して、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） まず、一般会計の第３款・民生費及び

第４款・衛生費から、新年度予算における新た

な取組や変更点を中心に説明させていただきま

す。 

 まず初めに、結婚活動応援事業です。 

 住み慣れた地域で結婚し、幸せに暮らしたい

という若者の希望をかなえるため、昨年６月に

結婚サポートセンターＬｙｎｋを開設したとこ

ろです。このＬｙｎｋでは、専門のアドバイザ

ーによるフォローにより多くのカップルが成立

しています。令和８年度は、定住自立圏を形成

する氷川町、䭈北町との合同で事業を展開して

いきます。 

 次に、障がい児通所支援事業における利用料

の無償化です。 

 ゼロ歳から満２歳児までの障害児通所利用料

については、原則１割を負担いただいておりま

したが、これを無償化し、保護者の経済的負担

の軽減を図ります。これにより、早期療育を受

けやすい環境の充実につながると考えています。 

 次に、こども誰でも通園制度事業を市内１０

か所の保育所、認定こども園で開始します。 

 保育所に通っていない生後６か月から満３歳

未満の子供が月１０時間を上限に、保護者の就

労要件を問わず保育所等を利用できる制度で、

子供の育ちを応援するとともに、子育て家庭の

支援を行うものです。 

 次に、衛生費、千丁健康温泉センター管理運

営事業です。 

 こちらについては、今回、千丁健康温泉セン

ターの廃止条例を提案しております。 

 先週、３回の説明会を開催し、議員の皆様に

も多数お越しいただき、本当にありがとうござ

いました。 

 温泉施設については、供用開始後３０年が経
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過し、施設の安全性の確保や健全な財政運営な

どの観点から、本年６月末日で温泉の供用を廃

止したいと考え、条例を提案したところです。

後ほど、条例案の審議がありますので、そちら

で詳しい説明を行い、審議をお願いしたいと考

えています。 

 予算については、４月から６月の３か月分の

費用を計上しています。 

 次に、不妊治療助成事業です。 

 不妊治療については、保険適用である体外受

精などの生殖補助医療と併用して行われる保険

適用外の先進医療に対して新たに補助を開始し

ます。不妊治療を受ける夫婦に対し、経済的負

担の軽減を図り、少子化対策の一助とします。 

 また、周産期医療提供体制の維持と強化を目

的に、令和６年度及び令和７年度で氷川町とと

もに実施した熊本大学への寄附については、２

年間で一定の成果が得られたものとして、令和

８年度の予算は計上しておりません。今後、熊

本県及び熊本大学の考えを聞く中で、どのよう

な支援が有効であるか、県や県南地域の自治体

とも協議し、検討していきたいと考えています。 

 健康福祉部としては、今後も引き続き状況や

ニーズを把握し、課題を整理した上で、新たな

事業や事業拡充に取り組んでまいります。 

 次に、特別会計について部長総括を述べさせ

ていただきます。 

 まず、国民健康保険特別会計です。 

 熊本県国保では、令和１２年度に県内市町村

における保険料水準の完全統一が予定されてい

ます。そのため、令和８年度においては、国民

健康保険税の基礎課税分の平等割額を県が示す

標準保険料率に合わせ、引き下げることとしま

した。 

 子ども・子育て支援納付金については、子ど

も・子育て支援金制度の開始に合わせ、令和８

年度の所得割額、均等割額等を設定することと

しました。 

 今後も国民健康保険の制度改正等に速やかに

対応するとともに、引き続き医療費適正化や健

全な財政運営に取り組んでまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 団塊の世代全てが後期高齢者医療の対象とな

り、被保険者が増加しており、それに伴う医療

費の増加が見込まれています。国においては、

現在制度の見直しについて様々な議論が行われ

ています。 

 本市としましては、市民の皆様に制度改正に

係る情報を迅速かつ適切に提供するとともに、

医療費適正化を図ってまいります。 

 次に、介護保険特別会計です。 

 本市の６５歳以上の人口は令和３年をピーク

に減少傾向となっていますが、認定者の数は増

加しており、介護サービスの給付費は、令和元

年度以降増加傾向となっています。 

 今後も介護予防・生活支援サービスや認知症

対策、介護サービスの提供体制の充実を図ると

ともに、将来にわたる健全な制度運営に取り組

んでまいります。 

 最後に、診療所特別会計です。 

 泉地区の３つの診療所に加え、今月開設した

坂本診療所を合わせた予算となります。 

 泉地区については、医師や看護師の確保に課

題がありますが、八代郡市医師会をはじめとし

た関係医療機関の協力を得て、診療所の運営を

行っていきます。 

 坂本診療所については、開設後の受診動向や

地域の医療ニーズを把握しながら、安定した運

営を行っていきたいと考えています。 

 以上、当委員会関係分について部長総括を述

べさせていただきました。 

 それでは、議案第７号・令和８年度八代市一

般会計予算、第３款・民生費を健康福祉部髙﨑

次長が、また、第４款・衛生費関係分につきま

しては、森田次長が説明します。 

 さらに、議案第８号・八代市国民健康保険特
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別会計予算及び議案第９号・八代市後期高齢者

医療特別会計予算につきましては、時枝国保ね

んきん課長が、議案第１０号・八代市介護保険

特別会計予算につきましては、山村介護保険課

長が、議案第１２号・八代市診療所特別会計予

算につきましては、福田健康福祉政策課長が説

明しますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） 皆さん、こんにちは。（｢こんに

ちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部の髙﨑でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

の文教福祉委員会付託分のうち、款３・民生費

につきまして、失礼しまして着座にて説明させ

ていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） 予算書の５ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出でございます。 

 第３款・民生費に２７７億９万５０００円を

計上しており、前年度比で１０億８５４７万８

０００円の増額となっています。内訳として、

項１・社会福祉費は１２８億９４６５万７００

０円で、前年度比４億３５０２万５０００円の

増額。項２・児童福祉費は１１１億８３３２万

５０００円で、前年度比４億２１０７万４００

０円の増額。項３・生活保護費は３５億１０７

２万４０００円で、前年度比１億１８４１万２

０００円の増額です。 

 民生費の増額の主な理由としましては、項

１・社会福祉費において障害者や障害児に係る

サービス給付費の増加に伴い、障害福祉サービ

ス給付事業で２億３０９６万４０００円の増加、

障がい児通所支援事業で２８２６万７０００円

の増加、また、五家荘憩いの家等解体工事に伴

い、泉憩いの家管理運営事業で１９７５万６０

００円の増加、項２・児童福祉費において、公

定価格改定による給付費の増加に伴い、私立保

育所保育事業で１億５９７６万１０００円の増

加、施設型給付事業で８０８２万１０００円の

増加、また、項３・生活保護費において、生活

保護世帯の増加、医療扶助の増加などに伴い、

生活保護費給付事業で１億１６７万５０００円

の増加、生活保護費引下げ訴訟に関する最高裁

判決を受けた追加給付に伴い、生活保護費給付

事業（追加給付）で２５４２万円の増加による

ものです。 

 それでは、歳出の内容を御説明いたします。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費では７２億２３４４万５０００円

を計上しており、前年度比で１億２９１５万５

０００円の増額となっています。 

 右側の説明欄のうち、主な事業につきまして

御説明いたします。 

 説明欄の６つ目、後期高齢者医療広域連合負

担金事業２２億４５９４万１０００円は、熊本

県後期高齢者医療広域連合に対する負担金で、

組織運営や制度運営に必要となる共通経費分が

８５４５万円、療養給付費分が２１億６０４９

万１０００円です。 

 説明欄下から３つ目、特別会計繰出金事業

（国保）１３億６３５万９０００円は、保険基

盤安定制度に係る国保税軽減分及び保険者支援

分や職員給与費等事務費、国保財政安定化支援

事業などに対するものです。 

 次の特別会計繰出金事業（後期高齢）８億４

０３３万６０００円は、低所得世帯に対する保

険料軽減分や職員給与費、事務費などに対する

ものです。 

 次の特別会計繰出金事業（介護）２５億６８

９６万５０００円は、介護給付費や職員給与費、

事務費などに対するものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金１４

億２４９４万２０００円は、主に国民健康保険
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特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保

険特別会計への繰出金に対する国庫支出金です。

また、その他の２５５４万円は、被災者生活再

建支援事業に係るふるさと八代元気づくり応援

基金繰入金です。 

 目２・老人福祉対策費に４億２３７万５００

０円を計上しており、前年度比で３３７７万８

０００円の増額となっております。 

 説明欄の４つ目、泉憩いの家管理運営事業１

９８５万９０００円は、泉町にある老人の健康

増進と親睦を図るための２つの施設を管理運営

する事業について、泉憩いの家における排煙設

備の改修と、老朽化により４月１日付で供用廃

止を予定しております五家荘憩いの家の建屋と

附帯施設の解体費や、危険遊具の撤去費用１９

４８万１０００円が主なものです。 

 ６５ページをお願いします。 

 説明欄の５つ目、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施事業１８３４万１０００円は、

熊本県後期高齢者医療広域連合からの受託事業

として、高齢者の生活習慣病対策などの保健事

業と介護予防を一体的に展開し、健康寿命の延

伸につなげ、医療費及び介護給付費の適正化を

図るものです。 

 ６４ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金２２９万６０００円は、

老人クラブ活動に対する県支出金などで地方債

２９８０万円は、五家荘デイサービスセンター

管理運営事業及び泉憩いの家管理運営事業に係

る市債で、その他の７２４４万７０００円は、

養護老人ホームの入所者からの負担金などです。 

 ６５ページをお願いします。 

 次に、目３・社会福祉対策費では１億６６４

３万２０００円を計上しており、前年度比で１

２１８万１０００円の減額となっております。 

 説明欄の上から１０番目、社会福祉団体育成

事業１億１３８０万５０００円は、社会福祉法

に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的と

した八代市社会福祉協議会に対する１７人分の

人件費補助金です。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金１２

４０万１０００円は、主に豪雨災害に係る事業

に対する県補助金で、その他３４２万１０００

円は、各地域福祉センターにおける実費徴収金

などです。 

 ６６ページをお願いします。 

 目４・障害福祉対策費に５０億６３７８万円

を計上しており、前年度比で２億８６５５万２

０００円の増額となっております。 

 説明欄の下から７つ目、地域生活支援事業は、

障害者や障害児の保護者からの相談支援をはじ

めとする国の制度に基づく必須事業のほか、障

害のある方の日中一時支援などの任意事業を行

うもので、１億４０３９万８０００円を計上し

ております。 

 本事業の中には、本定例会において上程して

います手話言語の普及及び障がいの特性に応じ

たコミュニケーション手段の利用の促進に関す

る条例に関連し実施する啓発チラシ作成、手話

奉仕員派遣や手話奉仕員養成講座などのほか、

点字市報、声の広報、失語症者向け意思疎通支

援者派遣に係る経費など４７０万円を含んでお

ります。 

 その下の障害福祉サービス給付事業３５億３

２１３万９０００円は、障害者の日常生活や社

会生活を総合的に支援するためのサービスを提

供するもので、生活介護などの日常生活に必要

な介護の支援を受ける介護給付と、就労継続支

援などにより自立した生活に必要な知識や技術

を身につける訓練等給付があります。 

 １つ飛びまして、障がい児通所支援事業６億

３９４６万４０００円は、障害児や障害の疑い

のある子供を対象に、日常生活における基本的

な動作の指導や集団生活への適応訓練などのサ

ービスを提供するとともに、保護者に対し、家

庭での養育について支援や助言を行うものです。 
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 提供するサービスには、就学前の障害児を対

象とした児童発達支援と、６歳から１８歳まで

の障害児を対象とした放課後等デイサービスな

どがありますが、このうち児童発達支援につい

ては、保護者の経済的負担を軽減するため、ゼ

ロ歳児から満２歳児までの利用者負担額を令和

８年度から市独自助成により無償化することと

しております。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金３５

億５２０２万円は障害福祉サービス給付事業に

対する国県支出金などで、その他１６１３万２

０００円は地域生活支援事業等に対する氷川町

からの負担金です。 

 ６７ページをお願いします。 

 目５・国民年金費では３８６２万５０００円

を計上しており、前年度比で２２７万９０００

円の減額となっております。 

 説明欄の２つ目、年金事務事業２５６万７０

００円は、国民年金事務に要する事務用品や郵

便料が主なものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金３８

１９万１０００円は、国民年金に関する受付を

行う法定受託事務等に対する国庫支出金です。 

 ６７ページの下の段をお願いします。 

 項２・児童福祉費、目１・児童福祉総務費で

９億１６３３万１０００円を計上しており、前

年度比で９７３４万５０００円の増額となって

おります。 

 説明欄の一番下、放課後児童健全育成事業３

億７５１０万５０００円は、仕事などのため昼

間に保護者のいない家庭の小学生を対象として、

３８か所の放課後児童クラブの運営を委託する

ものです。 

 ６８ページをお願いします。 

 説明欄の２つ目、病児・病後児保育事業４１

２７万５０００円は、病中または病気の回復期

にある児童を施設で預かることにより、保護者

の就労と子育ての両立及び児童の健全な育成を

支援するものです。 

 八代乳児院と八代ひかり福祉会が運営する市

内３施設のうち、利用の少ない１施設を廃止し、

利用ニーズが高い地域に新たに１施設設置する

予定としています。また、八代北部地域医療セ

ンターが運営する施設を定住自立圏共生ビジョ

ンに基づき、本市と氷川町とで相互利用してい

ます。 

 下から４つ目、こどもの貧困対策推進事業２

４５万円は、子供などに無料または低額で食事

を提供する民間のボランティアによる取組であ

るこども食堂を運営する団体に対し、年間の開

催回数に応じて１団体当たり５万円から１５万

円の補助金を交付するもので、１０団体を予定

しております。 

 また、経済的な理由などにより困難な課題を

有する子供たちを対象に学習支援を行うボラン

ティア団体等に対し、年間の開催回数に応じて

１団体２０万円から３０万円の補助金を交付す

るもので、３団体を予定しています。 

 １つ飛びまして、結婚活動応援事業１０００

万円は、令和７年度に本市が設置したやつしろ

結婚サポートセンターについて、令和８年度か

ら氷川町、䭈北町を加え、共同運営とするもの

です。同センターを定住自立圏における結婚に

関する総合的な支援拠点とし、結婚を望む方の

希望をかなえるサポートを強化していくことと

しています。 

 次のこどもの居場所づくり支援事業５０万円

は、各校区のまちづくり団体等が実施する夏休

みの子供の居場所確保を目的としたサマークラ

ブなどの実施に係る費用の一部を補助するもの

です。 

 ６７ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金４億３０１７万６０００

円は、主に放課後児童健全育成事業に対するも

ので、地方債８０万円は放課後子供環境整備に

係る市債で、その他４７８３万３０００円は、
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八代市出産祝い金給付事業に対するふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金が主なものです。 

 ６８ページをお願いします。 

 目２・児童措置費で３２億１０７４万９００

０円を計上しており、前年度比で１２８６万８

０００円の減額となっております。 

 説明欄の１つ目、児童手当事業２５億２４５

９万円は、高校生年代までの児童を養育してい

る保護者等に対し、児童の年齢等に応じた手当

を支給するものです。 

 次の児童扶養手当事業６億８６１５万９００

０円は、離婚などにより独り親家庭で児童を養

育する父母等に対して手当を支給するものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２３

億８２７７万４０００円は、児童手当事業及び

児童扶養手当事業に対するものです。 

 続きまして、目３・保育所費に７０億５６２

４万５０００円を計上しており、前年度比で３

億３６５９万７０００円の増額となっておりま

す。 

 説明欄の２つ目、公立保育所運営事業３億５

１３６万７０００円は、公立保育園６園の運営

経費で、保育士等の会計年度任用職員の報酬等

２億４７０８万６０００円、３つの園の給食業

務委託料２５１５万２０００円などです。 

 説明欄の一番下、私立保育所保育事業４６億

３５５９万３０００円は、市内の私立保育所４

３園及び市外の私立保育所８園への給付費４５

億９０００万円と保育士の業務負担軽減を目的

とした保育補助者の雇用に対する補助金３２１

１万２０００円、ＩＣＴ化を推進するための私

立保育所８園に対する補助金４９５万円、医療

的ケアが必要な園児を受け入れるため看護師を

雇用する私立保育所などへの補助金８５３万１

０００円などです。 

 ６９ページをお願いします。 

 説明欄の下から３つ目、こども誰でも通園制

度事業６５０万４０００円は、保護者の就労要

件を問わず子供１人当たり月１０時間を上限と

した新たな通園制度の全国実施に伴い予算措置

を行うもので、児童を受け入れた保育所などに

対して給付を行うものです。 

 次の私立保育所施設整備事業３５６９万１０

００円は、児童の安全確保及び保育環境の改善

を図ることを目的に園舎の耐震化及び老朽化施

設の改築、大規模修繕を行う私立保育所等に対

して経費の一部を交付するものです。対象施設

は、鏡町の北新地海音保育園で、本年度から整

備が行われており、令和８年度の完成が予定さ

れています。 

 次の保育所等食材費高騰支援事業（重点交付

金）２１８８万２０００円は、物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を活用し、食材費高

騰の影響を受ける中、給食の質を確保するため、

児童１人当たり月額５００円の食材費を市内の

保育所、認定こども園など５２施設に対して補

助するものです。 

 ６８ページに戻りまして、財源内訳の特定財

源のうち、国県支出金４３億４７１９万３００

０円は、私立保育所保育事業に対するものなど

で、地方債１２２０万円は私立保育所施設整備

事業などに係る市債で、その他３７３５万７０

００円は保育所における市独自の副食費免除に

係るふるさと八代元気づくり応援基金繰入金な

どです。 

 ６９ページをお願いします。 

 下の表で項３・生活保護費、目１・生活保護

総務費に２億２５１５万円を計上しており、前

年度比で８６８万３０００円の減額となってお

ります。 

 説明欄の２つ目、生活保護事業３３１４万４

０００円は、生活保護事業の適正実施のために

必要な事務や職員研修などに要するものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金１３

７６万７０００円は、生活保護面接相談員など

の任用経費や、就労準備支援事業などに係る国
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庫支出金です。 

 ７０ページをお願いします。 

 最後に、目２・扶助費に３２億８５５７万４

０００円を計上しており、前年度比で１億２７

０９万５０００円の増額となっております。 

 説明欄の１つ目、生活保護費給付事業３２億

６０１５万４０００円は、生活保護に必要な８

種類の扶助費を支給しており、そのうち医療扶

助費が最も多く、１９億２７１８万６０００円、

そのほか、生活扶助費が６億８１６３万２００

０円、住宅扶助費が３億９６３１万４０００円

などとなっております。 

 次の生活保護費給付事業（追加給付）２５４

２万円は、令和７年６月の最高裁判決を受け、

平成２５年の基準改定において影響を受けた被

保護者に対し追加給付を行うもので、現在も保

護が継続している被保護者に対する給付分を計

上しております。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２４

億７１４８万２０００円は、生活保護扶助費に

係る国県支出金で、その他２７４５万４０００

円は生活保護費の返還金です。 

 以上で民生費の説明を終わります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 結婚活動応援事業、こ

れは氷川町と䭈北町との共同運用というような

お話をいただいて、今までもずっとこう、結婚

サポートという部分はあったんですが、この定

住自立圏の形成したという部分の中において、

ここの氷川町と䭈北町に至った経緯というのを、

この結婚活動応援事業についてお聞かせいただ

きたいと思うんですが。 

○こども未来課長（甲斐春一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）こども未来課

の甲斐でございますます。 

 委員御質問の定住自立圏で氷川町、䭈北町と

の連携に至った経緯でございますが、これまで

も、実際、イベント等での婚活の事業というも

のは行ってきております。 

 ですが、課題といたしまして、どうしてもそ

の後の結婚までにつながる支援というところが

やはり課題となっておりましたので、今回、八

代のほうでＬｙｎｋのほう立ち上げさせていた

だきましたので、その後のフォローというとこ

ろも踏まえて、広く参加者、登録者のほうを募

って継続して行っていくというところで、連携

を強化するというところでの事業の提案でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 大体内容的には、取り

あえず地域の人たちと一緒になってからやって

いこう。八代市だけでやったときのここ数年間

の結婚の推移っていうのは、どういうふうにな

ってますかね。 

 それと、今度、氷川町と䭈北町を入れた部分

においての期待度という、どのくらいぐらいを

見込んでいらっしゃるかっていう部分をお聞か

せしてもらいたいんですが。まずは八代市だけ

でいいです。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 八代での実

績においてなんですけれども、Ｌｙｎｋについ

てお話をさせていただければと思いますが、昨

年の６月１８日にＬｙｎｋのほうを開設させて

いただきましたが、今年度におきましては、約

４０組ぐらいのカップルのほうが成立しており

ます。 

 ただ、そこにつきましては、結構カップル成

立数はいったところなんですけれども、どうし

ても会員さんにおきまして、男性の会員さんと

いうのはなかなかやはり多いんですけれども、

やはり女性の会員さん、登録する会員さんとい

うところがやはり少ないというところで、そこ

は、八代のみならずほかの地域においても、ど
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うしてもイベントをする中でも参加者のほうが

やはり少ないというような状況でございます。 

 ですので、そこを３市町のほうが連携するこ

とによって、そこを広く募集をかけれるという

ところもございまして、連携に至ったというと

ころになります。 

○委員（堀口 晃君） 今、結婚というふうな

部分での活動をやってるわけであって、カップ

ルが４０組はできたってのはもう大正解じゃな

いかなと思う。 

 これから、じゃあ、結婚に至ったという部分

は、去年の６月１８日開設以降、何組あったん

ですか。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 結婚に至っ

たカップルというところにつきましては、まだ

結婚に至ったというところまでは、まだ報告の

ほうはあっておりません。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。 

○こども未来課長（甲斐春一君） ですが、交

際を続けて、今、Ｌｙｎｋのほうでサポートを

して結婚に向けてというところのお話はあって

るカップルというところはあるというところで

報告は受けております。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 結婚に至った方はいら

っしゃらない、ゼロであるということで、今回、

氷川町と䭈北町でそれぞれお金を出し合うんで、

八代市が１０００万円出して、それぞれが１０

００万円ずつ出すのかどうか分かりませんが、

どういう案分されるか分かりませんが、目標と

いう部分はございますよね。どのくらいぐらい

のカップルを成立させようという部分は、そこ

はやっぱ１０００万円を使ってどのくらいぐら

いの形での方々を集めてイベントしてというよ

うな部分で、その分はどうなんですかね。 

 それやったら、氷川町と䭈北町の案分での予

算も含めて、どのくらいの目標を持っていらっ

しゃるか、この定住自立圏の部分の中において。

お聞かせいただきたいと思います。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 今御質問の

大体の予算の割り振りなんですけれども、総額

で１０００万円というところで、人口割で案文

をして各市町のほうから負担をいただくと。そ

して、運営をするというところになってます。 

 おおむねですけれども、まだ、大体八代のほ

うが１６０万円程度で氷川と䭈北のほうで４０

万円前後という形の負担になろうかと思ってお

ります。（健康福祉部長（福祉事務所長兼務）

䭜田美樹君「特定財源がほかにあったんでしょ

う。補助金とか」と呼ぶ）そうです、県のです

ね。 

○委員（堀口 晃君） 八代市が１０００万円

出してますよね。今回、予算に載ってますよね。

今おっしゃったのは、総額１０００万円という

部分は、じゃあ、氷川町と䭈北町は出さないと

いう話になるんじゃないかなと思うんだけど。 

 取りあえず八代市は１０００万円出しますよ、

じゃあ、氷川は何％しますよ、䭈北何％、総額

が１０００万円以上になるんじゃないかなとい

うふうに考えているんですが、それとは違うん

ですかね。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 総額が１０００万円をかけます。ただ、

その中には県からの補助金を活用できる部分が

ありますので、その補助金を活用させていただ

く部分、あと、そのほかの部分を八代市と氷川

町と䭈北町と人口案分して、それぞれ、八代が

１６０万円程度、氷川町と䭈北町から４０万円

程度、今度は歳入として八代市が受け入れると

いうことになります。なので、予算の総額とし

ては、八代市で予算を組んでます１０００万円

が総額。歳入として負担金を受け入れると。 

○委員（堀口 晃君） そういうことね。もら

うっちゃね。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） ということで考えています。 
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○委員（堀口 晃君） よく分かりました。 

 それでは、総額が１０００万円やるよ、その

うちの８００万円ぐらいは県から来ますよと。

そのうちの１６０万円は八代市が出します、氷

川町と䭈北町から後からもらうという話ですね。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） そうです、はい。 

○委員（堀口 晃君） 了解しました。 

 そこで、じゃあ、その１０００万円を使って

どのくらいぐらいの目標をされているかという

ことを再度お聞かせください。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 細かいその

目標についてなんですけれども、実際今年度が

Ｌｙｎｋのほうで４０組程度のカップルが成立

しておりますので、まだ、正確な目標値につき

ましては、今、各市町集まりまして、担当者の

ほうで協議を行っているところでございます。 

 ただ、この今年度の４０組は超える数を目標

にというところでは、今、協議を進めてるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） これ、結婚サポート運

営業務委託になってますよね。市がするんじゃ

ないんですよね。どこかに委託するんですよね。

じゃあ、そこの部分での契約の、いや、八代市

じゃなくてですよ、八代市とか氷川町、䭈北町

が１０００万円やるけん、お願いしますねとい

うふうに委託するわけですよね。そのときに、

何も目標なくて今から協議しますよという、こ

んな話でこの予算を上げてるんですかね。 

 事業をするためには何かの成果を求めてする

わけなんで、そこについて委託するならばその

委託契約者がいるわけでしょう。そこの委託の

部分については、いや、まだ何も決まってませ

んよっていう、こんな話だったらね、この１０

００万円ってどうするんですかね。これからで

すよって。 

 そのためにこの委員会に説明をされるわけで

すから、予算審議をするわけですからね、私た

ちは。業務委託するわけ、だけん、何かがある

んでしょう。だから、１０００万円という部分

があったんじゃないの。積算根拠という部分が

どこにあるのか、そこもちょっと知りたいです

ね、それなら。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） こども

未来課の秋永です。よろしくお願いします。 

 現在、Ｌｙｎｋ、結婚サポートセンターなん

ですが、会員登録が男性１２７名、女性５０名、

計１７７名でございます。次年度、この３市町

で行うということで、新たに１６０名ほど登録

をしたいというところで、一応目標のほうは立

てているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（堀口 晃君） 会員登録というのは、

会員さんはただなんですかね。お金払うんです

よね。 

 もう一つ、去年よりも４００万円ぐらい増え

てますよね。増えたその要因というのは何なの

かという。 

 それと、よかったら、これ、積算根拠を出し

てもらっていいですか。１０００万円の積算根

拠。これ、資料請求させていただきたいと思い

ますが。 

○委員長（山本敬晃君） まず、答弁もらって

から。まず、答弁やってください。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） まず、

会員の登録料につきましては、今、無料となっ

ておりますので、引き続き次年度も無料という

ところで、会員のほうを募っていきたいと思っ

ております。 

 積算根拠につきましては、事業費１０００万

円と補助率掛けて、残りの人口割とか、あと、

均等割料等がございますので、その積算につき

ましては、後で御提出させていただけたらと思

っております。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。 
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○委員長（山本敬晃君） ただいま堀口委員か

ら、結婚活動応援事業についての資料請求の申

出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として資料を請求することに御異議

ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

○委員（堀口 晃君） 去年よりも４００万円

増えてますよねって話をしましたよね。 

 去年が１７７名、男性が１２７名の５０名が

女性ですね。これ、１７７名なんですよ。去年

も４００万円増えてんですよね。今年は１６０

名というような、去年と同じ数字でも１７０名、

上がるんじゃないですか。例えば去年６００万

円だった場合には１７０人集まってるわけでし

ょう。それと同じようなことをするならば、ま

た１７０名集まるっていう話ですから、増額し

た理由はよく分からないっていうような話。去

年は６００万円で１７２名の会員さんを獲得し

ましたよって話ですよね。今年の目標は１００

０万円かけて１６０名っていうお話だったです

よね。 

 私がするならば、６００万円であったとして

も１６０名は確保できるんじゃないかっていう、

こんな計算になるんですけども、４００万円増

えたっていうふうな、どこから。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 私のほうが手元に積算は持ってないん

ですが、そちらにつきましては、アドバイス専

門のアドバイザーさんを雇っていたり、事務所

を花園町のほうに構えていたりとかしますので、

そちらの費用が積算の中に出てくると思います

ので、後で提出いたします。 

 また、今１７７名を１年間でということでし

たが、結局その方を今も継続してフォローをし

ていると。今までが八代市がやっていたイベン

ト、定住自立圏でやっていたイベントがあるん

ですが、そういうのはどうしても単発のイベン

トになってしまって、そのときにカップルがで

きるかもしれないけど、後が追えなかった。例

えば、あと、結婚をためらうような方に対して

アドバイスができたりとか、そこがなかったの

で、今回はサポートセンターを設置して、会員

登録をされた方にいろんなアドバイスをしなが

ら、例えばお見合い、マッチングをして、その

後、フォローをしてというようなことを考えて

います。 

 なので、１７７名の方が引き続き今度はほぼ

ほぼカップル成立して、もうお世話になりませ

んとおっしゃった方は抜けられるかもしれない

んですが、１７７名の方、また、令和８年度に

目指しております１６０名の方、合わせてアド

バイス、フォローをしていくというところで増

額して、あと、対象者も八代市内に限ると頭打

ちになって増えませんので、氷川町、䭈北町と

協力して、対象者を増やして、マッチングの機

会を増やして、そして、適切なアドバイスをア

ドバイザーのほうからしてというところで、範

囲の拡大、あと、金額の増額を提案させていた

だいたところになります。 

○委員（堀口 晃君） 後から資料を見てから

判断します。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 部長総括の中で、周

産期医療の大学に対する寄附５００万円やめま

したというふうに、説明の中で一定の成果があ

ったというふうに言われたんですが、一般質問

もしたんですけど、ちょっとその辺、成果につ

いて、よく分からなかったんで説明してもらえ

ますか。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 周産期に関しては、一般質問でも御質

問いただきました、４点ほど、そのときに説明
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させていただいたと思います。たしかＩＣＴを

活用した情報共有ですとか、あと、産科の医師

の派遣というのが行われています。八代圏域は

県南一帯からの周産期、産科の救急症例に対応

できる体制が必要ということで、そこの整備を

されています。 

 また、地域医療連携ネットワーク構築支援事

業ということで、やはり中核病院である熊本総

合病院にお医者様の派遣というのが行われてお

ります。 

 あと、人材育成も引き続き取り組んでおられ

るということで、連絡を受けております。 

 また、八代市が令和６年度、７年度、氷川町

と協力して寄附及び要望を行ったんですけれど

も、その動きが県の、県が今度、令和７年度、

８年度で寄附講座を設けて、やはり八代圏域に

対する産科の体制の強化ということで、熊大の

ほうに寄附講座で寄附をされておりますが、そ

ういう動きが起きたのも、八代市が令和６年度、

７年度、要望をし、寄附をし、地域として訴え

てきたというのの成果になるかなと考えており

ます。 

 そういったことで、それが要望の成果と考え

たところです。 

○委員（橋本徳一郎君） 一般質問のコメント

でも言ったと思うんですけど、寄附講座の開設

というのは確かにその成果の一つかなというふ

うに思います。ただ、４つの医療活動について

は、大学病院と、基本的な医療活動の延長線上

だなというふうな感じがするんですよ。その成

果が、それで成果というふうな評価なのはどう

なのかなというふうに私も思いましたけど、た

だ、寄附金５００万円がなくなったということ

はよかったかなというふうに思いますので。す

いません。意見です。 

○委員長（山本敬晃君） 今のは意見でお願い

します。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） こどもの貧困対策推進

事業ということで、こども食堂の運営支援補助

金とかというのがあるんですけれども、あと、

学習支援教室の運営する団体にもということで

補助金を出しますよということなんですけれど

も、これ、何団体ぐらいあるのか、教えてほし

いんですけど。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） こども家庭支援課の守

田でございます。 

 委員お尋ねのまずこども食堂は、現在８団体

ございます。 

 それと、学習支援教室については２団体に支

援をしております。学習支援については、今年

度から助成をしておりますが、もともと県のひ

とり親家庭福祉協議会のほうで支援があってた

団体様で、それに併せて、市のほうから７年度

から支援を行い始めたということになっており

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（野﨑伸也君） それぞれお幾らずつ、

その補助を出されるのかというのと、利用者数

とかというのは把握されてますか。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） 今のは、学習支援のほ

うだけでよろしいでしょうか。 

○委員（野﨑伸也君） こども食堂のほうも。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） こども食堂のほうもで

すね。 

 こども食堂は８団体ございまして、大体、今、

３団体が月２回ぐらいされておりますので、こ

ちらのほうが年間１５万円、そのほか５団体が

年間１０万円という形になります。 

 それと、学習支援教室のほうが、また、今年

度初めては開始になりますので、予算の最初の

申請のときの計画としては、それぞれ年間１４

５回、もう１団体が１４６回という形になって
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おりますので、１００回以上が年間３０万円と

いう形で支援をしておりますので、２団体とも

３０万円を支援しております。 

 以上になります。 

○委員（野﨑伸也君） こども食堂のほうが月

２回されるのが年間１５万円というような話だ

ったんですけど、これ、１食に対して幾らとか

という積算ですかね。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） 年間の助成金につきま

しては、１食当たりという形では助成をしてお

りませんで、他市町村で先行的に行っていたと

ころの状況を聞きまして、年間の回数に応じた

補助金額を設定しております。 

 また、市だけではなくて、スタートアップと

いうことで、開設のときに、全国こども食堂ネ

ットワークというものがあります。そちらのほ

うから、むすびえって、今、コマーシャルとか

でよくあると思いますけども、そちらからとか、

あと、県のこども食堂ネットワークのほうから

も少し助成をいただいたりとか、あと、実際、

お子様で１００円から２００円負担をいただい

たり、大人の方は２００円から３００円、１食

当たりいただいたりする中で、会の中で収支の

ほうを取られたり、あと、地域によりましては、

まちづくり協議会様のほうから支援をいただい

たりということで、市だけの助成ではなくいろ

いろなところから支援を受けられながら、あと、

実際、食材も御提供いただいたりとか、そうい

う御寄附をいただきながら運営をしている状況

になります。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） すごいいい支援やられ

てるなというふうに思ってまして、こども食堂

についても満遍なくこの八代地域で、偏った場

所でされるんじゃなくて、満遍なくこう、やっ

ていただきたいなと思ってるんですけど、そう

いった状況は確認されてますか。 

 あと、学習支援のほうもできればもう少しこ

う、増やせるっていうか、多くなればありがた

いなというふうに思うんですけど、これ、どこ

ら辺でされてるんですか。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） まず、こども食堂なん

ですけれども、あくまでもボランティアでして

いただくという形になりますので、どうしても

される母体のところの周辺の校区だったりもし

ますが、校区に偏らないようには、どこで、今、

実施されてるということを新規のところにはお

伝えした上で、だったらここでしようかなと。

コミセンのほうも市のほうで減免をさせてもら

っておりますので、使用料としては、ガス代、

電気代、かかりはしますが、施設使用料は、こ

ちらのほうの課のほうから減免のほうの対応を

させていただいております。 

 あと、学習支援のほうが２団体なんですけれ

ども、実質は、お一人の方が２か所で実施をさ

れて、それぞれ、また、そこのボランティアさ

んをしながらされてるんですけども、なかなか

学校の先生とか、教える方のスタッフ数がどう

しても足りなくって２か所がやっとということ

と、ほかのところからも、ちょっと御説明をし

たことはあるんですけれども、なかなかこう、

金額的なものとか、場所の問題とかで、御説明

はしたものの助成に至らなかったケースもござ

います。 

 あと、県のほうで応援の塾というものがござ

いまして、こちらは民間の学習塾のほうに県の

ほうから支援がございまして、そちらが独り親

家庭ですとかの登録がされているお子様につき

ましては、例えば授業料の１割とか２割の減免

とか、教材費の免除とか、そちらのほうが県の

ほうの応援の塾という形で実施をされてる形に

なります。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 
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 かなりいろんな支援とかもあるというのを初

めて知ったんですけれども、周知の状況という

のはどうなんですか。やっぱり受ける側が知ら

ないと利用も増えないというふうには思うんで

すけども、いろんな人に知ってほしいなと思う

んですが。 

○こども家庭支援課長（こども家庭センター長

兼務）（守田直美君） まず、こども食堂につ

きましては、校区を限定している地区、先ほど、

まち協が助成金をして運営しているところもご

ざいまして、そちらについては校区を限定して

いる関係上、その地区の学校のほうにチラシを

お配りになられて周知をしておりましたりとか、

その他のところは、ホームページですとか、い

ろんな、今回３月の市報のほうにも載せており

ますが、どなたでもいいですよとか、そういう

形で市報に載せたりとか、ホームページに載せ

たりとか、あと、私どもで対応した独り親の御

家庭でちょっと貧困御家庭というか、お食事に

ちょっと問題があるかなと思ってるところには、

何週目の何曜日にここでありますよ、自由に行

っていいよという形でお知らせをしたりとか、

直接言ったり、ホームページ、市報で周知をし

たりとかいう形をとっております。 

 以上、お答えになります。 

○委員（野﨑伸也君） こういうことをやって

ることが知らない人がいないようになってほし

いなというふうには思います。 

 もう１点、よろしいですか。 

 新規でこどもの居場所づくり支援事業という

のをやられるみたいなんですけど、予算５０万

円ということで、サマークラブ等を実施される

ところの団体に対してということでなんですけ

れども、これは各校区で全部やられてるんです

か。それともある一定の団体だけなんですか。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 委員御質問

のサマークラブの現状についてでございますが、

実際、千丁校区のほうでは、令和５年度から３

か年にわたりまして、まちづくり協議会のほう

が主体となられました夏休みサマースクール事

業というのを展開されていらっしゃいます。 

 ほかの校区におきましても幾つかそういう似

たような活動をされているというところのお声

を聞いております。 

 そういったところに対して、今、ボランティ

アというところでの活動をされてらっしゃいま

すので、そういったところへの一部の補助とい

うところで展開をさせていただきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 千丁校区で３か年でや

ってるって話だけど、５団体で１０万円ずつと

いうことですけれども、ほかは千丁校区以外で

あるんですか。 

○こども未来課長（甲斐春一君） ほかの校区

につきましては、八千把校区、松高校区、植柳

校区のほうを今、把握しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 新規っていうことです

んで、何か言われてからやったのか分かんない

ですけど、こういうことやりますよって言って

全校区に投げかけて予算化するっていうのが当

然かなというふうに思ったんですけど、それ、

どういったやり方なんですか。 

 あと、サマークラブっていうのが何なのかが

分からないんで、内容を教えてください。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 䭜田です。 

 令和５年度に千丁町で行いましたサマークラ

ブというのは、ちょうど私が千丁支所長でおり

ましたときに始めたことです。 

 低学年の子供たちが夏休みになってなかなか

こう、生活のリズムが崩れるというところで、

まち協の皆さんと御相談をしまして、夏休み始

まって２週間程度、平日の午前中、子供たちに
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公民館、コミセンに来てもらってそこで過ごす

と。そのときに、幾つかカリキュラムといいま

すか、読み聞かせであったり、宿題をしたり、

工作をしたりといったことを取り組んでいただ

きました。その際には、千丁校区のまちづくり

補助金でしたか、その辺りを活用させてやって

いただいたところであります。 

 ただ、その事業というのが、千丁だけじゃな

くてほかのところにも広げられたらいいなあと

いうことで、今回、新規で。ただ、そのときに、

既にここに上げますよというのではなく、野﨑

委員がおっしゃったように、こういうのを始め

ますから、どこか手を挙げませんかって。やは

り助成する際のルールといいますか、条件とか

がありますので、それを見ていただいた上で、

じゃあしようかとか、もうこれは活用しないで

今までどおりのことをしようかと思われるとこ

ろもあるかとは思うんですが、まずはこれを提

案させていただいて、広くいろんな校区に検討

していただくと、子供たちの行き場所があるか

なあということで考えたところです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 多分、まずやる気ちゅ

うか、多分、そこで関わられる方々もいないと

ころは多分できない事業だと思うんで、多分そ

ういった盛り上がっているところからまず始め

て、八代市内に普及させようかなという、先進

的な事例ということで理解いたしました。分か

りました。 

○委員（堀口 晃君） 関連で。いいですか。 

 今のお話を聞かせていただいて、私のイメー

ジが、これ読んだだけなんですけども、各校区

にもなかよしクラブというクラブがあって、そ

こでサマーキャンプみたいな感じで１泊２日だ

ったりとかっていう部分もあるんですけども、

そういったやつにも使えるってお話なんです。

例えば１週間なら、夏休み期間中の前後１週間

が１週間、１０日は１０日というふうな決まり

があってっていう話ではなくて、例えば１泊２

日で居場所のない子供たち集まってねっていう

んでなかよしクラブでやるよって言えば、代陽

校区でもいいよとか、泉でもいいよとかってい

うふうになってくるのかなと思うんですけども、

そんな感じは使えないんですね。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 今、委員か

らの御質問のメニューについてなんですけれど

も、やはり短期、長期があると思いますので、

短期であれば５日以上で、長期であればやはり

１０日以上を実施していただくような形で募集

をさせていただければというところで考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） じゃあ、これは、その

校区で何でもしていいということなんですか。

子供が集まるようなことであれば何でもいいと

いうことなんですかね。何か決まりがあります

か。学習だったりとか何か。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 内容につき

ましては、もうその５日以上、１０日以上の時

間の範囲内で、本当、何でも活動として子供た

ちが遊びであったり、学びだったりというとこ

ろでやっていただければというところで考えて

おります。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 今、野﨑委員が言った

ように、やっぱしっかりした周知をね、してい

ただきたいなというふうに思いますんで、とて

もいいことだと思いますんでね、多分これ、す

ぐ５団体埋まるような気がしますけども、来て

もごめんね、もう補助金終わりましたじゃなく

てね、次、また考えますっていうようなところ

をちゃんと伝えてやってくださいね。お願いし

ます。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 
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○こども未来課長補佐（秋永誠一君） 先ほど

資料請求がございました資料のほうが整いまし

たので、持ってまいりますので、配付させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（山本敬晃君） 先ほど堀口委員より

資料請求がありました結婚活動応援事業の積算

根拠に関する資料をお手元に配付しますので、

後ほど御一読ください。 

（資料配付） 

○委員長（山本敬晃君） では、質疑に戻りま

すが、ほかにございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今、資料を配られたん

ですけど、見る時間が必要なんで別のやつば質

問します。 

 施設型給付事業と地域型保育給付事業という

のが、先ほど、令和７年度の３月補正でもあり

ました。施設型給付事業については、さっきの

補正で３億５２００万円、地域型保育給付事業

については１億５０００万円というのが、先ほ

ど審議しましたよね。 

 それを受けて、今回、当初予算ということに

なるんですけれども、全然補正予算を出してき

てるのに、毎年かなり少ない金額を予算化して

きてるんですよ。補正を必ず３月に入れるため

にこういうふうにここで、当初予算で減らして

るんじゃないかというふうに私は思うんですけ

ど、通常であれば、先ほども審議の中で人数と

か、使用される方が増えてきてるという話をさ

れてるものですから、そこを見込んで当初予算

の予算計上するはずなんですけど、この予算の

根拠って何ですか。本来であればもう少し上げ

るべきでしょう、予算当初予算のほうを。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） こど

も未来課の石本です。 

 委員お尋ねの私立保育所保育事業と地域型保

育給付事業の予算の根拠ですけれども、例年、

今年度の決算見込みの額に本年度改定された率、

今年度だったら５.３％人件費の増があったん

ですけれども、そちらを加味しまして予算を計

上させていただいております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） そういう前々年度にっ

ていうことですよね。今年度のやつは、だって

まだ令和７年度ね、さっき審議して補正出した

じゃないですか。そういう話ですよね。１年ず

れるちゅうことでしょう。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） 委員

おっしゃるとおり、本年度の１２月補正におい

ては、令和６年度の当初の公定価格から積算し

ておりましたので、結構その後の人件費の伸び

が高くございました。それで、１２月補正もお

願いするような形になったところです。 

 今年度の予算要求については、そこの人件費

の伸びも加味したところで要求をさせていただ

いておりますので、一応見込みとしては、１２

月の補正というのは、今のところ考えておりま

せんで、ただ、３月には、令和８年の人事院勧

告による給与改定がまたあるかもしれませんの

で、そこはそちらでもう一度積算をさせていた

だいて、３月補正はお願いする可能性はござい

ます。 

 失礼します。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。１２月

までの分で計算してるというようなことで理解

しました。ありがとうございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 地域福祉基金活用事

業でインクルージョン総合支援推進事業という

のが新規であるんですけど、先ほどの説明の中

には見当たらなかったかなと思うんですが、障

害児の社会参加のためのモデル事業にしたいと

いうふうな説明を少し受けたと思うんですよ。

これ、どういうふうにされるのかなってちょっ

とお聞きしたいんですけども。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） こんにちは。
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障がい者支援課、吉村です。 

 インクルージョン総合支援推進事業につきま

してお尋ねがございまして、内容でございます

けれども、子供たちの日常生活におけるインク

ルージョンの推進を図るため、相談支援専門員、

地域の障害者の相談支援専門員が地域の習い事

ですとか、スポーツクラブあたりを訪問をいた

しまして、インクルーシブの活動、交流の助言

というものを行っていただくものでございます。 

 金額につきましては４４万９０００円を予定

をしております。 

 令和８年度は、モデルとして市内の１地域を

考えているところでございます。 

○委員（橋本徳一郎君） １地域をモデル事業

というふうなことでこの金額ってことは分かり

ました。 

 社会参加というのはなかなか障害児、障害者、

難しいところがあるんで、丁寧にいろんな対応

していただけたらなというふうに思います。 

 以上、意見です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見でお願いします。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 資料をいただきました

んで、この資料から質問しますけど、使用料・

賃借料というところで、賃借料サテライト会場

とかというのがあるんですが、これ、委託料と

なってますけど、年間１３２万円。これ、場所

はどこですか。あと、会場使用料、イベント会

場相談会というのがあるんですけど、これも６

０万円というふうに年間なってますけど、これ、

場所はどこですか。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） まず、

使用料・賃借料、賃借料のセンター、サテライ

ト会場というところは、今現在、株式会社ＮＡ

ＩＮＡＩに委託しておりますので、ＮＡＩＮＡ

Ｉの新しくこの結婚サポートセンター用に事務

所を構えてらっしゃいますので、そちらの賃借

料となります。 

 もう一つ、その他の。（委員野﨑伸也君「だ

けん、場所はどこ」と呼ぶ）場所はですね、花

園町。（委員堀口晃君「熊本ね」と呼ぶ）いや、

八代の花園町の総合体育館とかの近くになりま

す。 

 イベントのほう、婚活イベントの開催、３地

域、２回ほど予定しております。まだこちらの

ほうに関しては、まだ決まっておりません。こ

れから各町と、䭈北町、氷川町さんとも相談し

ていくような形になります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（野﨑伸也君） 今、委託先のところが

また別で事務所を借りられたと。借りられるけ

んがという話なんですけど、花園町のビルにあ

りますよね、その委託先のところ。そこじゃな

いんですか。そこと別なんですか。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） 場所は

ＮＡＩＮＡＩの事務所さんと同じビルになりま

すが、隣のお部屋をまた新しくお借りしてます

んで、そちらの賃借料ということになります。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） これ、もう既にあれな

んですかね、そこの今言われた委託先のほうが

もう委託を受けられてるということでよろしい

んですかね。 

○こども未来課長（甲斐春一君） そうではな

く、今年度のＬｙｎｋの事業の中でそこを賃借

されて、実際に今、運営のほうを開始している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） それは令和７年度の話

なんで、令和８年度についてはどうなんですか。

プロポーザルとか何かあるんですか。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 今、委員御

質問の選定につきましては、そのまま、Ｌｙｎ

ｋ、本年度運営してますＬｙｎｋのほうで令和

８年度もそのまま継続して運用をしていく予定
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でございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） そこら辺のところはち

ょっと不透明でよく分かりませんけれども、令

和７年度と８年度、４００万円ぐらい上がって

ますよね。その内訳は何なんでしょう。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 内訳の前に契約相手先についてですが、

今年度６月にセンターを開設し、会員さんを募

集して、その会員さんとずっとカウンセリング

とかアドバイスとか、ずっとフォローをしてお

りますので、信頼関係が出来上がってるかなと

思います。 

 そういった意味も含めまして、今度、地域を

拡大はするんですけども、この契約に関しまし

ては、現在の契約者であるＮＡＩＮＡＩさんと

１社随契の契約を結ばせていただきたいと考え

ているところです。 

 ほかに担当者が変わることによって、会員さ

んに不利益が生じる可能性があると考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 契約の関係については

理解します。 

 その金額が、予算が増えた分についてという

のと、こういう収入のところでいくと、運営負

担金ということで、先ほど䭈北町と氷川町から

もらえますよっていう話だったんですけど、こ

れ合ってますか、３３１万円というのは。ちょ

っと何か金額が全然違うんですけど、さっき、

説明が。 

○委員長（山本敬晃君） 第３款の民生費の質

疑の途中でございますが、休憩いたします。

（｢ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 再開は１５時１５分でお願いします。 

（午後３時０４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１４分 開議） 

○委員長（山本敬晃君） 休憩前に引き続き文

教福祉委員会を再開いたします。 

○こども未来課主幹兼こども政策係長（大江田

浩隆君） こども未来課、大江田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 では、休憩前に引き続きお尋ねの事項につい

てお答えいたします。 

 まず、お配りしております運営費内訳のうち

の他自治体からの負担金につきましてですが、

こちら、お手元にございます内訳が正確な数字

となります。先ほど甲斐のほうから申しました

部分を修正し訂正させていただきます。 

 こちら、負担金の計上の仕方なんですけども、

今回は県の地域少子化対策推進事業費補助金を

使っておりまして、こちらが各自治体ごとに申

請をして補助金を取るという形になっておりま

すので、うちはうちの割合分を申請する、䭈北、

氷川もそれぞれの町の分を申請する。なので、

負担金としては、事業費を均等割、それから、

あと人口割と、利用が想定される分の実績に応

じた割合ということで、ある程度本年度につい

てはもう想定のところで計上をさせていただい

ているところでございます。 

 それから、引き続きまして、今年度の取組か

ら増額を想定している箇所につきましてでござ

いますが、今回エリアが氷川から䭈北も含めて

と広域になります。 

 現在、こちらのＬｙｎｋの特色としましては、

ＡＩとかを使ったマッチングではなくて、実際

にカウンセラーが面談をして、個別の方々の特

性に応じたマッチングをするという取組をして

おります。今年度は、２人のカウンセラーを雇

っていただいて、この相談事業に当たっていた

だいておりますが、次年度以降は、相談者も、

氷川、䭈北分も増えるというところで、このカ

ウンセラーを１名増員で検討しているところで

ございます。 

 それから、本年度は八代市単独で事業を行っ
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てたところですが、来年度は３市町での事業と

なりますので、イベントの開催についても３地

域掛ける２回ということで、この追加の町の分

のイベント開催費。ちなみに本年度は、ホワイ

トパレスであったり、そのほかの結婚式場等を

借り切ってのイベントとなっておりますが、こ

の分の想定を見込んでこの委託料の相談会開催

費用のところを少し多めに見積もっているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 カウンセラーを１人増員でよかったですかね。

ということを単純に１５０万円増ということで

すよね。 

 あと、先ほどの事務所の横のとかっていう話

だったんですけれども、あそこ何部屋あるんで

すか、ワンフロアで。 

○こども未来課主幹兼こども政策係長（大江田

浩隆君） 御質問のお答えなんですが、まず、

カウンセラーの費用、少し内訳の細かいところ

を言いますと、今年が事業の立ち上げが６月で

したもので、まず積算が１０か月から１２月に

増えた分というのが純粋に増額になっておりま

す。 

 それから、御質問の２つ目、事務所なんです

が、そこのフロアは今、ＮＡＩＮＡＩと、うち

のほうでつくりましたそのＬｙｎｋの事務所２

か所となっております。 

 Ｌｙｎｋのほうでは、相談員が常駐して、そ

こでプライベートな形で相談に応じるという形

を取らせていただいております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 平米数とか分かります

か。大体分かりますよね、それだったら、八代

の単価っていうかですね。 

○こども未来課主幹兼こども政策係長（大江田

浩隆君） そこにつきまして、今手元に資料を

持ち合わせてございませんので、申し訳ござい

ません。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 調べて教えてほしいんですけれども、この１

１万円っていうのが合ってるのかどうか。申し

訳ない、信用しないわけじゃないんですけど、

ちょっと確認をしたいなというのがあります。 

 あと、そのカウンセラーの方っていうのはや

っぱり国か何かの資格者なんですか。そういう

制度がありますか。 

○こども未来課主幹兼こども政策係長（大江田

浩隆君） 私どもで把握している限りは、そこ

の専門の資格というのは記憶にないんですけど

も、今、当たられた方は、以前にそういったカ

ウンセリングをやられてた方、また、前職で同

じような婚活の取組をされた方というのをカウ

ンセラーとして採用いただいてるところです。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 生活保護の扶助費の

ことなんですけど、補正予算でもありましたけ

ど、大分高齢者の方が増えてるというふうなこ

とも言われてます。医療扶助、介護扶助が結構

高額なことなってるんですけど、それについて

もいろいろ予防活動されるというふうに言われ

ましたけど、実際難しいんじゃないかなってい

う部分もあるんですよね。 

 具体的にどういうふうな対応されるのかなと

いうふうに思いまして、聞かせていただきたい

と思います。 

○生活援護課長（萩野賢志君） ただいま御質

問の予防活動と言うと、ちょっとニュアンスが

変わるんですけれども、いわゆる医療扶助の適

正実施に向けて取り組んでいく。中にはいわゆ

る頻回受診とか、時間外受診をよくされる方と

か、そういう方に向けて適正な医療の受診に向

けて努めてくださいというような指導だったり
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助言だったりですね。高齢者が増えていって、

医療費が増えていく。そういう中で本当にこの

適正に受診されているのかというのをきちんと

確認して、適正実施に向けて努めていく。 

 それをやった上でどうしても増えていく分に

ついては、もうこれ、義務的経費として仕方な

いのかなというふうに考えているところです。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 言われるとおりだと

思います。時間的にも、頻回受診、時間外なん

かもできるだけ避けてというのもありますけど、

実際医療費に関しては薬剤費負担だとか、いろ

いろ今審議されてますけど、増える可能性も十

分あり得るということもありますので、これで

医療費の抑制につながらないような形で補助を

しっかりしていただきたいと思います。 

 意見でお願いします。 

○委員長（山本敬晃君） 今のは意見でお願い

します。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 婚活事業の件なんです

けど、もう少し説明できるように、やっぱり根

拠というか、やっぱりちゃんとしっかりやって

ほしいなというふうに思います。 

 来年もまた１年間見て質問させていただけれ

ばと思ってますんで、しっかり取り組んでいた

だければと。 

 もちろんそのカップルがいっぱい増えて、結

婚される方が増えるというのは、私たちも応援

したいというふうに思ってますんで、よろしく

お願いいたします。 

○委員（堀口 晃君） 意見なんですが、例え

ば賃借料については、その隣ではなくて、例え

ば八代市役所の一室の会議室を借りたいとか、

もしくは今度閉園になった植柳幼稚園であった

りとかっていう部分も何か活用できるような気

がするんですね。だから、活用できるところは、

市の施設ならばそこを使ってできないこともな

いような気がするんで、その辺の検討もお願い

いたします。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で第

３款・民生費を終了します。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、歳出の第４

款・衛生費について、健康福祉部から説明願い

ます。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（森

田克彦君） 皆さん、こんにちは。（｢こんに

ちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部、森田です。

よろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて御説明させていた

だきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（森

田克彦君） それでは、健康福祉部所管分のう

ち、款４・衛生費につきまして、議案第７号・

令和８年度八代市一般会計予算を使い、御説明

いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出です。 

 款４・衛生費につきましては、全体で４４億

４２０８万８０００円を計上しており、前年度

と比較して８５６０万９０００円の増額となっ

ています。 

 また、その衛生費中、項１・保健衛生費２０

億５８０５万７０００円のうち、健康福祉部所

管分としましては、目１・保健衛生総務費と目

２・予防費で合わせて１９億４９５８万９００
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０円となり、前年度比１４３９万８０００円の

増額となっています。 

 増額の事業といたしましては、こども医療費

助成事業における助成額の増加や、令和８年３

月に開設した坂本診療所への特別会計繰出金事

業の増額が主なものです。 

 それでは、歳出の主な事業内容について御説

明いたします。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費で１３億９９５２万４０００円を

計上しております。前年度に比べ１２４４万４

０００円の増額となっています。 

 それでは、右側の説明欄を御覧ください。 

 まず、上から３つ目の千丁健康温泉センター

管理運営事業１１８７万３０００円は、市民の

健康増進と福祉向上を図るため、温泉施設の運

営と維持管理を実施しております。本年６月末

日で供用を廃止したいと考えており、予算につ

いては、６月までの３か月分の経費として計上

しています。施設の受付業務及び管理業務の委

託料６７２万４０００円が主なものです。 

 次の不妊治療助成事業３２５万６０００円は、

市民が安心して子供を産み、育てることができ

る環境づくりを推進するため、不妊治療を受け

る夫婦に対し、不妊治療に係る費用の一部を助

成し、経済的負担軽減を図るものです。令和８

年度から、生殖補助医療と併用して行われる先

進医療に対して新たに助成を開始いたします。 

 次の妊産婦健康支援事業７０５６万５０００

円は、安心して出産・育児ができるよう、母子

健康手帳の交付や、妊婦健診、保健指導などを

行うもので、１人当たり最大１４回分の妊婦健

診に係る熊本県医師会への委託料６７４７万６

０００円が主なものです。 

 次に、３つ下のこども医療費助成事業５億９

２７２万９０００円は、１８歳までの子供の通

院、入院などに係る医療費の自己負担分を全額

助成することで保護者の経済的負担を軽減し、

子供の健康保持と健全育成を図るものです。 

 次の初期救急医療推進事業３５５７万９００

０円は、夜間や休日における軽度の突発的な疾

患に対応するため、夜間救急センターの診療や

休日在宅当番医などの運営委託を行い、初期救

急医療体制の充実を図るものです。 

 次に、５つ下の健康増進事業１億２１３万４

０００円は、青年期、壮年期からの健康づくり

と、生活習慣病の発症予防、重症化予防を図る

ため、ヤング健診や胃がん・肺がん・子宮頸が

ん等の各種がん検診、健康相談、生活習慣病予

防講演会などを行うものです。がん検診等の委

託料６９０１万６０００円が主なものです。 

 次に、５つ下の産後ケア事業１０１７万８０

００円は、産後鬱の予防や新生児への虐待予防

を図り、産後も安心して子育てができるよう、

産後間もない産婦を対象として子育てに対する

悩みの相談や授乳指導、心身のケアや育児サポ

ート等を行っています。 

 それでは、表の中央、本年度予算額の財源内

訳を御覧ください。 

 特定財源のうち、国県支出金７８５６万７０

００円は、こども医療費助成事業や養育医療給

付事業等に対する国庫支出金や県支出金、次の

地方債４４０万円は、保健センター管理運営事

業への一般単独事業債、次のその他５億７９６

６万８０００円は、こども医療費助成事業に対

するふるさと八代元気づくり応援基金繰入金や、

健康保持増進事業に対する熊本県後期高齢者医

療広域連合からの健診受託事業収入などです。 

 続きまして、次の７２ページをお願いいたし

ます。 

 上の段の表、目２・予防費では５億５００６

万５０００円を計上しています。 

 説明欄を御覧ください。 

 各種予防接種事業５億４８６２万６０００円

は、予防接種法に基づき、感染のおそれがある
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疾患の発症や重症化及び蔓延を予防するため、

予防接種を実施しております。主なものとして、

６５歳以上の高齢者に対するインフルエンザや

肺炎球菌、帯状疱疹等の予防接種に２億８３０

４万２０００円、乳幼児や子供を対象に実施す

る予防接種に２億４４９８万６０００円などを

計上しております。令和８年度から乳幼児のＲ

Ｓウイルス感染による肺炎や細気管支炎等に対

して予防効果のあるＲＳウイルスワクチンの定

期接種を新たに開始いたします。 

 以上で健康福祉部所管の衛生費の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 千丁健康保健センター

管理運営事業について、䭜田部長のほうから、

総括の中で３回説明会を行って、市長も行かれ

たっていうんで、３０年経過して安全性に問題

があって、財政面でも毎年３０００万円以上の

繰出しをしてるという状況もお聞かせいただい

たところでありますが、私ね、説明会をするの

は、この１１８７万３０００円、この件につい

て、これ、３か月間って今おっしゃったですよ

ね。これはもう廃止をするっていう前提で３か

月間という話だと思うんですけども、仮に廃止

が行われなかった場合には、これはどう扱うこ

とになるんですかね。 

 一生懸命、条例の廃止っていう、条例はまた

別にありますから、ここに予算が上がってるん

で、予算のここで聞かせていただくと、３か月

間、もし条例が廃止できなかった場合には、こ

れはそのままということで、そのままというか、

これからまた追加で出すという形になるんでし

ょうかね。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） こちらの予算案については、今のとこ

ろあくまでも廃止の条例案を出させていただい

てる３か月と。 

 ただ、施設廃止の条例案の採否がどうなるか

は分からないんですが、施設としてかなり、３

０年を経過してあちこち老朽化で傷んできてる

ってことを考えると、安全性を確保するために

休館をさせていただいて、その後、実際に改修

費、今、説明会のほうでも改修費の範囲ですと

か、金額ですとか、その辺りにはかなり御意見

をいただいておりますので、そこをもう一度積

算させていただいて、何ができるのかというの

を考えた上で、対応すべき費用、内容について

改めて出させていただければなと思っています。 

 まずは、私どもとしましては、６月末までの

運用ということで考えております。 

○委員（堀口 晃君） 了解しました。 

 これ、多分セットだと思うんですよね。廃止

案と３か月間という部分がね。例えば今回定例

会で条例案が廃止になった場合にはもうこれで

もう３か月間の部分でしますよと。 

 ただ、条例案が廃止にはできなかった場合に

は、その都度また考えるというふうなことで、

私たちは理解してよかですかね。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） そうですね。今回の説明会に関しまし

ても、いろんな材料がまだ不足してるんじゃな

いかというような御意見もいただきました。 

 また、市長のほうも３回のうち２回には出席

して、もう少し改修費のことやその財政状況や

いろんなことを検討する必要があるということ

を申しておりましたので、議会のほうでも、議

員さんのほうでも、この後、条例案にはなりま

すが、そこで十分議論をしていただいて御意見

をいただいた上で、今後の対応を考えさせてい

ただきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 健康温泉センターのこ

とについてなんですが、今お答えいただいた部
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分は理解するんです。 

 この予算についてね、例えば私たちが増額の

補正というふうな部分での修正案という部分の

出し方もあろうし、これはこれで一旦認めて、

そして、条例はどうなるかというのはまた皆さ

ん方の御意見を聞いた中でするということで私

は理解してよかですか。もう一回確認です。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） そのように考えております。よろしく

お願いいたします。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） がん検診とか、がん

患者さんに対する補助が結構増えたかなという

気はするんですけど、アピアランスケアの新事

業とかですね、これ、助成額５０件というふう

に見積もってるんですが、これで対象件数とし

ては大丈夫な感じなんでしょうか。 

○健康推進課長（坂井健治君） 健康推進課の

坂井でございます。よろしくお願いいたします。 

 がん患者のアピアランスケア推進事業、昨年

度、令和６年の１２月から開始しておりまして、

令和６年度が申請者が２６件、令和７年度は２

月末現在で今３９件の申請が上がっております。

比較的申請もあるので、プラスアルファの形で

５０件という形で要求させていただきました。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ワクチンが幾つか入

ったっていうふうに書いてあるんですが、予防

接種関係ですね。子供のＲＳウイルス等ってい

うふうにあるんですが、これは打ち方としては

これだけの単独ですか、それともほかのに混合

して打つような形になるんですか。 

○健康推進課長（坂井健治君） 健康推進課、

坂井です。 

 ＲＳウイルスワクチンのほうなんですけれど

も、こちらのほうですね、母子免疫のワクチン

でございまして、妊娠の２８週から３７週まで

の間に接種していただいて、そこで母体のほう

に抗体ができるとその胎児のほうにも免疫がで

きるというものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） 了解しました。妊婦

さんに接種していただくということですね。あ

りがとうございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 健康増進事業について

お伺いしたいと思います。 

 １億円ぐらい出てる部分がありますけども、

この今の健康増進の推移というのは、今、どう

いうふうになってますかね。例えば健康診査が

どのくらい受けてらっしゃるのか、それで効果

がどういうふうに出てるのかという部分をお聞

かせいただきたいと思います。 

○健康推進課長（坂井健治君） 健康推進課、

坂井です。 

 がん検診なんですけれども、大体大まかにう

ちのほうでは５がん検診といわれて、胃がん、

肺がん・結核、大腸がん、乳がん、子宮頸がん

を主に実施しておりますが、最新のデータで、

令和６年度のデータで胃がんの検診が２２７１

名、肺がん・結核が６５２８名、大腸がん５６

８１名、乳がん４０４１名、子宮頸がん３８６

５名となっております。 

 こちら、正直申し上げまして、若干下降ぎみ

でございます。 

 その理由としまして、今、がん検診のほうは、

職場でも比較的職場検診で推進されてるという

ところもありますし、あと、かかりつけ医のほ

うでも大腸ファイバー撮っていただいたりとか、

胃カメラ飲んでいただいたりとかいうのもござ

いまして、若干、今、少しずつ受診率が下がっ

てるような状況にあります。 

 以上でございます。 
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○委員（堀口 晃君） これ、要望なんですが、

検診が一番大事だと思うんですよね。これを早

期発見をすることによって医療費の抑制という

部分につながってきますんで、ぜひ推進されて、

ＰＲしていただいて、多くの方々が検診を受け

るように促していただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 一時期、何かマスコミ

あたりで問題になった子宮頸がんワクチン、あ

れ、今対象者の何割ぐらい接種してらっしゃい

ますか。 

○健康推進課長（坂井健治君） 健康推進課、

坂井です。子宮頸。 

○健康推進課長補佐（宮崎宏恵君） 子宮頸が

んワクチンにつきましては、接種の期間が、い

わゆる１２歳から高校１年生に相当するまでの

間に３回接種するというような形になっており

ますので、接種率の出し方というのが非常に難

しゅうございますが、初回接種というところで

見ますと、５０.１％の接種というふうになっ

ております。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） 異常が出たというよう

な報告はございませんか。 

○健康推進課長補佐（宮崎宏恵君） ＨＰＶワ

クチンにつきましては、異常の報告は受けてお

りません。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第８号・令和８年度八代市国民健康保険

特別会計予算 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第８号・

令和８年度八代市国民健康保険特別会計予算を

議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国保ね

んきん課、時枝でございます。よろしくお願い

いたします。 

 議案第８号・令和８年度八代市国民健康保険

特別会計予算につきまして、恐縮ですが着座し、

説明をいたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） それで

は、予算書１ページをお願いいたします。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ１５３億８７３１万６０００円

としております。また、第２条で債務負担行為

について定めております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為です。 

 国民健康保険税納税通知書作成等業務委託は、

令和９年度の国民健康保険税納税通知書の印刷

及び封入封緘などの業務委託で、期間を令和８

年度から９年度までの２か年度間とし、限度額

を９６４万円としております。 

 資料６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書です。 

 １、総括で、歳入歳出それぞれ前年度比で５

億５３２５万６０００円の減額となっておりま
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す。これは、歳出において、保険給付費や国民

健康保険事業費納付金の減などによるものでご

ざいます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 歳出の具体的内容について、主なものを説明

いたします。 

 上の表、款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費及びその下の目２・連合会負

担金に合計１億８１７２万６０００円を計上し

ています。これは、職員１５人分の給与などの

人件費や資格確認書等の発行、レセプト点検な

どの事務経費のほか、国民健康保険団体連合会

の共同事務費に係る負担金などです。 

 １２ページをお願いします。 

 上の表、款２・保険給付費、項１・療養諸費

に合計９５億３１４１万６０００円を計上して

います。これは、国保加入者が医療機関などを

受診された際の医療費から自己負担分を除いた

保険者負担分である保険給付費や、コルセット

などの医療用装具の購入後に国保加入者に支給

する療養費が主なものです。前年度比１億５１

６６万６０００円の減額を見込んでいますが、

主な理由は、国保加入者の減少によるものです。 

 中段の表、款２・保険給付費、項２・高額療

養費に合計１６億２２４２万４０００円を計上

しています。高額療養費は、月ごとの医療機関

での自己負担額が限度額を超えたときに支給す

るものです。 

 １３ページをお願いします。 

 上の表、款２・保険給付費、項４・出産育児

諸費に合計３２５１万４０００円を計上してい

ます。目１・出産育児一時金は、国保加入者の

出産につき子供１人につき５０万円を支給する

ものです。 

 一番下の表、款３・国民健康保険事業費納付

金、項１・医療給付費分、目１・一般被保険者

医療給付費分に２５億３５１３万９０００円を

計上しています。これは、現行の国民健康保険

制度において、病気やけがをしたときの医療費

に係る保険給付を行うために、都道府県からの

請求に基づき、市町村が支払う負担金でござい

ます。 

 １４ページをお願いします。 

 上の表、款３・国民健康保険事業費納付金、

項２・後期高齢者支援金等分、目１・一般被保

険者後期高齢者支援金等分に９億２６５万１０

００円を計上しています。これは、後期高齢者

医療制度を支える現役世代からの支援金でござ

います。 

 中段の表、款３・国民健康保険事業費納付金、

項３・介護納付金分、目１・介護納付金分に３

億１９４９万１０００円を計上しています。こ

れは、介護保険の第２号被保険者に賦課する介

護保険料分でございます。 

 下段の表、こちらは令和８年度から始まるも

のでございます。款３・国民健康保険事業費納

付金、項４・子ども子育て支援金納付金分、目

１・子ども子育て支援金納付金分に７７６６万

１０００円を計上しています。これは、少子化

対策の財源を確保するため、全ての世代、全て

の経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち

合い・連携の仕組みとして、令和８年４月から

始まる子ども・子育て支援金制度に伴う、医療

保険に上乗せして負担いただく納付金分でござ

います。 

 これら４つの納付金の合計額３８億３４９４

万２０００円は、県が県内の市町村国民健康保

険の保険給付費を推計し、各市町村の被保険者

数、医療費水準、所得水準などに応じて案分し

て決定をするもので、子ども子育て支援金納付

金分が増額しておりますが、前年度比で３億５

５５万７０００円の減となっています。減額の

主な理由としましては、国保加入者の減少によ

るものです。 

 １５ページをお願いいたします。 

 下の表、款５・保健事業費、項１・保健事業
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費、目１・疾病予防費に６３３６万１０００円

を計上しています。これは、はり、きゅう、マ

ッサージ等の利用や、人間ドック、脳ドックの

受診に係る費用の助成のほか、特定健診未受診

者への受診勧奨や、糖尿性腎症重症化予防に関

する保健事業などを実施するものでございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 上段の表、款５・保健事業費、項２・特定健

康診査等事業費、目１・特定健康診査等事業費

に８８７７万円を計上しています。これは、特

定健診や特定保健指導に係る委託料などに要す

る経費です。 

 下段の表、款７・諸支出金、項１・償還金及

び還付加算金に合計１５４３万１０００円を計

上しています。これは、転出、社会保険への加

入、死亡などの国民健康保険の資格喪失に伴う

国保税の還付金及び還付加算金です。 

 以上が歳出になります。 

 恐れ入りますが、資料戻りまして７ページを

お願いいたします。 

 続いて、歳入の主なものを説明いたします。 

 款１・国民健康保険税、項１・国民健康保険

税で合計２５億７１３７万６０００円を計上し

ています。 

 令和８年度は、平成３０年度以来の国民健康

保険税の改正を予定していて、基礎課税額の世

帯別平等割額を現行２万２０００円を２万円に

改正することとしております。 

 また、令和８年度から施行される子ども・子

育て支援制度に基づき、新たに子ども子育て支

援納付金分の賦課徴収も開始されます。 

 前年度比で１億９１９４万１０００円の減と

なっております。減額の主な理由は、国保加入

者数の減少及び歳出の国民健康保険事業費納付

金の減額に伴う調整によるものです。 

 ８ページをお願いいたします。 

 中段の表、款３・県支出金、項１・県負担

金・補助金、目１・保険給付費等交付金に１１

４億８５４２万７０００円を計上しています。

前年度比で２億４９１９万９０００円の減とな

っています。これは、医療費などに係る保険給

付費の全額を県が負担するものや、各市町村の

特別な事情による国保財政の調整を図るために

交付されるものなどです。減額の主な理由は、

歳出の款２・保険給付費の減によるものです。 

 下段の表、款４・繰入金、項１・一般会計繰

入金、目１・一般会計繰入金に１３億６３５万

９０００円を計上しています。これは、職員給

与費や事務経費をはじめ、低所得者に対する国

保税軽減相当額、国保財政の健全化及び保険税

負担の平準化分の繰入れなどです。 

 ９ページをお願いします。 

 下段の表、款７・諸収入、項１・延滞金加算

金及び過料に合計で１０００万１０００円を計

上しています。これは、国保税の滞納分に係る

延滞金です。 

 １０ページをお願いします。 

 款７・諸収入、項３・雑入に合計で１１０９

万８０００円を計上しています。これは、交通

事故等に係る第三者納付金が主なものです。 

 以上が歳入の説明になります。 

 以上で議案第８号・令和８年度八代市国民健

康保険特別会計予算の説明を終わります。御審

議よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今の説明で、国民健康

保険の加入者数が減少しているというふうなと

ころの説明であったんですが、１人当たりの医

療費っていうのはどのような形で今推移してい

るのか、御説明いただけますか。 

○国保ねんきん課主幹兼医療給付係長（山田 

卓君） 国保ねんきん課医療給付係長の山田で

す。 

 今お尋ねのありました１人当たり医療費の推
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移ですけれども。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 加入者

数は、毎年の比でいきますと、およそ１３００

人ずつぐらい減ってきているのが現状でござい

ます。令和５年３月末時点におきまして２万９

８５６人、これが１年過ぎまして令和６年３月

末におきますと１２７６人減りまして２万８５

８０人、令和７年３月末時点におきましては、

さらに１４２０人減りまして２万７１６０人の

状況でございます。直近の令和８年１月末時点

の加入者数はさらに７４０人減りまして２万６

４２０人となっております。 

 お尋ねのありました１人当たり医療費の推移

でございますが、令和５年度の平均値でおきま

すと１人当たり医療費が４５万４６０８円、令

和６年度が４５万８８６５円、令和７年度の見

込みとしましては、現在４７万３３００円程度

を見込んでいるところでございます。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 加入者数は毎年減少している。そして、１人

当たりの医療費は増加しているっていう現状が

あるっていうことで、今後、県内において医療

費の水準の統一というのが予定されていますで

すよね。それが本市の保険税について将来的に

どのような影響を与えるのかというふうな部分

を見込んでいるのかというのもお聞かせいただ

きたいと思うんですが。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） ただい

ま委員のお尋ねになりましたとおり、現在、熊

本県におきましては、令和１２年度から県内の

全ての市町村での保険料率の統一を目標として、

様々な対応、対策、取組が行われているところ

でございます。 

 その１２年度以降になりますと、市が独自で

決める形ではなく、県内統一という方針が出さ

れておりますので、市で細かな数字を積み上げ

てという作業ではなくなり、県内の医療費のか

かり具合、国保に関して、推計して県のほうが

標準例という形で示される。それに倣って各市

町村が条例で定めるという手続になると考えて

おります。 

 それまでの間において、今、県のほうから言

われておりますのは、国保財政の赤字を出さな

いようにというところ、それから、市として考

えておりますのは、現在県が示しております標

準税率との乖離をいかになだらかに縮めていく

か、赤字に陥らないようになだらかに縮めてい

くかというところを今後考えていかなければい

けないなというところで、今、試算しておりま

す。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 令和１２年からということで、今の推移、令

和５年からずっとね、推移を国保が減ってきて

いる状況、そして、１人当たり医療費が増えて

るっていう状況、そして、令和１２年に料率の

統一がなされるというところの中において、こ

の今の現状でいくならば、八代市におけるその

影響というのは、増えるのか、減るのか。保険

料というのはまだ分かんないと思うんですけど

も、このままの状態でいったときに、熊本県の

中でこの八代市の部分はどうなのかなっていう、

その影響についてはどういうふうにお考えです

かね。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 総じて

の話をしますと、県内の市町村の中における八

代市の国民健康保険税の賦課の状況、料率につ

きましては高いほうに位置すると考えておりま

す。（委員堀口晃君「なるほど」と呼ぶ）ただ

し、その内側の細かな話をしていきますと、医

療費の賦課に関しては高い水準でお願いをして

いるところなんですが、その中に構成としまし

ては、後期高齢者医療の支援金分、それから、

介護給付への負担分というのがありますが、そ
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この部分は県の標準よりも低く定めている状況

でございます。 

 ゆえに、これから１２年度に向けての話であ

りますが、医療費分については、若干下げる方

向で考えなければいけないですし、後期高齢者

支援金、また介護納付金の分については若干上

げる方向での改定を今後考えていかなければな

らないというところでございます。 

○委員（堀口 晃君） よく分かりました。あ

りがとうございます。お世話になりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 医療費がだんだん上

がってきたということなんですが、その医療内

容のことは、どういったことが増えてっていう

のは分かられますか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 私ども

のほうでは医療のレセプトの内容は個別に見る

ことは分かるんですけれども、全体を通しての

推移といいますか、状況については情報を、今、

持ち得ていません。 

 総じて言われてますのは、医療自体の高度化

がその１人当たり医療費を高める要因の一つに

なっているというふうに言われております。 

 なので、国保の加入者の人がこの病気が多い

ですよというのは、ちょっと今情報を持ち得て

ないところでございます。 

○委員（橋本徳一郎君） レセプトが今データ

提出がほとんどだと思うので、行為別の統計が

取れると思うんですよ。そういったところでも

分析ができるんじゃないかなというふうに思う

んですが、そういうのはされないですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 市とし

てその技術を用いているかどうかはちょっと今、

これまでやっておりませんので、できるかどう

かはこれから検討しなければいけないと思うん

ですが、審査支払機関であります国保連合会の

ほうに御相談してみようかなとは思います。 

○委員（橋本徳一郎君） ぜひお願いします。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 基本的なところで大変

申し訳ないんですけども、人口に割り当てるそ

の国保の加入者率は、お聞かせいただきたい。

すいません、基本的なことで。 

○国保ねんきん課主幹兼保険税係長（上野洋平

君） 国保ねんきん課の上野です。よろしくお

願いします。 

 国保の加入者数と八代市全体に占める割合な

んですけども、令和４年度から令和６年度まで

数字を持ってるんですが、直近の令和６年度で

いくと、国保加入世帯数は１万８４９５世帯、

被保険者数が令和６年度は２万８１０６人。こ

れが八代市全体に占める割合ですと、世帯加入

率は３１.８９％、被保険者の加入率は２３.３

８％という数字になってます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） この新年度の予算だ

と、財調に積み立てる金額が１００万円近くあ

るということなんですが、こういうこともある

んだったら、基本の料金が２万２０００円から

２０００円引くっていうふうにはなってるんで

すけど、もうちょっと下げられるんじゃないか

なっていうふうな印象もあるんですよね。その

辺はちょっと、令和１２年から統一っていうふ

うになるっていうのは分かるんですけど、そう

いうふうな部分も含めて余裕があるなら、もう

少し下げていただきたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・令和８年度八代市国民健康保険

特別会計予算については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９号・令和８年度八代市後期高齢者医

療特別会計予算 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第９号・

令和８年度八代市後期高齢者医療特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。引き続きよろし

くお願いします。 

 議案第９号・令和８年度八代市後期高齢者医

療特別会計予算について、恐縮ですが着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） それで

は、予算書１ページをお願いします。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ２８億２２１４万４０００円と

しております。 

 ４ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

１、総括で歳入歳出それぞれ前年度比で３億２

７１５万６０００円の増額となっています。 

 ７ページをお願いします。 

 それでは、歳出の具体的内容につきまして、

主なものを説明いたします。 

 上の表、款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費に６６９２万１０００円を計

上しています。これは、熊本県後期高齢者医療

広域連合に派遣している職員２人分を含む８人

分の人件費のほか、資格確認書等の交付に係る

事務費などです。 

 下の表、項２・徴収費、目１・徴収費に１０

２１万９０００円を計上しています。これは、

後期高齢者医療保険料の徴収事務に要する経費

で、会計年度任用職員の報酬及び保険料の納付

書、封筒などの印刷製本費並びに郵便料が主な

ものです。 

 ８ページをお願いします。 

 上の表、款２・後期高齢者医療広域連合納付

金、項１・後期高齢者医療広域連合納付金に合

計２７億３０６９万３０００円を計上していま

す。 

 内訳としまして、目１・被保険者保険料納付

金の１９億７５６５万８０００円は、被保険者

から徴収する保険料を広域連合に納付するもの

で、前年度比で２億６３３０万７０００円の増

となっています。増額の理由は、後期高齢者医

療制度の加入者数の増加と、令和８年度が２年

ごとに行われる保険料率の見直しの年度に当た

り、令和６年度から施行された全世代対応型の

持続可能な社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律により、出産育

児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援

金の導入並びに後期高齢者医療制度における後

期高齢者負担率が見直された影響により、令和

６年度及び７年度の保険料率から大きく引き上

げられましたが、令和８年度も後期高齢者の負

担率が引き上げられたことによるものでござい

ます。 

 次の目２・保険基盤安定分担金の７億５５０

３万５０００円は、低所得者の保険料軽減分を

補塡するものです。軽減額のうち４分の３を県

が、４分の１を市がそれぞれ負担することとな

っており、相当額を一般会計から特別会計へ繰

り入れ、広域連合へ支出するものでございます。

前年度比で６９５２万４０００円の増となって

おります。 

 中段の表、款３・保健事業費、項１・健康保
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持増進事業費、目１・健康保持増進事業費に８

４０万８０００円を計上しています。これは後

期高齢者のはり・きゅう施設利用助成に係る経

費でございます。 

 下段の表、款４・諸支出金、項１・償還金及

び還付加算金に合計４９０万３０００円を計上

しています。これは、被保険者の死亡や転出な

どによる保険料の還付金及び還付加算金です。

保険料の還付などは、本市が被保険者に一旦支

払いを行い、その分を広域連合に請求し、受け

入れる仕組みとなっております。 

 以上が歳出の主なものでございます。 

 恐れ入りますが、戻りまして５ページをお願

いいたします。 

 続きまして、歳入の主なものを説明いたしま

す。 

 上段の表、款１・後期高齢者医療保険料、項

１・後期高齢者医療保険料に合計１９億７５６

５万７０００円を計上しています。この保険料

は、市で収納した後、全額を広域連合に納付金

として支出をいたします。 

 １つ飛ばしまして、下の表、款３・繰入金、

項１・一般会計繰入金に合計８億４０３３万６

０００円を計上しています。 

 内訳として、目１・事務費繰入金の８５３０

万１０００円は、職員給与経費などの財源とし

て一般会計から繰り入れるものです。 

 目２・保険基盤安定繰入金の７億５５０３万

５０００円は、低所得者の軽減措置に係る県、

市の補塡分として広域連合へ支出する保険基盤

安定負担金について、一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ３段目の表、款５・諸収入、項２・償還金及

び還付加算金に合計４９０万３０００円を計上

しています。これは、保険料の還付金及び還付

加算金の支出に対する広域連合からの受入れ分

でございます。 

 以上が歳入の説明になります。 

 以上で議案第９号・令和８年度八代市後期高

齢者医療特別会計予算の説明を終わります。御

審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと聞かせてもら

っていいですか。 

 今、後期高齢者は７５歳以上ですよね。何人

ぐらいいらっしゃいますか。その割合は、人口

に対する割合を教えてください。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 実績値

としまして、令和６年度末において被保険者数

の数は２万３９５３人で、割合としましては、

毎年２.５％ずつほど、この３年度間は伸びて

いるところでございます。 

 といいますのが、この３年度間に団塊の世代

の方々が順に後期高齢者の年齢に到達されて、

なんでこの数年は非常に多かった時期でござい

ます。 

 これ以降は、これまでよりは少ない、およそ

２％をちょっと下回る程度の数で推移していく

ものと考えております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

○国保ねんきん課後期高齢者医療係長（垣下裕

之君） 高齢者医療係、垣下と申します。 

 すみません、先ほど後期高齢者の人数のほう

の訂正を。八代市で令和７年１２月末で２万３

９５３人になっております。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 失礼し

ました。 

○国保ねんきん課後期高齢者医療係長（垣下裕

之君） 先ほどの県の３１万人で合っておりま

す。 

 令和７年の３月末で２万３７６０人でござい

まして、令和６年度の同時期と比較しますと、
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３８８人、約１.７％の増となっております。 

○委員（堀口 晃君） すいません。ありがと

うございました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 高齢者の医療費が増

えてるってのは加入者も増えてるっていうこと

なんですけど、もう増えてるっていうのが見え

るんですが、これ、１件当たりの医療費ってど

のくらいになってるんですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） １人当

たりの医療給付費の動きなんでございますが、

直近３年度間、令和４年度から６年度までの実

績を申し上げますと、令和４年度が９９万８２

８９円、それから、令和５年度が１０１万６４

５５円、令和６年度が１０１万８４９９円でご

ざいます。 

 ただし、令和４年度に関しまして、コロナで

医療の需要が下がっていったところなので、令

和元年度以降、令和４年度、５年度入る前まで

ぐらいが医療が少し下がっていたので、令和４

年度から５年度の上がり具合というのは非常に

大きかったというふうに考えております。 

 それ以外につきましては、おおよそ１％に満

たない０.５％ぐらいずつ伸びているような傾

向でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） その内訳というか、

入院、外来の内訳等ぐらいは分かりますか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 今、医

療費、支出ごとの内訳、手元に資料がございま

せんので、また調べましてからお知らせしたい

と思っております。 

○委員（橋本徳一郎君） これは、もう後期高

齢は医療事務そのものがもう県に移行してるか

ら国保以上にデータがないとは思うんですけど、

さっき言ったとおりレセプト自体は電子データ

で出てるはずなので、ぜひそういう統計なんか

も求めていただきたいと思います。意見です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見で。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９号・令和８年度八代市後期高齢者医

療特別会計予算については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

○健康推進課長（坂井健治君） 健康推進課、

坂井です。 

 先ほどの衛生費の質問の中での訂正をお願い

いたします。 

 衛生費の質問の中でがん患者のアピアランス

の件がございましたけれども、令和６年度２６

名、令和７年度３８名と言ったかと思います

が、そちらのほうは３９名でした。申し訳ござ

いません。 

 あと、ＨＰＶワクチンの接種状況という形で

話があったかと思いますが、こちらのほうです

ね、６０％程度と、６割程度とありましたかと

思いますが、こちら、申し訳ございません、５

０.１％でした。 

 以上、訂正とさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） 訂正をお願いしま

す。 

 では、執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１０号・令和８年度八代市介護保険特

別会計予算 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１０

号・令和８年度八代市介護保険特別会計予算を
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議題とし、説明を求めます。 

○介護保険課長（山村 悟君） 介護保険課、

山村です。よろしくお願いいたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

 議案第１０号・令和８年度八代市介護保険特

別会計予算について御説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

 初めに、１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１６１億５９６１万９０００

円と定めております。 

 次に、少し飛びまして５ページをお願いいた

します。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

１、総括で、歳入歳出それぞれ前年比９億８２

４６万１０００円の増となっております。これ

は、保険給付費におきまして、令和７年度当初

予算における見込みが低かったこと、及び令和

８年度に介護報酬の臨時改定が行われることに

伴う給付費の増が主な要因でございます。 

 それでは、先に歳出から御説明させていただ

きます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 ３、歳出でございます。 

 歳出の主なものについて御説明いたします。 

 まず、上の表、款１・総務費、項１・総務管

理費、目１・一般管理費の２億４８４５万４０

００円は、一般職３２人分の人件費２億４２３

１万７０００円などや、下の表の項２・徴収費、

目１・賦課徴収費１２９４万９０００円は、介

護保険料の納付書等の郵便料などが主なもので

ございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 項３・介護認定費、目１・介護認定審査会費

の２１７１万円は介護認定審査会委員報酬など、

目２・認定調査費の１億３８９０万８０００円

は介護認定調査員の報酬や主治医意見書作成手

数料などが主なものでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

１・介護サービス給付費に１３９億３１３０万

円を計上しております。この目で歳出予算総額

の約８６％を占めております。これは、要介護

１から５の方の各種介護サービスに対する保険

給付事業でございます。 

 次に、目２・介護予防サービス給付費の３億

７９４０万円は、要支援１または２の方の介護

予防サービスに対する保険給付事業になります。 

 次に、目３・高額介護サービス費の３億９３

００万円は、高額介護サービス給付事業におい

て介護サービスを利用した月の自己負担額が一

定の金額を超えた場合に、その超過分を利用し

た被保険者に対して支給するものでございます。 

 次に、目８・特定入所者介護サービス費の４

億１７００万円は、施設に入所する低所得者の

方が一定の要件を満たす場合、居住費と食費に

ついて、所得等に応じて自己負担の限度額が設

けられておりまして、その限度額を超えた分を

保険給付するものでございます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 款３・地域支援事業費、項１・介護予防・日

常生活支援総合事業費、目１・介護予防・生活

支援サービス事業費の２億６６１０万円は、市

町村が地域の実情に応じ介護予防や日常生活支

援に係る多様なサービスを提供する事業で、要

支援１または２の認定を受けた方や生活機能の

低下が認められる方が利用する訪問型サービス

事業、通所型サービス事業に要する経費が主な

ものでございます。 

 次に、目２・一般介護予防事業費の３３５０

万５０００円は、全ての高齢者を対象にできる

限り健康な状態を維持できるようにすることを

目的とした事業で、コミュニティセンター等で

介護予防と体力づくりを行うやつしろ元気体操

教室や、地域の公民館等で生きがいづくり、健

康づくり、仲間づくりを行ういきいきサロンな
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どの開催に係る委託料が主なものでございます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 項２・包括的支援事業・任意事業費、目１・

包括的支援事業費の１億９１７９万５０００円

は、市内６か所に設置しております地域包括支

援センターの運営委託事業費などで、目２・任

意事業費の３６８６万８０００円は、緊急通報

装置を利用した安心相談確保事業や配食サービ

スを行う食の自立支援事業などが主なものでご

ざいます。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 上段の表、款４・基金積立金、項１・目１・

基金積立金の１０００万円は、介護給付費準備

基金の預金利子を積み立てるもので、下段の表、

款５・諸支出金、項１、目１・償還金及び還付

加算金の５６３万円は、第１号被保険者から徴

収した保険料の過年度分の還付金の支出に充て

るものでございます。 

 以上が歳出の説明になります。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、６ページをお願いいたしま

す。 

 ２、歳入でございます。 

 主なものについて御説明いたします。 

 上の表の款１・保険料、項１・介護保険料、

目１・第１号被保険者保険料に２６億３３４７

万９０００円を計上しております。節１・現年

度分特別徴収保険料は、年金から天引きされる

もので、節２・現年度分普通徴収保険料は、納

付書や口座振替にて納付していただくものにな

ります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の表、款４・支払基金交付金、項１・支

払基金交付金の４１億８１０２万９０００円は、

４０歳から６４歳までの医療保険に加入されて

る方の第２号被保険者保険料について、歳出の

保険給付費等の一部が社会保険診療報酬支払基

金から交付されるものでございます。 

 下段の表、款５・国庫支出金、項１・国庫負

担金、目１・介護給付費負担金２７億８４６８

万６０００円は、歳出の保険給付費の一部を国

が負担するものでございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 上の表の項２・国庫補助金、目１・調整交付

金、目２・地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）、目３・同交付金（包括

的支援事業・任意事業）などや、下の表、款

６・県支出金、項１・県負担金、目１・介護給

付費負担金は、歳出の保険給付費や地域支援事

業費の一部を国と県が補助及び負担するもので

ございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上の表、項２・県補助金、目１・地域支援事

業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

目２・同交付金（包括的支援事業・任意事業）

は、地域支援事業費の一部を県が補助するもの

でございます。 

 次に、１０ページをお願いいたします。 

 款８・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

は、歳出の保険給付費等に対する市の負担分や

職員経費などを一般会計から繰り入れるもので

ございます。 

 以上で議案第１０号・令和８年度八代市介護

保険特別会計予算の説明を終わります。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑、ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 全体的に介護給付費、

利用者数も増えてるんだと思うんですけど、介

護度の内訳っていうのはどんな感じになってる

んでしょうか。 

○介護保険課長（山村 悟君） 全体の介護度

の内訳ですが、人数で申しますと、令和６年１

２月と令和７年１２月の比較で申し上げたいと

思います。令和６年１２月で要介護５が７１８
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名、要介護４が１２６０名、要介護３が１２８

９名、要介護２が１５１７名、要介護１が１４

０６名、要支援２が１４７０名、要支援１が７

９３名、これが令和６年の１２月ということで

ございます。 

 令和７年の１２月でございますが、要介護５

が７５６名ということで３８名ほど増えていま

す。要介護４が１２９５名ということで、３５

名ほど増えてるというような形です。以下、要

介護３で１２５２名、要介護２で１５３４名、

要介護１で１３５３名、要支援２で１４４０名、

要支援１で７６７名ということで、令和６年１

２月の総計が８４５３、令和７年１２月が８３

９７と、こういう傾向で、年々若干減ってまし

たけども、微増傾向ということで推移している

ような状況です。 

○委員（橋本徳一郎君） 傾向を見せてもらう

と、最初に説明があったような形でね、（聴取

不能）、要介護度の高い方が若干増えてるとい

うこともありますよね。 

 いろんな支援とか予防活動なんかを見るとそ

ちらのほうも結構増えてるんですけど、その部

分でやはり介護度が上がるっていうのが、加齢

によるものなんでしょうけど、やっぱり介護保

険という目的で言うと、介護度を上げないって

いうのも一つありますよね。そういったものに

対しての評価っていうか、取組の評価っていう

か、そういうものはありますか。予防活動、き

ちんとできてるかどうかというのはという部分

は。 

○高齢者支援課長（成年後見支援センター所長

兼務）（上野 信君） 高齢者支援課の上野で

す。 

 介護度を上げない取組といいますと大変難し

くなりますが、うちがやっております予防活動、

大きな柱としまして、やつしろ元気体操であっ

たり、筋力アップ教室、いきいきサロン、介護

予防教室、それに加えて短期予防というのをや

っておりますが、そこに参加された方の数字を

追っております。 

 これ、１か月間ということで取ってますので

大分ぶれはあるかと思いますが、７年の５月時

点の数字で言いますと、人数が、うちが参加者

って先ほど申しましたのが４０６名いらっしゃ

います。 

 それから、あと、後期高齢者なんですが、参

加者以外で２万３４９４名いらっしゃいますが、

統計してみますと、医療費は参加者が４万１０

３３円、参加者以外が８万５９４８円となって

おります。 

 介護給付にしますと、参加者が１万１１３３

円、参加者以外が４万１７９２円となっており

ます。 

 あと、介護認定率につきましても、参加者が

１７.２％、参加者以外が３０.６％というふう

になっております。 

 あと、慢性疾患につきましても少し見ており

ますが、高血圧の方、これは参加者が７９.

８％、参加者以外が８１.４％とそれほど変わ

らない数字となっておりますので、慢性疾患が

ある方も気をつけて意識的に参加していただい

ているものかなと思っております。 

 それから、糖尿病も参加者が５０.５％、参

加者以外が５２.７％とあまり変わっておりま

せん。 

 それから、認知のほうでいきますと、アルツ

ハイマー病の方、参加者が４.７％と、参加者

以外が１１.８％。血管性認知症というので、

参加者が４.４％、参加者以外が１４.６％とな

っておりますので、大変、私どもとしては、一

定の効果があっていると考えておりまして、よ

りたくさんの方に参加していただいて、こうい

う数字を統計を取りまして、持っていって皆様

に御紹介したいなと思っているところです。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 統計、詳しく出して
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いただいたんですけど、やっぱり慢性疾患には

やっぱ難しいかなって。（高齢者支援課長（成

年後見支援センター所長兼務）上野信君「そう

ですね」と呼ぶ）やっぱりね。あとは認知関係

の血管などは、取組でかなり予防できるってい

うふうなのが、やっぱ本当言われたとおり、周

知してしっかり活動に参加していただくという

のが大事かなというふうに思います。これ自体

がですね。ただ、介護保険自体がもう財源的に

厳しいところがあるじゃないですか。半分が保

険料というところ。そういった部分も、すいま

せん、意見になりますけど、国のほうに、もっ

と国から負担していただくように、要求は必要

だと思いますね。お願いします。 

○委員長（山本敬晃君） 意見でお願いします。 

 ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 介護保険制度について

は、様々なサービスがございます。その中にお

いて、ちょっと違った視点で見ると、介護の人

材不足というのが非常に全国的にもあるんです

けども、本市にとってもその介護事業所もしく

は人材の確保という部分を、今、どのような状

況になっているのか。足りているのか、足りて

ないのか、今のままでいいのか、今後不足する

のか、その辺の認識をお聞かせいただければと

思います。 

○介護保険課長（山村 悟君） 今現在、おっ

しゃられますとおり、やはり人材不足というの

は、今後大きな問題かと思います。それは、介

護に限らず全職種だと思います。 

 現在のところでいくと、少し人手がというこ

とで事業所あたりからお声は聞きますが、切迫

したようなところではございません。 

 ただし、やはり高年齢化が進んでらっしゃる。

新しい方はやはりなかなかいらっしゃらない。

介護のほうの有効求人倍率が全国で大体４.２

倍と、全職種で１.１倍ということですので、

かなりやはり人気がないと。 

 私どもとしましても、もう介護人材の不足と

いうのは、今後の介護保険制度で大きな問題と

いうことで認識はしておるものの、やはりこれ

はもう全国的な大きな問題でございまして、や

はり介護人材を確保するためには、今いらっし

ゃる方を定着させることと新しい方を採用する

こと。 

 先日、そういう、今、生産性向上あたりのセ

ミナーが介護業界でよくあるんですが、そこで

お話聞いたところだと、やはり定着させるのが

まず一番大事ですよと。定着させるには何が必

要ですかということで、一般的なほかの職種と

一緒で給料が高いことである。休みが取れるこ

と、仕事が楽なことというような形でございま

す。 

 今、市のほうでできることで少しお手伝いさ

せていただいてますのが、６月に補正予算でさ

せていただいたケアプランデータ連携システム

ということで、事務を改善すると。そういう流

れからして、最近、事業所のほうでＡＩを活用

して事務作業を少し軽減されているというよう

なお話も聞きます。 

 全国的な話題でも、２０２６年がフィジカル

ＡＩの元年っていうようなニュースもありまし

て、今後やはり介護業界、医療業界あたりでは、

やはりそういったほうの活用も含めて課題を解

決していくということになろうかと考えており

ます。 

○委員（堀口 晃君） もう本当御丁寧な回答、

ありがとうございました。 

 いずれにしろ、人材の確保というのは非常に

難しいっていうところがあると思いますんので、

努力していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見でよろしいです

かね。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 
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○委員（橋本徳一郎君） 人材の件で、実際に

ケアプラン作成するケアマネジャーとかは年齢

層がだんだん上がってきてるんじゃないかなと

いうふうに思うんですけど、そちらの人材確保

とかは大丈夫なんでしょうか。 

○介護保険課長（山村 悟君） 今おっしゃい

ますとおり、ケアマネジャーさんの年齢層がも

う４０代以上とか５０代以上、今、介護保険が

始まりましてちょうど２５年なんですが、私、

ちょうど始まるときおりましたが、その頃いら

っしゃった方がまだずっと主力としていらっし

ゃるような形ですので、今後、後進の育成です

とかそういうのも課題かと思います。 

 今後、国のほうでもケアマネジャーさんのこ

の資格の更新ですとか、そういったのを少し緩

和しようというところで、今、話はあってると

いうところで承知しております。 

○委員（橋本徳一郎君） ケアマネについては、

実際の介護現場でも、過去、その加算の対象に

はなってなかったということもありますので、

そういう付近の優遇というか、ちょっと配慮も

必要じゃないかなというふうに思うんですよ。

こういう要望も出していっていただきたいと思

います。 

○介護保険課長（山村 悟君） 今おっしゃら

れましたケアマネさんの加算のほうが、今度の

令和８年度の報酬の臨時改定で、加算がやっと

つくような形になっております。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０号・令和８年度八代市介護保険特

別会計予算については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１２号・令和８年度八代市診療所特別

会計予算 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２

号・令和８年度八代市診療所特別会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉

政策課の福田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 議案第１２号・令和８年度八代市診療所特別

会計予算につきまして御説明いたします。 

 失礼しまして着座にて説明をさせていただき

ます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 令和８年

度八代市診療所特別会計予算書の１ページを御

覧ください。 

 第１条として記載しておりますように、歳入

歳出予算で歳入歳出予算の総額をそれぞれ９２

０４万４０００円としております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書の１、総括でござ

いますが、歳入歳出それぞれ前年度比３５３万

３０００円の減額となっております。 

 内容につきましては、歳出予算から御説明い

たします。 

 ページ飛びまして、９ページをお願いいたし

ます。 

 ３、歳出の款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費は７５７８万６０００円で、
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前年度比２６５万８０００円の減となっており

ます。 

 一番右側の説明欄を御覧ください。 

 説明欄の上から２つ目の椎原診療所一般管理

事業３０１１万８０００円は、泉町にあります

市立のへき地診療所のうち、五家荘地域に開設

しております椎原診療所の運営に要する経費で

ございます。 

 椎原診療所につきましては、令和４年度以降、

自治医科大卒医師の派遣がかなわない状況とな

っており、熊本労災病院、熊本総合病院、八代

北部地域医療センター、熊本整形外科病院の４

病院から交代で医師を派遣いただき、週３日の

診療と併せて訪問看護を週１日行う体制といた

しております。 

 経費の内訳の主なものとしましては、医師派

遣委託料１２４９万７０００円、会計年度任用

職員の看護師１名分の報酬２５３万４０００円、

患者送迎業務委託料１７０万６０００円、医師

送迎委託料１３２万６０００円、受付業務委託

料１０９万７０００円、診療報酬請求事務委託

料９２万８０００円などがございます。 

 説明欄１つ下の下岳診療所一般管理事業２０

６６万３０００円は、同じく泉町にあります下

岳診療所の運営に要する経費で、主なものは、

八代郡市医師会への診療業務委託１７７５万７

０００円などがございます。 

 次の歯科診療所一般管理事業２４９万３００

０円は、泉町柿迫地区にあります泉歯科診療所

の運営に要する経費で、主なものは、八代歯科

医師会への診療業務委託料２３９万１０００円

でございます。 

 次の坂本診療所一般管理事業２２１２万１０

００円は、今月、坂本支所内に開設をしました

坂本診療所の運営に要する経費でございます。 

 坂本診療所につきましては、八代郡市医師会

から医師の派遣をいただき、毎週火曜日と木曜

日の週２日の午後に内科の診療を行う体制とい

たしております。 

 経費の内訳の主なものとしましては、診療所

業務委託料１５３０万円、オンライン服薬指

導・薬剤配送業務委託料４８６万９０００円な

どがございます。 

 次の目２・医療費は１４８５万７０００円で、

前年度比１３３万９０００円の減となっており

ます。これは、各診療所で使用する医薬品や医

薬材料、血液検査や歯科技工の委託に要する経

費でございまして、内訳としましては、椎原診

療所７００万円、下岳診療所５７６万７０００

円、歯科診療所１８万円、坂本診療所１９１万

円となっております。 

 １０ページをお願いいたします。 

 款２、項１・公債費、目１・元金は１２６万

２０００円で、前年度比３５万１０００円の増

となっております。これは、これまでに医療機

器の購入などで借り入れた起債の償還元金でご

ざいます。 

 次の目２・利子は１３万９０００円で、前年

度比１１万３０００円の増となっております。

これは起債の償還利子でございます。 

 償還元金、償還利子ともに増額している理由

でございますが、元金につきましては、令和６

年度の椎原診療所におけるレセプトソフト及び

電子カルテ購入に係る起債元金の償還が令和８

年度から始まるためでして、また、利子につき

ましては、坂本診療所開設のための医療機器な

どの整備に係る利子償還が令和８年度から始ま

るため増額しているものでございます。 

 以上が歳出予算でございます。 

 続きまして、歳入予算の御説明をいたします。 

 お戻りいただきまして、６ページをお願いい

たします。 

 ２、歳入の上の表、款１・診療所事業収入、

項１・診療収入、目１・保険収入は２３９５万

２０００円で、前年度比２７４万２０００円の

増となっております。これは、医療保険から支
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払われる診療報酬で、内訳としましては、椎原

診療所で８５０万円、下岳診療所で８００万円、

歯科診療所で３１万６０００円、坂本診療所で

７１３万６０００円を見込んでおります。増額

の主な理由としましては、今月開設しました坂

本診療所の年度を通した保険収入を見込んだこ

とによるものでございます。 

 次の目２・一部負担金収入３８９万１０００

円は医療費の個人負担分で、前年度比３５万１

０００円の増としております。 

 次の目３・その他診療収入１１５万６０００

円は、予防接種に伴う収入で、前年度比３９万

１０００円の増としております。 

 真ん中の表、款２・使用料及び手数料、項

１・使用料、目１・診療所使用料は１３万５０

００円でございます。主なものは、下岳診療所

の診療に従事する医師などが休憩所として使用

しております診療所に隣接する建物の使用料収

入１３万２０００円でございます。 

 下の表、項２・手数料、目１・診療所手数料

は６６万円で、前年度比２４万９０００円の増

となっております。これは、診断書の作成手数

料や健康診断に係る手数料収入で、椎原診療所

が３０万円、下岳診療所が１５万円、坂本診療

所２１万円を見込んでおります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上の表、款３・県支出金、項１・県補助金、

目１・へき地診療所県補助金は１８３５万２０

００円で、前年度比１３８万１０００円の増と

なっております。その右側にございます節１・

へき地診療所運営費補助金１７６１万８０００

円は、採算性が低いへき地診療所の運営費に対

する補助金で、補助率が３分の２となっており

ます。内訳は、椎原診療所が９７４万２０００

円、下岳診療所が６３２万２０００円、歯科診

療所が１５５万４０００円としております。そ

の下の節２・へき地患者輸送車運行支援事業補

助金３８万２０００円は、椎原診療所で運行し

ております患者輸送車の運行経費に係る補助金

で、補助率２分の１でございます。次の節３・

医療施設等整備費補助金３５万２０００円は、

下岳診療所におけるレセプトソフトのクラウド

版の購入に係る補助金で、補助率２分の１でご

ざいます。 

 真ん中の表、款４・繰入金、項１、目１・一

般会計繰入金は４３５６万６０００円で、前年

度比１０４４万１０００円の増となっておりま

す。これは、各診療所の運営における収支不足

分を一般会計から繰り入れるものでして、内訳

としましては、椎原診療所が１７７６万２００

０円、下岳診療所が９６０万７０００円、歯科

診療所が７８万５０００円、坂本診療所が１５

４１万２０００円でございます。増額の主な理

由としましては、坂本診療所の開設に伴う繰入

れ増を見込んだところによるものでございます。 

 下の表、款５、項１、目１・繰越金は１００

０円でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上の表、款６・諸収入、項１、目１・雑入は

３万１０００円で、前年度比９８万８０００円

の減となっております。減額の理由としまして

は、令和７年度予算におきましてインボイス制

度の制度開始に伴う消費税の還付を見込んだ予

算計上を行っていたことによるものです。 

 最後に、下の表、款７、項１、市債、目１・

診療所事業債で３０万円を計上しております。

これは、先ほど下岳診療所におけるレセプトソ

フトのクラウド版の購入に要する経費の借入金

で、経費から補助率の２分の１の県補助金を差

し引きました額に充当するものでございます。

起債のメニューは過疎債になります。充当率は

１００％で、交付税算入割合が７０％となって

おります。 

 なお、３ページの第２表、地方債におきまし

て、こちらの起債の限度額３０万円を設定して

いるところでございます。 
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 以上で議案第１２号・令和８年度八代市診療

所特別会計予算の説明を終わります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 詳細に口頭で説明し

ていただいたんですが、これ、表とかつけても

らえませんか。診療所ごとに患者数だとか、年

間の診療日数だとか、そういったものがないと

ちょっと整理できないなというふうに印象があ

りますので、ぜひそこは要望でお願いします。 

 あと、診療所の収入が坂本で７１３万円とい

うふうにあったんですが、実際それだけの収入

が見込めるのかなっていうのがあるんですが、

そこはどういう計算でされてますか。 

 補足で言うと、通常、予算立てるときに患者

数と日当点、その日の大体その点数、１件、何

件とか、それの診療日数で月の収入を計算する

んです。そういう計算式がどこかにあると思う

んですけど、そういうのがないんだったら後で

も一緒に出していただければ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 診療科の

歳入のシミュレーションをしておりますのが保

険収入で、国保が１日当たりの患者数が約１６

人、開設日当たりの患者数が１６人としており

まして、そこで計算をしましたところ、国保で

の保険収入が１人当たりの報酬掛ける１６００

人というふうに計算をしまして、１人当たりの

報酬を５３８６円として一応シミュレーション

をしたところでございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） いや、それにちょっ

と関連して。 

 １６００人、年間っていうことですよね。そ

れだけの目算があるのかどうかっていうのを教

えてもらいたいんですけど。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 坂本診療

所開設をしまして、主な患者の方っていうのが、

現在まで医療ＭａａＳのほうで巡回診療させて

いただいた方と、あと、峯苫医院さんのほうで

巡回診療されてた方が主な対象の方になるかと

思ってるところでございます。それにプラスア

ルファ、風邪を引かれたとか、そういったこと

で来院をされる方がいらっしゃると思いますが、

それらを一応勘案して１日当たり１６人という

ところで試算したところでございます。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） これ、別の委員会で

だと思うんですけど、この開設に当たっての費

用というのは災害のほうの特別委員会で審査し

たということなんですかね。（｢そのようにな

っております」と呼ぶ者あり） 

 分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 健康福祉部、䭜田です。 

 開設につきましては、令和８年の３月が開設

でしたので、令和７年度予算ということで、昨

年度、こちらの文教福祉委員会で特別会計とい

うことで御審議いただいたかなと思っておりま

す。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 開設は令和８年３月ですね、今月だっ

たのですが。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 前々から言ってると

ころなんですが、医師の確保という点ですね。

もうこれだけ、泉に３か所、坂本に１か所、八



 

－75－

代市が運営している診療所があるわけですので、

せめて１人なり、理想を言えば２人はいて、市

が独自に医師を確保して運営するっていうのが

必要じゃないかなというふうに思いますので、

もう安定して運営するっていう部分で考えても、

含めて医師確保をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２号・令和８年度八代市診療所特別

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第２４号・財産の取得の変更について

（中学校教師用教科書、指導書及びデジタル教

科書） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第２４号・中学校教師用教科書、指導書

及びデジタル教科書に係る財産の取得の変更に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○学校教育課長（加賀真一君） 学校教育課、

加賀でございます。皆さん、こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、議案書２５ページ、議案第２４

号・財産の取得の変更について説明をいたしま

す。 

 着座にて説明いたします。 

 まず、１、取得する財産、これは中学校教師

用教科書、指導書及びデジタル教科書でござい

ます。 

 次に、２、取得予定価格は、変更前は５７１

８万３７１６円、変更後は５２２５万６９８４

円でございます。 

 次に、３、契約の相手方は、合名会社庄野学

生堂及び合名会社庄野学生堂八代店でございま

す。 

 今回の変更点は、２、取得予定価格のみでご

ざいます。変更の主な要因は、学級数の減少や

教科書注文数の減少などによるものでございま

す。 

 最後に、提案理由でございますが、議会の議

決を経た財産の取得について変更するには、八

代市有財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定により議会の議決を経る必要があるた

め、提案するものでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ以上で質疑

を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２４号・中学校教師用教科書、指導書

及びデジタル教科書に係る財産の取得の変更に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後５時０７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時２０分 開議） 
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◎議案第３４号・八代市千丁健康温泉センター

条例の廃止について 

○委員長（山本敬晃君） それでは、休憩前に

引き続き文教福祉委員会を再開いたします。 

 条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第３４号・八代市千丁健康温泉

センター条例の廃止についてを議題とし、説

明を求めます。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 委員の皆様には再びよろしくお願いい

たします。（｢よろしくお願いします」と呼ぶ

者あり） 

 議案第３４号・八代市千丁健康温泉センター

条例の廃止について御説明いたします。失礼し

て、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） こちらにつきましては、本会議におい

て西村議員、友枝議員から質問をいただき、ま

た、利用者の方から存続に関する嘆願書・要望

書をいただいております。 

 地元である千丁町の団体の役員の方々には直

接お会いして説明させていただいておりました

が、利用者の皆様の御意見を聞く場が不足して

いたため、急遽、先週３回の説明会を実施させ

ていただいたところです。 

 延べ１２６人の参加があり、存続を望む多く

のお声と、また一部には廃止もやむを得ないの

ではないかという両方の御意見を賜りました。 

 また、特に安全性確保のための改修の考え方、

範囲、金額に対する御意見なども多数いただい

たところです。 

 市長も３回のうち２回参加し、いろんな御意

見をいただいた上で、議員の皆様にも検討いた

だきたいと申しております。 

 それでは、本日は説明会の資料に基づき、福

田健康福祉政策課長から説明をさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 健康福祉

政策課の福田でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 議案第３４号・八代市千丁健康温泉センター

条例の廃止につきまして説明をいたします。失

礼しまして、着座にて説明をさせていただきま

す。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 議案書の

ほうは５３ページから５４ページでございます

が、失礼ながら本日、机上にて配付をさせてい

ただきました、右肩に令和８年３月１６日、文

教福祉委員会、議案第３４号、健康福祉政策課

と記載されている資料により御説明をいたしま

す。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 施設のこれまでの歩みについてでございます。 

 八代市千丁健康温泉センターは、今から３０

年前の１９９６年、平成８年に当時の旧千丁町

が整備した複合施設パトリア千丁として誕生い

たしました。当時はホールや会議室、デイサー

ビスなどを備えた地域の拠点としてスタートし

た施設でございます。 

 その後、平成１７年の市町村合併により、今

の八代市の施設となり、平成２９年には１階部

分で行っていた介護事業が民間へ移行したこと

に伴いまして、２階の温浴施設部分を独立させ、

現在の千丁健康温泉センターとして運営を再編

し、今日に至っております。 

 また、資料の下段に記載しております使用料

につきましては、消費税の増税に伴う値上げは

あったものの、大人４２０円、６５歳以上の方

や障害をお持ちの方、また、子供が３２０円と

いう、ほかの温浴施設よりも低料金で運営して

まいりました。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 ここには千丁健康温泉センターの平面図を載

せております。この平面図でもお分かりいただ

けますように、千丁健康温泉センターが入る建

物は、ホールを含む１階部分が八代市公民館と

して生涯学習などの業務や地域活動の場となっ

ており、千丁健康温泉センターは建物の２階の

一部で営業を行っております。１つの建屋に複

数の施設が入っている複合的な建物となってお

ります。 

 当該施設は長きにわたり皆様に愛されてまい

りましたが、年月が経過する中、施設の継続を

維持していく上で避けては通れない課題に直面

をしております。 

 それでは、順を追って御説明いたします。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 １つ目の課題は、老朽化に伴う安全性の限界

があります。 

 １、安全面での重大なトラブルから御説明い

たします。 

 まず、平成２３年に浴室において天井板の落

下事故が発生し、利用者１名が負傷しておりま

す。これは配管からの水漏れにより、天井を支

える基盤が腐食してしまったことが原因です。 

 事故後、直ちに休館し、周辺の点検を行い、

浴室全体の天井の張り替えを実施しました。ま

た、利用者に対して補償を行っております。 

 この改修には１０か月間の期間と工事費約２

７００万円を要しております。 

 また、令和５年には浴室内のボディーシャワ

ーにおきまして、利用者がやけどを負われた事

案も発生いたしました。原因を調査しましたと

ころ、お湯の温度を一定に保つための温度セン

サーが経年劣化によって故障したことが判明い

たしました。 

 本来であれば部品交換で済む話ではございま

すが、型式が古く、修理が不可能な状態にあり、

現在はやむを得ず、手動による温度調整という

対応を取っております。 

 こちらにつきましても、利用者に対する補償

を行っております。 

 このように人的な事故が発生をしております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 経年劣化によるトラブルも発生しております。 

 平成１５年には水の濁りと温度低下により約

４か月間休館いたしました。原因は掘削した井

戸の崩壊を防ぎ、浅い層の地下水の混入を遮断

する重要な保護パイプであるケーシングの亀裂

から泥水が流入したことによるもので、ケーシ

ングを二重にするための新たなケーシングの挿

入やポンプの再設置に約３５００万円の工事費

を要しております。 

 また、平成２５年には再び水の濁りと湯量の

低下が起き、今度は約１年４か月もの長期休館

を余儀なくされました。これも前回同様の亀裂

が原因で、ポンプの交換や設置位置の変更に約

４０００万円の費用がかかっております。 

 しかしながら、近年は温泉設備だけでなく、

建物そのものや機械室の劣化による問題も相次

いでおります。 

 令和２年には、モーターの破損により２階機

械室から漏水が発生し、１階会議室へ浸水する

事態となりました。このときは幸いにもけが人

はおらず、市の職員による清掃などで対応いた

しました。 

 また、同じく令和２年には更衣室において天

井板が落下する事故が発生いたしました。湿気

による金属の劣化が原因です。こちらもけが人

はおらず、休館日に補強して対応しております。 

 このほかにも、ここには記載しておりません

が、令和６年５月には温泉の温度を管理するヒ

ーターの故障により約１か月間休館、また、同

年１１月にはボイラーの不具合により５日間の

休館など、度重なる不具合などにより利用者の

皆様には大変御迷惑をおかけしているところで

す。 

 資料の５ページをお願いいたします。 
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 こちらには安全・安心な運営のために必要な

抜本的な不具合改善に係る改修工事の費用の内

訳を記載しております。 

 まず、公共施設の改修工事の考え方ですが、

公共施設は一般的に建築後７０年から８０年使

用することを想定されております。本市におき

ましても、公共施設の計画の中に施設を７０年

から８０年使用していくことを定めております。 

 公共施設を長く使うためには、その中間期間

である築３０年から４０年頃に大規模な改修を

行い、長寿命化を図る必要がございます。また、

設備機器などにつきましては、設置後１５年か

ら２０年が機器類の耐用年数となっていること

が多く、順次更新していくことも必要でござい

ます。 

 当該施設におきましても、建築後３０年を経

過するため、大規模な改修を行い、長寿命化を

図る必要がある時期に来ております。 

 表のほうを御覧ください。 

 まず、給湯設備等と給湯配管等の改修約１億

３４００万円でございます。これは壁の中や床

下を通っている配水管や給湯管を新しく入れ替

える費用で、お湯を沸かす巨大な給湯器である

ボイラーを２台、お湯を循環させて浴槽に送り

出す循環ポンプ１８台、そして熱を伝える熱交

換器を新しくします。また、電気設備や建物工

事では、照明のＬＥＤ化や非常灯の更新、さら

に長年の湿気で傷んだ床・壁・天井の張り替え

を行います。 

 次に、貯湯タンク約３３００万円ですが、こ

ちらは３階に設置してある汲み上げた温泉やお

湯を一時的にためておく巨大な水槽を現在のプ

ラスチック製のＦＲＰからよりさびにくく耐久

性の高いステンレス製のタンク２基へ更新をい

たします。 

 現在３階の機械室に設置してある２基のＦＲ

Ｐ製のタンクのメーカーによる耐用年数は１５

年ですが、既に３０年を経過しているため、更

新が必要です。 

 ３階の機械室の２基のタンクには合わせて３

０トンのお湯が入っており、仮に破損などが生

じた場合、浴室がある２階の天井が落下するな

ど、大きな事故になりかねません。 

 その下の源泉ポンプ約１億４００万円は、地

下深くから温泉を汲み上げるポンプの更新及び

ポンプ専用の電気設備や、これらを保護する建

物の屋根の改修を行う費用です。 

 次の空調改修約１億４４００万円は、浴場や

更衣室の湿気を取り除き、温度を調整する換

気・エアコン設備の改修で、室内機・室外機の

更新に加え、換気設備や配管をやり直します。 

 次のキュービクル（高圧受電設備）改修約９

５００万円は、施設全体に電気を配るための電

気の司令塔となる設備であり、ここが故障する

と、照明も空調もポンプも施設の動きがとまっ

てしまいます。電力会社からの高い電圧を施設

内で使えるよう変換する装置を更新します。 

 最後に、設計委託約１５００万円は、これら

複雑で大規模な工事を間違いなく安全に行うた

めの専門的な設計図書作成や計画費となってお

ります。 

 これらを全て合わせると、５億２０００万円

を超える多額の改修費が必要となり、安全を確

保し、存続するためには極めて大きな財政的な

負担となります。 

 また、こちらには記載しておりませんが、源

泉の深刻な状況も見られます。温泉の供給源で

ある源泉において、近年、温度の低下が顕著に

見られます。汲み上げ温度が１５度から２０度

程度と低いため、入浴に適した温度にするため

に多額の燃料費をかけて追い炊きをしなければ

ならず、運営コストを大きく押し上げておりま

す。 

 抜本的な解決のために、仮に現在と同じ１０

００メートルを超える深さの井戸を掘り直すと

すれば、先ほど御説明した改修費とは別に、さ
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らに多額の費用が必要になると思われます。 

 ２つ目の課題は、運営コストの悪化になりま

す。 

 資料の６ページを御覧ください。 

 平成８年度の開館当時には年間約１３万５０

００人の方に御利用いただいておりましたが、

令和６年度には約４万３０００人と、ピーク時

の３分の１までに落ち込んでおり、周辺の民間

温浴施設の開業などにより、年々減少傾向にあ

ります。 

 資料の７ページを御覧ください。ここには令

和２年度から令和６年度までの収支の状況を記

載しております。 

 表のほうを御覧ください。 

 本施設を運営するための決算額は、人件費や

昨今の燃料費・電気代の高騰などもあり、直近

の令和６年度では約４３００万円程度かかって

おります。 

 一方で、利用者からいただく入浴料などの収

入、特定財源は、令和６年度を見てみますと、

年間１４００万円程度にとどまっており、決算

額から特定財源を差し引いた額が表の一番下の

一般財源、いわゆる赤字額でございます。直近

の令和６年度では約３０００万円となっており、

多額の一般財源を投入して、何とか赤字分を埋

め合わせて営業を続けているのが実態でござい

ます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ここに福祉的要素の減少とございますが、前

身の千丁地域福祉保健センター（パトリア千丁）

の時代には、地域住民の保健福祉活動を図るこ

とを目的に、温浴施設の運営だけでなく、社会

福祉協議会によるデイサービス事業などの介護

事業が盛んに実施されておりました。 

 しかし、介護事業が民間事業者へ移行したこ

とにより、現在は温浴施設の運営のみとなって

おります。 

 最後に、９ページをお願いいたします。 

 今後の運営方針ですが、まずは施設や設備の

安全性の確保ができない以上、温泉施設の利用

を停止する必要があると考えております。 

 また、安全性を確保するためには、先ほど申

し上げたとおり、多額の費用負担が発生いたし

ます。 

 仮に改修を行った場合でも運営経費の増加が

経営を圧迫し続けることから継続は難しいと判

断し、温泉施設としての供用を廃止したいと考

えております。 

 温泉施設部分の利活用につきましては、まず

は公的な利活用の可能性を優先的に検討してま

いります。どのような形がベストか、検討を進

めてまいります。 

 また、２階の温泉センター以外の部分のホー

ルや会議室などにつきましては、今後も八代市

公民館としてこれまでどおり市民の皆様の交流

や学習、講演会など、様々な活動に御活用いた

だきます。 

 最後に、今後のスケジュールですが、本定例

会において本議案を可決いただいた場合は、６

月末までは通常どおり温浴施設の営業を行い、

その後６月末をもって千丁健康温泉センターの

供用廃止とする流れで予定をしております。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 説明会のほうをされた

ということで、延べ１２６人参加ということで

伺いました。 

 主な意見のほうを御披露されましたけど、ほ

かに主立った意見、どういったことがあったか

少しお聞きしたいと思いますけど。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 住民説明

会、３日間開催をさせていただきまして、主立

った意見としましては、やはり市のほうで、う

ちのほうから営繕課のほうに大規模改修の費用
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の試算をしていただいた５億２０００万円の額、

それと、業者のほうで費用回収に必要な額とし

て２億円を超えない額として提示された額、そ

この差額の大きい部分、そこについてのいろい

ろな意見が出まして。 

 ただ、この差が大きい部分といいますのが、

先ほど御説明をいたしましたように、公共施設

を長寿命化するに当たっては、７０年、８０年

使うに当たっては、建築後約３０年ぐらいの中

間のときに大規模な改修をして長寿命化をして、

より長く使える状況にする必要があると。一応、

計画にもそのような形で行っておりますので、

そういった部分で本当に必要な部分だけをされ

た改修の内容と、長寿命化を考えたところでの

大規模改修、そこでの金額の差の開きが出てき

ているものと考えております。 

○委員（野﨑伸也君） ほかに何かありました。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） ほかはや

はり長年親しまれた施設でございますので、毎

日入りに来られている方とか、そういった方か

らいろんな意見をいただきまして。例えば温泉

に入られて体の調子がよくなられたお話だった

り、地域のコミュニティーとして温泉の中でお

話をされるというところで、この施設はぜひ存

続していただきたいという御意見等もたくさん

いただいたところでございます。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） あと、改修費用だけじゃなくて、利用

料についても御意見をいただきました。利用者

を増やす努力をしたのか、また、利用料を上げ

て何とか収支を改善する方法はなかったのかと

いう御意見をいただきまして、そこに関しては

確かに積極的にＰＲはしてなかったなと思いま

した。 

 観光施設ではないものですから、いろんなＰ

Ｒというのが不足していたかなという反省がご

ざいます。 

 あと、利用料に関しましては、福祉に関する

施設ということで、消費税のみのアップという

ことで、赤字部分を埋め合わせるような大幅な

利用料金の値上げはしてこなかったところです。 

 また、あと民間譲渡のお話もいただきました。

他市の事例の中で改修費用をつけた上で無償譲

渡した例がありますということで、都城市や宮

崎市の例を御紹介いただきましたが、そちらに

ついては、私たちのほうでも調べていて、そこ

にはやっぱり改修費用というのを市が負担した

上で、改修した上でお渡しするというような内

容でした。 

 また、都城や宮崎の施設は建物が１つだけ、

温泉センターというような旅館であったり、温

泉施設であったり、建物が複合化のものではな

かったので、千丁健康温泉センターはやはり建

物が八代市公民館と一体型で一部ということで、

なかなか民間譲渡というのが困難であると考え

たところです。 

 また、改修してお渡ししたとしても、ランニ

ングコストで市が３０００万円出してる分を民

間で利用料収入だけでやっていくのは困難じゃ

ないかということで、民間譲渡については困難

であると判断していますというお答えをさせて

いただいたところです。（委員野﨑伸也君「分

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今回の部分については、

センターについては、長年市民の皆さんに親し

まれてるっていう状況があって、非常に市民の

関心も高いところだと思うんですよ。そこにお

いて、僕は八代市のやり方が間違ってたんだろ

うと思う。 

 まず、最初に住民の皆さん、利用者の皆さん

に意見を聞いて、今こういう状態なんだよって、

どうしたらいいかねというところからまず話を

して、煮詰めていただいて、そして、じゃあ、

今、健康増進の部分について、こういう代替施

設をつくりますよというふうなところを持って
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きてですよ、それから、この廃止条例を定例会

に出すっていうのは本来の在り方じゃないかな

と思うんです。もう本当、市民の皆さんに理解

をしていただいて。 

 最初からもう廃止っていうふうなところを最

初に言っといて、説明に行ったって、これ説明、

説得力も何もないんですよ。 

 ですから、今回ね、そこのところはちょっと

ボタンの掛け違いじゃないけども、今、説明い

ただいてね、内容的にはよく分かりましたよ。 

 ただ、もう少しね、慎重に例えば一部改修で

あったりとか、幾らかかりますよとか、そうす

ると今度は民間には、――行政の判断の中で民

間には何も委ねてないわけですよね。多分、複

合施設じゃない、向こうは複合施設である、こ

っちは違うというような部分の中においての違

いがある。 

 でも、それを民間の方々に投げかけて、そし

て、それをこういうことがありました、うちで

できますよなんていう、アドバイスとか提案と

かなんかもいただくこともできたわけですよ。 

 それを踏まえた上で、やっぱり廃止であった

りとかというようなところのね、部分を持って

くる必要があったんだろうと思う。 

 今回の場合にはもう最初から廃止、条例廃止

っていう部分で、６月にはもう閉めますよって

いうところを行政が決めてから動いてるけん、

おかしなことになってるんですよ。 

 これ厚生会館も一緒ですよ。もう壊しますよ

なんていうようなところからスタートしてるん

で。そこは言いませんけども。 

 だから、今回の場合には、私はもう少しね、

市民の意見もあるっていうことであるんでね、

もう少し調査・検討が私は必要だというふうに

思います。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見で。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど説明会の中で出

された意見って伺ったんですけれども、市のほ

うでの費用、改修費用の試算と提案されてるも

のがあって、それが大分大きな乖離があったと。 

 そこについてはどのような説明をされたのか

っていうことと、それで納得されたんですかね。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 一応、そ

の乖離の部分につきましては、やはり大規模改

修といっても長寿命化するためにいわゆる本当

に純然たる温泉施設部分だけではなくて、施設

は複合施設になっておりますので、どうしても

施設全体として、この大規模改修のときに、例

えばキュービクルとか、空調関係、こういった

のはそのときにもう施設全体含めて改修をする

ほうが後々のことを考えると経費的に安くなる

んですね。 

 わざわざそこの部分だけを分けて安くしたと

しても、５年、１０年先については、ほかの部

分、温泉施設以外の部分というところも改修が

必要になってくると。そういったところを考え

ると、後々も考えると、大規模改修として施設

全体として捉えて改修する部分、――もちろん

温泉センターの部分と施設全体として改修した

ほうがいい部分というのも含めたところでの試

算というところで御説明をさせていただいたと

ころです。 

 ですので、御納得いただけたかどうかは分か

らないんですが、なかなか市の公共施設の施設

の改修の在り方っていうのは、御説明は一生懸

命させていただいたところではございます。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） ただ、納得はされてないと思います。

やはり御意見の中でもこの資料も廃止ありきの

資料じゃないかというような御意見をいただい

て、もっといろんなことが考えられるんじゃな

いか。 

 あと、その改修についても、私たちのほうは

大規模改修ということで提案させていただいて。

提案といいますか、考えて、費用がこのぐらい
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という試算を出しましたけども、そうじゃない

方法があるんじゃないかという意見はいただき

ましたので、説明は聞いていただきましたが、

納得されたかと言われると、そこは納得はされ

ていないと考えております。 

○委員（野﨑伸也君） ちょっと伺ったところ

では、やはり今回の修繕費用というか、改修費

用については、庁舎内だけで試算して提案した

っていうところに何か不信感を持たれてるみた

いな話を私は大分聞いているんですよ。 

 そういったことがあるんで、よければ、民間

のところに投げかけて、何社か投げかけて、相

見積り取って、そういったものをやっぱ提案し

ていくとか、そういうのが必要じゃないかなと

いうふうには思ったところです。 

 もう１点、利用料とか収支の関係、話ありま

したけれども、ここが福祉施設っていうふうな

ことで安くしてるんですって話だったんですが、

もう先ほど説明でいけば、福祉施設としてのも

うていをなしてないみたいな話をされたんです

が、仮にこれが福祉施設じゃない場合は上げて

もいいんだろうというふうには思うんですけれ

ども。 

 あと、存続するとなると、やっぱり営業努力

が必要だろうというふうに思うんですよ。いろ

んな民間施設とかに行けば、シャンプーだった

り、リンスとかないとかというのもありますし、

そういったことも考えていくと、じゃあ利用料

金がこんぐらいで、とんとんで行けるとか行け

ないとか、そういう説明も必要じゃないかなと

思うんで、そういった別の資料というか、説明

の部分もやっていくべきじゃないかなというふ

うに思います。 

 あと、八代市内に結構、いっぱいほかにも商

業施設としてありますけれども、そういったと

ころも含めて、利用料についてはこういったと

ころとか、収支はこういった状況だというのも

比較検討したものもやっぱ出したほうがいいん

じゃないかなというふうには思います。 

 総じて、多分、今、同じような施設が市内に

はたくさんあるんで、本来であれば合併後にや

っぱりどうにかまとめていくっていう作業をし

なきゃいけなかったんですけど、それせずにこ

こまで来てるというのがやっぱ一番の問題じゃ

ないかなというふうには思いますよ。 

 すいません。意見でした。 

○委員（村川清則君） 同じような内容なんで

すけれども、私も昨日も近いといいますか、親

しい職員さんから大分言われました。厳しい財

政状況の中で残す厳しさというのも随分お聞き

いたしました。 

 でも、どうしてもこう説明会に行って聞いて

ますと、唐突感っていうのがどうしても拭えな

い。もう少し堀口委員が言われたように、やり

方があったんじゃないかなということも思いま

す。 

 でも、廃止の条例案が出ている以上、それを、

何というか、私どもは判断しなきゃいけないと

思ってます。 

 改修費の積算根拠とか、あるいは民間活力の

導入の可能性とか、あるいは廃止後の代替案と

か、まだ整理されてない課題というのが残って

ると思いますので。 

 でも、判断しなければならないということで、

今回は私としては同じ会派に地元の議員さんも

おられますので、私としては、申し訳ないです

けども、反対させていただきたいと思ってます。 

○委員長（山本敬晃君） 意見でよろしいです

かね。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） ちょっと細かいとこ

ろなんですが、キュービクルなんかは何年か前

の落雷で改修とかされてたような気がするんで

すけど、それもやっぱり併せてしなくてはいけ
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ないのかなっていう意見もあったんですよね。

その辺の判断はどうだったんでしょうか。 

○千丁支所地域振興課長補佐兼健康福祉係長

（藤澤智博君） 千丁支所の地域振興課の福祉

係の藤澤と申します。よろしくお願いします。 

 落雷で壊れたのは、要するに揚水ポンプ用の

キュービクルだけの設定になります。これはも

う別で千丁支所から電源をもらって動かしてる

キュービクルになります。 

 ですので、ちょっと違うんですけれども、こ

のキュービクルを修理するときに気づいたこと

がありまして、ちょっとポンプのほう、揚水ポ

ンプ、上げてるポンプのほうもやはり状況があ

まりよくなかったので、そのときに少し調整は

させてもらって、今、もってる状況です。 

 ですので、今、委員さんが言われたように、

別ルートのキュービクルというふうに考えてい

ただければと思います。 

 温泉自体は八代市公民館のキュービクルの中

に入ってますので、そちらで改修。温泉の揚水

ポンプに関してだけは別のキュービクルが１つ

ついてますので、それで今、運営させていただ

いてるということです。 

○委員（橋本徳一郎君） そういう細かい説明

をしていただけるとね、非常に納得できるとこ

ろなんですけど、やっぱりこれだけの資料だと、

やっぱ素直には受け止められないんだというこ

とですね。分かりました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。

質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（堀口 晃君） 今、私が申し上げまし

たように、村川委員も一緒なんですが、市民の

声を含めて、部長もね、市民の皆さん方に理解

を得られたとは思ってはいないというふうなお

話もあったことから、まだ十分な議論が尽くさ

れていないというふうなことを私は感じており

ます。 

 そこで、まだこれ調査とか検討を行うための

必要な時間が必要じゃないかっていうふうに、

調査とか検討を必要じゃないかと思いますんで、

この議案については、継続審査ということがで

きないかということを提案したいというふうに

思いますが、いかがですか。いかがですかって

いうか。 

○委員長（山本敬晃君） 意見のほかにまだ。

ほかに意見も、もし意見がまだあればちょっと

聞いてから。 

○委員（村川清則君） 条例案が出てるわけで、

議会としたら、やはりそれに白黒、賛否で決着

つけるっていうのが当たり前のことなんじゃな

いかと思います。 

 継続になると、何か責任というのが議会が持

つようになります。なると思うんです。 

 だから、やはり明確に意思表示をしたほうが、

一旦、その否決、私はしたいと思ってます。

（委員堀口晃君「なるほどですね」と呼ぶ） 

○委員（堀口 晃君） 当然、今、村川委員が

おっしゃるような形で賛成なのか、反対なのか

っていう部分が、白黒はっきりつけるっていう。 

 ただ、この部分については、まだまだ検討の

余地があるというような状況の中で、ひょっと

したらその継続審査というふうな部分ができや

せんかなというようなところで、今、御提案申

し上げたところでございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろと質疑させて

いただいて、まだその利用者の方については、

説明会に来られた方については納得されてない

という部分があるようだと私も思いましたし、

先ほど言いましたように、いろいろとまだまだ

すべきことがたくさんあるんじゃないかなと。

調査して説明すべき部分があるんじゃないかと。
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まだ説明が尽くされてないなというふうに思っ

てます。 

 そういった意味では、利用される方、――利

用されてない方もいらっしゃいます、市民の中

には。そういったことでいくと、我々としては

いろいろな部分で判断をしなきゃならないとい

うふうに思いますけれども、先ほど堀口委員が

言われたように、継続審査というのがあるんで

あれば、もう少し市の執行部の対応、――執行

部というか、職員さんの皆さんの対応というの

をちょっと確認した後に審議させていただきた

いなというふうに思います。継続審査で。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに御意見。（委

員村川清則君「できるんですか」と呼ぶ） 

 そうですね。採決の前に私、委員長のほうで

そういった御意見が今ありましたので、そうい

ったことについてはお諮りをすることができま

す。 

○委員（村川清則君） 継続にしたところでま

た３か月後、６月定例会で出てくるわけでしょ

う。次の９月定例会でも出てくる。 

 それよりも１年とか２年とかのスパンで、も

ちろんＰＲもする、経営努力というか、ＰＲも

する。そういう中で利用者数もこういう変化が

ありましたとか、そういうふうになるんであれ

ば、１年、２年のスパンでまた再度考えるとい

うのが、３か月よりもそっちのほうが妥当かと

思ってますけど。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに。 

○委員（野﨑伸也君） 私は先ほど継続でお話

しさせていただいたんですけども、仮に反対し

て、これをまた営業を続けるというふうになる。

なりませんよね。改修しなきゃいけないという

のがあるんで。 

 多分、その推移っていうか、どれだけ利用者

が増えるかとか増えないかっていうのは、また

大分先の話になってしまうんで、そこを見れな

いと思うんですよ。 

 ただ、今できるのは、先ほど言った足りない

部分をいかに資料を集約して、利用者の方に説

明するかっていうところかなというふうには思

ってますんで、取りあえず３か月間、６月まで

の予算というのは承認しましたんで。 

 それ以降、まだかかる可能性も私はあると思

うんですよ。そういった場合はまた補正予算で

６月に提案していただいて。 

 極端に言えば、６月で施設がもてるのかどう

かというのもあるんですけれども。もてるとい

うような判断があるのであれば、そこでまた補

正予算で若干延ばしていくような運営費も上げ

ていただければというふうには思ってます。 

 そういった意味ではやはりまずは継続審査の

ほうがいいんじゃないかなと私は思います。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに御意見があり

ませんので、継続審査を求める御意見がありま

したので、それでは、議案第３４号・八代市千

丁健康温泉センター条例の廃止については、今、

継続審査を求める意見がございますので、まず

継続審査についてお諮りいたします。 

 議案第３４号・八代市千丁健康温泉センター

条例の廃止については、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手多数と認め、本

案は継続審査とすることに決定いたしました。 

 それでは、執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員（村川清則君） 今、継続ということで

結論出ましたけれども、私が先ほど言った一旦

否決し、整理した情報を基に改めて議論するの

が妥当なんじゃないかということについては、

少数意見の留保ということでお願いしたいと思

います。 
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○委員長（山本敬晃君） ただいま村川委員か

ら少数意見を留保したいとのお申出がありまし

たが、留保には１人以上の賛成者を必要といた

します。 

 村川委員の少数意見留保に賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 賛成者１人以上であ

りますので、村川委員の意見は少数意見として

留保されました。 

 なお、少数意見報告書は速やかに委員長を経

て議長に提出願います。 

                              

◎議案第３５号・八代市老人憩いの家条例の一

部改正について 

○委員長（山本敬晃君） それでは、次に、議

案第３５号・八代市老人憩いの家条例の一部改

正についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 健康福祉

政策課の福田でございます。引き続きよろしく

お願いいたします。 

 議案第３５号・八代市老人憩いの家条例の一

部改正につきまして御説明いたします。失礼し

まして、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 議案書の

ほうは５５ページから５６ページでございます

が、別に配付しております、右肩に令和８年３

月１６日、文教福祉委員会、議案第３５号、健

康福祉政策課と記載されている資料により御説

明いたします。 

 説明に入ります前に、資料の訂正をお願いい

たします。資料の１ページの下段の施行期日に

米印で条例の廃止日と記載しておりますが、正

しくは施設の供用廃止日でした。訂正をお願い

いたします。大変失礼いたしました。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、市が設置する老人憩いの

家のうち、八代市五家荘憩いの家の供用を廃止

するに当たり、当該施設の設置・管理に関して

定める条例について、所要の改正を行うもので

す。 

 まず初めに、五家荘憩いの家の所在地などに

つきまして、資料２ページに掲載しております

ので、御覧ください。 

 泉町の管内図になりますが、中ほどに施設の

建物の全体写真を掲載しております。所在地と

しましては、泉町の椎原に位置しておりまして、

泉支所から二本杉経由で車で約１時間、３０キ

ロほどの場所で、近くに椎原診療所がございま

す。 

 資料１ページにお戻りください。 

 供用廃止の理由になりますが、五家荘憩いの

家は、九州電力五家荘発電所建設用宿舎として

昭和５６年に建設された建屋を市町村合併前の

泉村が譲渡を受け、介護関連事業に利用してき

たものでして、平成１７年８月の市町村合併後

においても、いきいきサロンや元気体操教室の

開催や敬老会などでの使用のほか、五家荘地区

の住民による会議などに利用されておりました。 

 しかしながら、建屋の腐食、カビの発生など

により、利用に耐え難い状況となりましたため、

令和元年１２月に地域住民の皆様に対する説明

会を開催し、翌令和２年２月から施設の利用を

休止しております。現在、利用休止から約６年

が経過しております。 

 施設の休止前に利用していたいきいきサロン

と元気体操教室につきましては、隣接する五家

荘デイサービスセンターふくじゅ草に場所を変

更し、敬老会と五家荘地区の住民による会議な

どにつきましては、近隣の振興センター五家荘

に変更されております。 

 このように利用休止から約６年が経過し、新

たな利用ニーズもありませんことから、今回、

条例の改正を行い、正式にその供用を廃止する
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ものでございます。 

 次に、条例の主な改正内容でございますが、

市が設置する老人憩いの家の名称及び位置を定

める別表第１と利用料を定める別表第２から、

それぞれ五家荘憩いの家の削除を行うものです。 

 最後に、条例改正の施行期日でございますが、

施設の供用廃止の日の令和８年４月１日として

おります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 何で６年間もほっとっ

たですか。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 令和８年

度に解体費用が予算上、提案することができま

して。（｢解体費用」と呼ぶ者あり）はい。解

体費用を今年度提案することができまして、も

うそれと同時に。 

 利用休止はしてまして、実際使えてない施設

でございました。今回、解体費用を予算計上す

ることができましたので、もうそこの正式に供

用廃止という形にさせていただきたいと思って

おります。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。何年も

多分、予算要求されて、なかなか通らなかった

けど、今回通りましたという話で理解いたしま

した。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 違うところで、もう今

ね、既にやってらっしゃるということで、令和

２年から休止を６年間もやってるっていう状況

があって、住民の皆さんにはもうこれは十分納

得いただいてるっていうふうに執行部のほうで

はお考えですか。そこを確認です。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 過去にこ

の五家荘憩いの家で開催されていた催物だった

り、会議等につきましては、もうすぐそこの近

隣のデイサービスセンターだったり、振興セン

ター五家荘のほうに移って開催をさせていただ

いております。 

 その後、ここの施設を利用したい、存続して

ほしいという御要望等々も伺っておりませんの

で、正式に供用廃止というふうにさせていただ

いたところでございます。 

○委員（堀口 晃君） この後の使い方につい

ては、何か今お考えはあるなら聞かせてくださ

い。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） ここの五

家荘憩いの家に隣接するところに五家荘デイサ

ービスセンターふくじゅ草というのが、もうす

ぐそこに隣接したところになります。ですので、

今回解体をしまして、そこはもう平地にする形

になります。 

 平地にした部分というところの具体的なその

後活用する策というのは、今のところはない状

況でございます。 

 危険遊具とかが近くにありまして、そういっ

たものも一体的に今回撤去をします。建物等も

腐食が激しくて、仮に大きな台風等が来ました

場合は、隣接するふくじゅ草のほうに何か被害

が出る可能性もございますので、撤去のほうを

させていただきたいと思っているところでござ

います。 

○委員（堀口 晃君） 跡地利用はないという

ことですね。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） はい。 

○委員（堀口 晃君） 了解しました。ありが

とうございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３５号・八代市老人憩いの家条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第３６号・八代市手話言語の普及及び障

がいの特性に応じたコミュニケーション手段の

利用の促進に関する条例の条例の制定について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第３６

号・八代市手話言語の普及及び障がいの特性に

応じたコミュニケーション手段の利用の促進に

関する条例の制定についてを議題とし、説明を

求めます。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 障がい者支援

課の吉村でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議案第３６号・八代市手話言語の

普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーシ

ョン手段の利用の促進に関する条例の制定につ

いて御説明をいたします。失礼いたしまして、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 議案書は５７

ページからになります。内容の説明につきまし

ては、配付しております、右肩に令和８年３月

１６日文教福祉委員会、議案第３６号関係資

料、健康福祉部障がい者支援課とあります資料

に沿って説明をさせていただきます。 

 まず、１、制定理由に記載しております背景

と趣旨でございます。 

 令和７年６月２５日に手話に関する施策の推

進に関する法律が施行されました。また、同１

１月にはデフリンピックが日本で初めて開催さ

れ、本市出身のアスリートの活躍もあるなど、

市民の手話への関心、重視する機運も高まって

いるところです。 

 八代市のろう者福祉協会等の関係団体からも

この条例の制定を望む声が上がっており、本市

においても、手話言語に対する尊重の姿勢を示

し、理解と利用を促進する好機と捉えておりま

す。 

 併せまして、障害の有無にかかわらず、必要

とする情報を取得し、意思の決定や円滑に意思

疎通が図られることは、互いの多様性を認め合

う共生社会の実現には必要不可欠であることか

ら、障害の特性に応じた多様なコミュニケーシ

ョン手段の利用を促進していくため、今回条例

を提案するものでございます。 

 ２、主な制度内容としましては、基本的理念

に関する事項、市の責務、市民及び事業所の役

割、基本的な施策に関する事項などです。 

 続きまして、条例の内容について御説明いた

します。 

 議案書の５８ページをお願いいたします。 

 本条例は、前文及び全８条の構成となってお

ります。 

 まず、前文は、手話が言語であることの認識

を深め、普及を図り、また、障がいの特性に応

じた多様なコミュニケーション手段の利用を進

めることで、障がいの有無にかかわらず、互い

を認め合い、安心して暮らせる地域社会を築く

ことを宣言するものとなります。 

 条文の内容について、具体的に説明いたしま

す。 

 第１条の目的としましては、手話言語の普及

と障がいの特性に応じた多様なコミュニケーシ

ョン手段の利用の促進に関する基本理念を定
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め、市の責務、市民及び事業者の役割を明らか

にし、市が推進する施策を定めることで、誰も

が安心して暮らせる共生社会の実現に寄与する

こととしています。 

 第２条では、ろう者、障がい者、事業者、障

がいの特性に応じたコミュニケーション手段の

用語を定義しております。 

 第３条の基本理念は、手話言語の普及や障が

いの特性に応じたコミュニケーション手段の利

用を促進するに当たり、まず、第１項で、障が

いの有無に関わりなく、人格や個性を尊重する

ことの重要性を認識すること。 

 第２項で、手話は独自の言語であり、ろう者

が日常生活又は社会生活を営むために大切に受

け継いできた文化的所産であることを認識する

こと。 

 第３項で、障がいの特性に応じたコミュニケ

ーション手段を障がい者自らが選択し、利用で

きることの重要性を理解しなければならないこ

とを定めています。 

 第４条から第６条までは、市の責務、市民及

び事業者の役割の規定です。 

 第４条は、市の責務として、基本理念に基づ

き施策を推進することと、合理的な配慮をする

こと。 

 第５条は、市民の役割として、基本理念を理

解し、施策に対する協力に努めること。 

 第６条は、事業者の役割として、市民同様、

基本理念を理解し、施策への協力に加えて、事

業における合理的配慮を提供することを規定し

ています。 

 事業者においては、令和６年４月から障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律にお

いて、合理的配慮の提供が義務化されたことに

伴うものとなります。 

 第７条に基本的な施策として、７号規定して

おります。 

 第１号で、手話言語への理解とコミュニケー

ション手段の普及に関する施策、第２号で、環

境整備を図るための施策、第３号で、情報提供

及び取得に関する施策、第４号で、支援者の人

材確保等に関する施策、第５号で、児童、保護

者等の支援に関する施策、第６号で、災害時の

情報取得の支援に関する施策、このほか第７号

で市長が必要と認める施策でございます。 

 最後に、施行期日は令和８年４月１日として

おります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 表題に手話及び障が

いに応じたっていう形になってるので、手話が

主に出てくるのは分かるんですけど、ほかの視

覚障害だとか、そういった形の部分の表現がな

いなっていうふうな印象を受けるんですね。 

 障害に応じたっていうところでずっと掲げて

いるとは思うんですけど、その具体的なところ

の表記は何か少しほしいなって印象があるんで

すけど、その辺はどうですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 条例案になり

ますが、条例案の定義の中で第４号になります。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段

というところで、手話だけではなくて、点字、

拡大文字、音訳、代読、代筆、触手話、指点字

――こういったものも含まれているということ

でございますので、こちらの部分をトータルで

考えていただきましたら、手話だけではないと

いうことを分かっていただけるかなというふう

に考えております。（委員橋本徳一郎君「分か

りました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 
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 意見がありましたらお願いします。 

○委員（堀口 晃君） 私も一般質問させてい

ただいて、本当に今回こういう提案をしていた

だいてありがたいなというふうに思っておると

ころです。 

 その中で、市長の答弁の中においても本条例

を単なる理念ではなく、実効性を伴ったものに

するには市民の理解と人材育成、そして、設備

導入、予算措置などトータル的に施策を進めて

いかなければならないというようなことをおっ

しゃってらっしゃいますので、もうぜひこのこ

とを念頭に置いて頑張っていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３６号・八代市手話言語の普及及び障

がいの特性に応じたコミュニケーション手段の

利用の促進に関する条例の制定については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） 執行部より発言の申

出があっておりますので、これを許可します。 

○こども未来課長（甲斐春一君） こども未来

課の甲斐でございます。 

 先ほどの予算審議の中で、婚活事業の中で、

センターの運営の運営費の内訳の中の賃借料に

つきまして、事務所の平米数であったり、賃借

料の内訳についての御質問がありましたので、

御報告のほうをさせていただければと思います。 

 まず、事務所の平米数におきましては、７３.

２６平米、坪数としましては、約２２.２坪と

いう形になります。 

 賃借料の１３２万円につきましては、こちら

は家賃とお客様も来られます駐車場代と事務所

の設置費を含めたところの金額になります。 

 以上、報告になります。 

                              

◎議案第３７号・八代市特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

○委員長（山本敬晃君） では、次に、議案第

３７号・八代市特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 改めまし

て、こども未来課の甲斐でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。失礼ですけれど

も、着座にて御説明をさせていただければと思

います。お願いします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（甲斐春一君） では、議案

第３７号・八代市特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について御

説明をさせていただきます。 

 議案書は６１ページから７２ページになりま

すが、お配りさせていただいております右肩に

議案第３７号関係とあります資料にて御説明の

ほうをさせていただければと思います。 

 まず、制定理由ですが、子ども・子育て支援

法に基づく乳児等通園支援事業の令和８年度か

らの実施に向け、事業者が給付を受けるための

要件となる運営に関する基準について、特定乳

児等通園支援事業の運営に関する基準に準じ、

所要の条例を制定するものでございます。 

 この乳児等通園支援事業といいますのは、１

２月定例会の本委員会のほうでも御説明をさせ

ていただきましたが、保護者の就労要件を問わ

ずに、０歳６か月から満３歳未満の未就園児が
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保育所等を月一定時間まで利用できる制度でご

ざいまして、通称こども誰でも通園制度と呼ば

れているものでございます。 

 次に、制定内容でございますが、資料に記載

しておりますとおり、事業を行う者が遵守すべ

き当該事業に係る運営に関する基準を定めるも

のでございます。 

 最後に、施行期日ですが、令和８年４月１日

から施行することとしております。 

 本事業につきましては、認可手続が終了し、

現在、開始の準備を進めているところです。参

考までに実施施設１０か所を資料に掲載させて

いただいております。 

 なお、児童を受け入れた施設に対します給付

につきましては、利用実績に応じて支給するこ

とというふうになっております。 

 説明は以上になります。御審議のほどどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 特定乳児っていうの

は、定義は何ですかね。特定乳児。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） 特定

乳児等通園支援事業なんですけれども、こちら

は市からこの乳児等通園支援事業の利用を認可

されたものという形になります。 

○委員（堀口 晃君） 言葉で言うと、特定乳

児というふうなものはどういうことですかって

いう。特定乳児とはどういう方のこと、どうい

う子供のこと、どういう児童のことでしょう。

特定乳児っていうのはどういうことでしょうか

って。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） この

特定乳児というところで言葉が切れるわけでは

ありませんで、特定乳児等通園支援事業という

事業でございます。 

 市から給付費のほうをお支払いをするための

事業として認められた事業ということで御理解

いただければと思います。 

○委員（堀口 晃君） その事業名は分かって

るんですよ。だから、特定乳児っていう部分は

言葉としてあるわけですから、どっか特別な乳

児なのかというふうな印象を受けるわけです

よ。 

 特定の、――普通の乳児と特定の乳児ってい

うやつがいるんではないかっていう、私は思っ

てるもんだけん、じゃあ特定の乳児っていうの

は誰、どんなことですか。普通乳児がいるなら

ば、特定乳児がいたりとかっていう、そんなこ

とをちょっとお聞きしてるんで、特定乳児とは

何だろうかということです。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） ちょ

っと別の事業で特定教育保育施設というのがあ

ります。こちらのほうも市から給付を受けるべ

き、市から保育の委託を受けて、子供さんを保

育などをするっていうものになります。 

 同じように特定の乳児がいるという解釈では

なくて、この特定の乳児等通園支援事業です

ね。というところで、市から認可を受けて、委

託を受けて、子供さんを受入れを行う事業所に

対して給付費をお支払いする、すいません、重

複しますけれどもですね。 

○委員（堀口 晃君） じゃあ、もう質問変え

ます。 

 じゃあ、その特定乳児等通園支援事業、これ

についてる市が把握している現在の対象者は何

名ぐらいいらっしゃいますか。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） 対象者

は４月１日の見込みでございます。対象者とい

たしましては、ゼロ歳児１６９名、１歳児１１

５名、２歳児が４１名、合計３２５名というこ

とで、この対象児童は見込んでおります。 

○委員（堀口 晃君） ３２５名いらっしゃる

っていうことで、じゃあ預かることのできる時

間帯。そして、認定こども園が２か所で、保育

所が８か所。この３２５人を預かることの時間
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帯とこの１０か所で賄うことができるかどう

か、この２点、お聞かせください。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） 今現

在４月１日の入所者数が、通常の保育園を利用

される方が決まってきまして、対象児童が３２

５名で、そのうち３０％程度の利用率を見込ん

でおりますので、１時間当たり１０名程度受入

れができれば、市全体でこの１０施設で１０名

程度受入れができれば、十分この事業が可能だ

と考えております。 

 この１０施設で１時間当たりの定員ですね。

定員っていうところでこちらが把握しておりま

すのが１時間当たり７０名程度受入れができま

すので、かなり十分対応が可能な数かと思いま

す。（委員堀口晃君「はい、分かりました。ど

うもありがとう」と呼ぶ） 

○委員（堀口 晃君） それで、先ほどからず

っと人手不足、人手不足っていうふうに言って

ますけども、保育士の方々も非常に減ってきて

る状況があって、その職員の確保という部分は

大丈夫なのかなというところ、ここをお聞かせ

ください。 

○こども未来課長（甲斐春一君） このこども

誰でも通園制度におきましては、一般型と余裕

活用型というところがございまして、一般型っ

ていうのは、もうその専門の人数を配置してと

いう形になるんですが、余裕活用型っていうの

が、実際の保育園の空きの中の範囲内で行って

もらうというようなところになりますので、そ

の園によって、そこを選んでいただいていると

いうような状況でございますので、この制度に

おきましては、職員の数っていうのは足りてい

るというような御理解でいいかと思います。

（委員堀口晃君「安心しました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終わります。意見がありましたらお願いし

ます。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３７号・八代市特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３８号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第３８

号・八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 議案第３８号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正について御説明させていただきます。失礼

しますが、着座にて御説明をさせていただきま

す。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 議案書のほ

うは７３ページから７６ページになりますが、

こちらのほうもお配りさせていただいておりま

す右肩に議案第３８号関係とあります資料にて

説明のほうをさせていただきたいと思います。 

 まず、改正理由でございますが、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改

正に伴い、当該基準等を参酌して定めることと

されている関係条例について、所要の改正を行

うものでございます。 
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 一部改正する条例につきましては、記載して

おります、まず、１つ目が、八代市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例。そして、八代市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例。そして、３つ目に、八代市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例。最後に、４つ目に、八代市乳児等通園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例、この４つの条例でございます。 

 次に、主な改正内容ですが、１つ目に、地域

限定保育士制度が一般制度化されましたことか

ら、各事業所に置かなければならないとされて

いる保育士について、地域限定保育士を追加す

るものでございます。 

 この地域限定保育士制度といいますのは、登

録した都道府県等においてのみ保育士としての

業務を行うことができ、登録後３年経過し、一

定の勤務経験がある場合には、通常の保育士と

して当該都道府県以外でも業務を行うことが可

能というような資格制度でございます。 

 ２つ目に、特例保育を行う事業者が当該特例

保育を行う事業所において、認可定員とは別に

事業における定員を設けて実施する一般型乳児

等通園支援事業を行う場合には、当該事業に係

る設備及び職員の基準を適用しないこととする

規定を追加するものでございます。 

 特例保育といいますのは、離島であったり、

その他の人口が少ない地域において、保育所を

利用するための保育の必要性の認定の規定によ

らず、柔軟に保育所を利用できるようにした特

例制度による保育のことで、本市には該当する

ものはございません。 

 ３つ目に、アナログ規制の見直しを行うもの

で、特定の記録媒体の使用義務を定めておりま

したものを媒体の種類を示さない形に改めるも

のでございます。 

 そのほか改正に伴いまして、条例内の字句の

整理のほうを行っております。 

 最後に、施行期日ですが、八代市乳児等通園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例のみ、令和８年４月１日から施行すること

としております。 

 その他の条例につきましては、公布の日から

施行することとしております。 

 説明は以上になります。御審議のほど、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第３８号・八代市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後６時３２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時３３分 開議） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、休憩前に

引き続き文教福祉委員会を再開いたします。 

 先ほどの議案第３４号・八代市千丁健康温泉

センター条例の廃止について、継続審査と決し

ました。 

 その後、村川委員より少数意見の留保の申出

があり、留保に１名以上の賛成者がありました

ので、少数意見の留保を認め、少数意見報告書
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の提出も申したところでございますが、事務局

が確認したところ、継続審査の申出に対して少

数意見を留保することができないと判明いたし

ました。 

 理由としては、継続審査の議決も委員会の意

思決定の１つですが、これは審査延長のための

議事手続の議決であります。 

 また、委員会報告書としてではなく、継続審

査の申出書として提出するため、少数意見を留

保することは認められていないとの見解でござ

います。 

 よって、先ほどの少数意見の留保及び少数意

見報告書の提出を撤回いたします。 

                              

◎議案第３９号・八代市国民健康保険財政調整

基金条例の一部改正について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第３９

号・八代市国民健康保険財政調整基金条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。よろしくお願い

いたします。 

 議案第３９号・八代市国民健康保険財政調整

基金条例の一部改正につきまして、恐縮でござ

いますが、着座し説明をいたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 議案書

は７７ページ、７８ページでございますが、説

明は右肩に令和８年３月１６日、文教福祉委員

会、議案第３９号、国保ねんきん課と表示をし

ました八代市国民健康保険財政調整基金条例の

一部を改正する条例の概要及び新旧対照表によ

り行います。よろしいでしょうか。（｢はい」

と呼ぶ者あり） 

 それでは、１ページ、概要を御覧ください。 

 まず、１、改正の趣旨です。 

 本条例は、国民健康保険財政調整基金の管理

及び運用等について規定をしております。本条

例中、国民健康保険財政調整基金の処分に関す

る規定について、過去、国民健康保険制度の改

正のときに実施すべきであったものが行われて

いなかったため、今般、実態に合わせて改正を

行うものでございます。 

 次に、２、改正の内容でございます。 

 条例第６条には、当該基金の処分、いわゆる

使用について規定をしてございます。枠囲みの

部分、――参考に記載をしておりますが、平成

３０年度の国民健康保険制度の改正において、

国民健康保険制度が抱える構造的な課題に対応

するため、都道府県も国民健康保険の保険者と

なりました。都道府県が財政運営の責任主体の

役割を担い、保険給付に必要な費用の全額を各

市町村に支払う方法になったため、第２号に掲

げる国民健康保険の給付財源等に不足を生じる

という事由が生じなくなりました。 

 次のページの新旧対照表の資料を御覧くださ

い。 

 これによりまして、基金の使途を本文中に記

載をするよう改め、同条各号を削る改正を行う

ものでございます。 

 最後に、３、施行期日は公布の日としてござ

います。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ以上で質疑

を終了します。意見がありましたらお願いしま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第３９号・八代市国民健康保険財政調整

基金条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第４０号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第４０

号・八代市国民健康保険税条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 引き続

きよろしくお願いいたします。 

 議案第４０号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正について、着座し説明をさせていただ

きます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 議案書

は７９ページ及び８０ページでございますが、

説明は右肩に令和８年３月１６日、文教福祉委

員会、議案第４０号、国保ねんきん課と表示を

しました八代市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の概要により行います。 

 なお、本件は昨年の市議会１２月定例会の文

教福祉委員会において、所管事務調査として報

告をしました本市国民健康保険税の基礎課税分

の世帯別平等割額を２０００円引き下げること

に係る条例の一部改正でございます。 

 まず、１、改正の趣旨です。 

 熊本県内市町村の国民健康保険料水準の統一

に向けた動向及び八代市国民健康保険特別会計

の決算状況に基づき、八代市国民健康保険運営

協議会からの答申を受け、令和８年度の本市国

民健康保険税の賦課基準額の一部を改正するも

のです。 

 次に、２、改正の内容でございます。 

 １点目、本条例第５条に、基礎課税額の世帯

別平等割額を定めております。現行２万２００

０円を２万円に改めます。それに伴い、特定世

帯と特定継続世帯の世帯別平等割額をそれぞれ

改正するものでございます。 

 この特定世帯及び特定継続世帯の説明は、概

要資料の２ページ目に記載をしてございます。 

 次に、２点目、本条例第２３条第１項に、所

得の低い世帯に対する基礎課税額の世帯別平等

割額から減額する額を規定しております。第５

条に定める額の改正に伴い、第１条のイ、これ

は７割軽減世帯です。次に、第２号のイ、こち

らが５割軽減世帯です。及び第３号のイ、こち

らは２割軽減世帯になります。それぞれにおけ

ます特定世帯、特定継続世帯、そして、それ以

外の世帯の減額する額を改めるものでございま

す。 

 最後に、議案書の８０ページにお戻りをいた

だきまして、附則第１項において、施行期日を

令和８年４月１日としております。 

 また、第２項において、本改正は令和８年度

以後の年度分について適用し、令和７年度分ま

でについては、従前の例によることとしており

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ以上で質疑

を終了します。意見がありましたらお願いしま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第４０号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 
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（執行部 退室） 

                              

◎議案第４１号・八代市立博物館未来の森ミュ

ージアム条例の一部改正について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第４１

号・八代市立博物館未来の森ミュージアム条例

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（田島良

洋君） お世話になります。博物館副館長の田

島でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第４１号・八代市立博物館未来の森ミュ

ージアム条例の一部改正について御説明いたし

ます。失礼して、着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（田島良

洋君） 資料の８１ページを御覧ください。 

 当館の常設展示観覧料は現在、一般３１０

円、大学・高校生２００円、中学生以下を無料

と定めており、これにより毎年多くの小・中学

生に社会科見学などを含めて御利用いただいて

おります。 

 一方、大学・高校生の年間入館者数は博物館

開館当初の１０年間で平均１４７０人であった

ものが、近年は平均３４０人と７７％も減少し

ております。 

 そこで、本年５月、博物館がリニューアル

し、再開館を迎えることを機に、常設展示観覧

料の無料範囲を高校生まで広げ、より多くの若

い世代が本市のすばらしい歴史や文化に触れる

機会を創出するため、条例を改正するもので

す。 

 では、改正内容でございます。 

 ８２ページを御覧ください。 

 条例第７条関係の別表中、「大学・高校生」

を「大学生」に改め、同表備考中の「中学生」

を「高校生」に改めるものです。 

 別添資料を御覧ください。 

 資料にありますとおり、博物館のプレオープ

ンを令和８年４月下旬に予定しておりますこと

から、条例施行日を同年４月１日とするもので

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） これ無料にしたら、入

館が多くなるっていう何かもくろみがあるんで

しょうか。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（田島良

洋君） 高校生以下を無料にし、ＰＲを各高校

に行うことで入館者数を増やしていきたいと考

えております。 

○委員（野﨑伸也君） 来るかどうかは分かん

ないんですけど、文化施設なんでもうけてくだ

さいっては言わないんですが、これ高校生２０

０円だったのを無料にするんであれば、一般を

上げるとかそういう考えはなかったんですか。 

 展示物をよくしたとか、内容をよくしたので

あれば、入館料を上げても私はいいと思うんで

すよ。見せるものがあれば人は来るんですか

ら。それであれば、高校生を無料にする代わり

に、一般を上げても私はいいと思いますよ。い

かがでしょう。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（田島良

洋君） 委員のお話でありますその入館者の一

般のほうの入館者料を値上げするということに

関しましては、それで一般の方々の入館者数が

減ってしまうおそれがあると考えまして、高校

生にまず入ってもらう、敷居を低くして、高校

生に博物館の魅力を知ってもらいたいというと

ころで、高校生のほうをできるだけ多くの方

に、八代市の宝を見ていただいて、誇りを持っ

ていただきたいと考えまして、今回提案したと
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ころでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりますよ。高校生

に来てほしいというのは分かるんですけど、先

ほど言ったように、これリニューアルしたんで

しょ、だって。見せたいものを、たくさん人を

呼び込むために、改修もして、かなりお金かけ

たじゃないですか。 

 であれば、自信持って、私は入館料を上げて

いいと思いますよ。できませんかね。 

○博物館未来の森ミュージアム審議員兼学芸係

長（山﨑 摂君） 山﨑と申します。よろしく

お願いします。 

 博物館の観覧料の設定については、特別展と

常設展示と２つございます。特別展について

は、かかった経費であるとか、その内容によっ

て、人が多く見込まれる場合は入館料をなるべ

く高く設定して、より多くの歳入を上げるよう

なという努力をこれまでかなりしてきたところ

でございます。 

 今回、無料化を図るところは常設展示の部分

でして、常設展、――通常、八代の博物館が持

っている館蔵品ですとか、そういったものが中

心になりますが、八代の歴史と文化を知るため

には欠かせない資料でありますことから、より

広くたくさんの子供たちに見てほしいというこ

とで常設展示の観覧料についての無料化を考え

たところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 子供とかの部分につい

ては全然問題ないんです、私も。一般の人につ

いては、やはり５００円でもいいと思うんです

けど。いかがですかね。 

 もう１回出し直してもらっても結構なんです

けど。 

○教育部長（田中智樹君） 委員おっしゃるこ

とも十分理解できるんですけども、県立の美術

館があります、県にはですね。あと、熊本市は

伝統工芸館とか、装飾古墳館とかもございます

けども、一応、一般の大体個人の一般の方々の

入館が２８０円とか２１０円とか、こういう世

界でございます。 

 今、説明がありましたように、今回、照明と

かエアコン、また、トイレ等の照明辺りとか設

備辺りを改修した関係で、新しい収蔵品につい

ては、先ほど副館長のほうからも説明があった

とおり、特別展示でその分の対価をいろいろ、

それに見合った入場料で取っていきたいなとい

うことで、今回は市内にたくさんおります高校

生に地元の芸術や文化をよく知っていただきた

いということで、今回、高校生を無料というこ

とで１回チャレンジさせていただきたいなと思

っております。よろしくお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 高校生以下の無料は全

然問題ない。今、説明あったように、他施設が

そういった状況だということであれば、八代市

はまだ割高なんですよという説明はいただけれ

ば納得できたかなというふうに思いますので。

ありがとうございました。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ以上で質疑

を終了します。意見がありましたらお願いしま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第４１号・八代市立博物館未来の森ミュ

ージアム条例の一部改正については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部退席をお願いします。 

（執行部 退室） 

                              

◎令和７年陳情第１３号・はりきゅう等施設利

用券について 
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○委員長（山本敬晃君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については、タブレット端末にて御確

認願います。 

 今回、当委員会に付託となっておりますのは、

継続審査の陳情１件及び新規の陳情１件です。 

 それでは、まず、令和７年陳情第１３号・は

りきゅう等施設利用券についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 本陳情について、御意見等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 以前、前回の審査の中

で他自治体の事例ということで御紹介いただい

てたんですけれども、八代市よりも充実されて

るところもあったりとか、それ以下だったりと

かっていろいろあったんですけれども、その八

代市よりも充実されてるところについて、なぜ

そういう充実されてるのかとか、そういったと

ころの話を聞きたいなというような話を前回し

てたと思うんですけれども、そういったところ

については今回お聞きできるんですかね。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま本件に関し

て、執行部に説明を求めるとの御意見が出まし

た。 

 本件について、執行部から説明を求めること

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることといたします。 

（執行部 入室） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件に関

し、執行部からの説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 八代市

以外の自治体におけるはりきゅうマッサージ助

成事業の状況について御報告を申し上げます。

着座にて説明いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） まず、

八代市と同規模といいますか、１４市の対象の

中におきまして、八代市が１回につき１０００

円、それから年間１５回という回数の部分にお

きましては、熊本市から申し上げますと、１回

につき１０００円を年間４５回。人吉市は制度

を廃止されてます。次に、荒尾市ですが、１世

帯につき３０回、水俣市が１人につき２０回で

すが、こちらは助成額は５００円。玉名市が１

世帯につき２０回、山鹿市は１人につき２０回、

菊池市は１世帯につき４０回、宇土市が１世帯

につき２０回、上天草市が１世帯につき２４回

で助成額が７００円、宇城市が１世帯につき１

５回、阿蘇市が１人につき２０回、天草市が１

世帯につき４０回、１回当たりの助成額が８０

０円、合志市が１世帯につき３０回。 

 ちなみに周辺の町でございまして、氷川町が

１人につき年間１０回ですが、助成額が１５０

０円、䭈北町が１世帯につき１０回で助成額は

同じでございます。 

 状況として申し上げますと、熊本市に関して

は決算時に、医療費も含めてですが、決算を補

填するための一般会計からの繰入れを行われて

からの事業運営をなされている状況でございま

す。他の自治体は特には八代市と運営状況等は

変わらないと見られます。 

 人吉市さんは、財政状況がやはり厳しかった

ということなので、令和３年度まで実施をされ

て、令和４年度以降を事業廃止というふうにさ

れている状況でございます。 

 特に、はりきゅうを実施することに対しての、

今、どれぐらいの利用希望があるかというふう

に、数字が集まらなかったので、この場では御

報告ができないことをお断り申し上げます。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について質疑、

御意見等はありませんか。よろしいですか。御

意見ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今、御紹介いただいた

ところの制度の内容なんですけれども、今回、
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陳情の中では、回数増やしてほしいっていうの

もあるんですけれども、家族間でのシェアもお

願いしたいという話が出てるんですよ。書いて

あるということなんですけど、他自治体でもそ

んな家族間でのシェアってできるんですか。世

帯、何かどっか、荒尾とか何かちょっとあった

ような気がしたんですけど。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 先ほど

他市の状況を御説明したときに、１世帯当たり

というふうに御説明をしたと思いますが、国保

世帯の中でこの家族単位で回数が上限が決めら

れてますので、世帯主さんとその配偶者さんと

でこの回数を分け合うという利用の仕方はあり

ますよと。 

 それを考えますと、八代市につきましては、

２世帯であれば、お一人につき１５回利用でき

るわけなので、お二人の世帯であれば３０回利

用できる形にはなります。 

 ただ、国保税の負担につきましては、世帯の

平等割というものもありますが、そのほかに個

人個人の均等割という賦課もございます。その

観点から申し上げて、家族間でその回数をシェ

アするということについて、使わない人の分を、

使う人が使用してしまうというところに、事務

局といいますか、担当課としましては、少し心

配を、公平性が保てるのかというところに心配

をしているところでございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 一つだけお尋ねなんで

すが、例えば今、１人１５回っていうふうに決

まってて、それが平等割とか均等割とかってい

うのが国保の中にあって。 

 これを例えば２０回に増やすとか、２５回に

増やすとか、そういう考え方は今、執行部のほ

うとしてはお持ちか、お持ちじゃないかってい

うのは。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） これは

令和６年度の実績の数字を申し上げますが、１

５枚を配布した利用状況というお話をいたした

いと思います。 

 令和６年度の実績におきまして、交付をした

人数につきましては、国保、それから高齢者、

――いわゆる７５歳以上を含めて２０００人の

方にこのはりきゅう券を交付をしております。

そのうち１５枚、１５回全部使った利用者は３

１６人、割合でいうと１６％です。 

 １人当たりの利用回数の平均を申し上げると、

１人につき６.１７回というのが状況でござい

ます。（委員堀口晃君「なるほど」と呼ぶ） 

 はりきゅう券の交付を受けたにもかかわらず、

１度も利用していない人も３９９人、２８％ほ

どもいらっしゃる。（委員堀口晃君「こっちが

多い」と呼ぶ） 

 このような状況の中で、その１５回が多いか

少ないかもそうなんですが、増やす必要がある

かどうかというところは少し考えるところでも

ありまして。 

 この事業を拡充する、規模を大きくするとな

ったときにそこに充てるべき費用、財源を保険

税に委ねなければならないということで、それ

を充てることが適当かどうかというところをま

た改めて考えなければいけないのかなというこ

とが行ってまいりますし、今度は高齢者、――

７５歳以上、後期高齢の対象の方になりますと、

完全に一般財源による実施となります。 

 そうなりますと、その規模が大きくなること

についてもやはり十分検討しなければいけない

かなと考えているところでございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

○委員（村川清則君） でも、逆に言ったら、

使いたい人は２０回でも。（委員堀口晃君「増

やしてほしいって」と呼ぶ）うちの奥さんあた

りはよく行くもんですから、月２回ぐらいは行

きたいなと常々申しておりますけれども。（委

員堀口晃君「２４回」と呼ぶ） 
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 でも、例えば２０回にしたところで１６％し

か、３１６人でしたか、利用者がいないという

ことであれば、逆に言ったら、回数を増やして

もあんまり予算的には変わらんのじゃないかと

いう気もしないでもないんですけど。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） その規

模を大きくすることの優位性は理解をするんで

すが、あと一つ、鍼灸、はりきゅうマッサージ

を利用することによって、これが健康のほうに

つながるのかどうかっていうところに関してが、

今のところ、いわゆる施術を受けた後は気持ち

がいい、楽になった気持ちがするというところ

で、専門的な見地からの解説の中においては、

健康につながるような明確な科学的な根拠がま

だ示されていないといいますか、医療行為にお

ける効果の部分とこの施術における効果の部分

を対等に評価していいかどうかというところは

ちょっと判断が悩ましいところかなというふう

に考えております。 

○委員（橋本徳一郎君） 今の話だとちょっと

医療とそのはりきゅうと、何か治療行為的にど

っちかなんか折衝するみたいなところが。どっ

ちかを受けると、はりきゅうを受けると、医療

行為が何か制限されるみたいな話に聞こえたん

ですけど、そういうのがあるんですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） そうい

うことではなくて、はりきゅうを受けることに

よって健康が改善されるという明確な根拠が示

されるのであれば、この保険料、保険税の負担

をもって、これを事業拡大して、医療費の抑制

とか健康増進とかというところに導かれるのか

なという気はするんですが、そこの部分がまだ

明確な根拠の部分が導き出されていないという

状況の中において、この回数を増やすというと

ころには、やはりもう少し検討しなければいけ

ない部分もあるのかなと考えているところです。 

 それとあと、利用実績の中において、１５回

では足らないという方々の割合というのはさほ

ど大きくないので、現状での事業規模でもよろ

しいのかなというような考え方を持っておりま

す。 

○委員（野﨑伸也君） 利用される方が非常に

少ないというような話だったんですけれども、

これ利用できる方に対するその周知っていうの

はどのようにされてるんですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） こちら

の利用券の交付が年度年度になりますので、年

度交付になりますので、既に取得をされてる方

につきましては、新年度、手続をする際には今

現在お持ちの利用券を持ってくると、手続が簡

単にできますよということで、翌年度につなが

るような実施方法を行っております。 

 そのほかに広報やつしろに折り込みで、国保

だよりというのを年に４回発行しているわけで

すが、そのうちの１回にこのはりきゅう助成事

業の紹介をさせていただいております。（委員

野﨑伸也君「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） では、なければ採決

になります。なければ、これより採決いたしま

す。（｢どうしましょうか」「うん、どうしま

すか」「意見ば述べてよかと」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、意見のほうに。御意見ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 陳情者の方の意図とす

れば、このマッサージ師会のほうから代表とし

て出されてるというようなことなんで、内容か

ら推測するにいっぱい来てほしいんだというこ

とだと思うんです。 

 ただ、先ほど今、御説明あったように、残念

ながらその利用者のほうが少ないということと、

利用しない人のほうがかなり多いというような

中で、予算をまた上げて、これに予算をつけて

いくっていうことは、やはり非常に、ほかでも

使える予算がもったいなくなってくると、余っ



 

－100－ 

てくれば、不用額となってくればもったいなく

なってくるというのがありますので、なかなか

これは難しいところかなというふうに思います。 

 ただ、この陳情者の意図を考えると、やはり

来てほしいんだと、また利用してほしいんだと、

利用してる人がいっぱい利用できる人がいるの

にっていう話だと思うんで、先ほどお聞きしま

したけれども、周知の方法っていうのをもう少

し充実させていただくということで、申し訳な

いんですけれども、私はこの陳情については、

もう審議未了でよろしいかなというふうには私

は思います。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま審議未了の

御意見ありましたが、ほかに御意見ありません

か。 

○委員（堀口 晃君） ここの願意というよう

なところを読み解くと、検討してほしいという

ことなんですよ。 

 要は、今、ここには例として１５回の部分を

家族でシェアできるとか、世帯ごとに６０から

１００回の部分が利用できないかっていう、こ

ういう例として挙げてあるだけであって、要は

発行する方法を検討していただきたいというの

がこの願意だろうと僕は思うんですよね。 

 検討する部分においては、先ほど村川委員が

おっしゃってたように、使った人たちが１６％、

３１６人というふうな部分。使ってないってい

う部分は３９９名。交付は２０００人にやって

るわけですよね。ということは、使ってない３

９９名の分を移動したって予算が増えるはずが

ない、増えないんじゃないかっていうことにな

ってくるんじゃないかなと思うんですよね。 

 であるならば、検討することは私はオーケー

だと思うんで、その願意を酌み取れば、採択し

てもいいんじゃないかなと僕は思いますけど。 

 何もこの６０回にしろとか、１００回しろと

かっていう話ではなくて、家族もシェアできる

ことをしろというようなことではない。要はこ

こで回数を、使い方をもう少し考えてほしいと

いう、こんなことなんで、私は採択してもいい

んじゃないかなと私は思います。 

○委員（村川清則君） 採択したところでこれ

が決定するわけじゃないですよね。担当課がま

た検討をすると。その結果、駄目なら、また駄

目だということで回答が来るということでしょ

う。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。

ほかにありませんか。 

 なければ、まず審議未了の御意見もありまし

たので、審議未了について、まずはお諮りをし

たいと思います。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中継続審査の申出を

しないこと並びに結論を得るに至らなかったこ

と、すなわち審議未了とするに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手少数と認め、本

件は審議未了としないことに決しました。 

 それでは、採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 本陳情については、採択と決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手多数と認め、本

件は採択とすることに決しました。 

 執行部は御退室をお願いします。 

（執行部 退室） 

○委員長（山本敬晃君） ただいま採択と決し

ました本陳情については、これを市長に送付の

上、その処理の経過並びに結果について報告を

求めることにいたしたいが、これに御異議あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎令和８年陳情第１号・屋内の遊び場設置につ

いて 

○委員長（山本敬晃君） 次に、令和８年陳情

第１号・屋内の遊び場設置についてを議題とし

ます。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（山本敬晃君） 本陳情について御意

見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ここに書いてあるね、

屋内施設は市内にはほとんどないっていうよう

な部分で、土日、祝日も含めてっていうような

ところが書いてある。僕は土日なんか無料で使

えるところはあるんじゃないかと思うんだけど、

ちょっと執行部に聞いていいですか。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま本件に関し

て執行部に説明を求めるとの御意見が出ました。 

 本件について、執行部から説明を求めること

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることといたします。 

（執行部 入室） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件に関

し、執行部からの説明を求めます。 

○こども未来課長（甲斐春一君） こども未来

課の甲斐でございます。失礼ですけれども、着

座にて御説明のほうをさせていただきたいと思

います。お願いします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（甲斐春一君） このたびの

陳情に対します担当部署としての見解というと

ころを述べさせていただきたいというふうに思

います。 

 現状といたしまして、無料で子育て中の親子

の方が気軽に集まって、安心して遊べる場所と

しましては、本市ではこどもプラザを２か所、

そして、地域子育て支援センターのほうを６か

所を地域の子育て支援の拠点として開設をして

おります。 

 御指摘のとおり、これらの施設は平日に開設

しておりまして、土日、祝日におきましては、

市内であれば大型ショッピングセンターなどの

有料施設のほうに限られるような状況でござい

ます。 

 陳情にございます䭈北町の総合コミュニティ

センターにつきましては、木のおもちゃなどで

遊べる子供の広場であったりとか、図書館、歴

史資料館展示室、あとコミセン施設として整備

されております複合施設でございまして、本市

の親子が子どもの広場を多く活用されているこ

とと、各種アンケートの調査などでも本市内に

同様の施設を求めるっていう声が多くあること

は我々としても承知をしているところでござい

ます。 

 しかしながら、今後、新たに御要望いただき

ました施設を整備するといった場合、利用に適

した改修コストであったりとか、設置後の維持

管理費の経費だったりとか、人件費といったと

ころでの、多くのランニングコストのほうが必

要になってくるということが容易に予測できま

すことから、施設の要否の判断につきましては、

慎重に進めるべきものであるというふうに考え

ております。 

 本市におきましては、現在、本市独自の施策

としまして、子育て世帯の経済的負担軽減であ

ったり、仕事と子育ての両立支援のためといた

しまして、保育料の完全無償化であったり、１

８歳までの子供の医療費の助成などといった、

また次年度以降は、給食費の一部負担等も検討

している状況であることから、限りある予算の

中で今後、人口減少であったり、少子化が進行
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する過程におきまして、今回の御提案のほうも

含めて、子育て世帯全体にとって有益な事業を

実施していく必要があるというふうに考えてお

ります。 

 また、現在、少子化対策であったり、地域活

性化という観点から、䭈北町、氷川町のほうと

定住自立圏を形成しておりまして、連携の主な

相互のサービスであったり、施設利用などを効

率的・効果的に活用していくことというふうに

されております。 

 限りある財源、少子・高齢化社会を見据えた

上で、資源の最適化っていうところを図るため

に、本市だけにとどまらずに、近隣の市町村も

含めた施設の有効活用というところを図ってい

くことも重要ではないかというところで考えて

おります。 

 また、仮に施設の設置を検討する場合におき

ましても、公共施設の建て替えなど、そういっ

たときに伴いまして、複合化のタイミングなど

に併せて検討を行う必要もあるかなというふう

にも考えております。 

 また、ありましたように、幼稚園の跡地利用

のほうにつきましては、現在、利活用の方策の

ほうも検討中でありますことから、いただいた

要望も含めまして、担当部署との情報共有を図

りながら検討を進めていきたいというふうに考

えております。 

 最後に、全天候型の遊興施設の設置につきま

しては、各種アンケートなどでも、先ほども申

しましたが、多く御要望をいただいております。

市民のニーズも高いものというところでは認識

もさせていただいております。 

 新たな施設の設置につきましては、御説明い

たしました内容であったり、将来的な負担も含

めて、慎重に検討を進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件につ

いて質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今、もうまさしく答え

をおっしゃったような気がするんですけどね。 

 今後、検討を進めていくっていうお話ですか

ら、既存の施設の利活用を検討していただきた

いということだけ。もうしますよというような、

何かね、お話をされたような気がするんですけ

ども。 

 それと、それも一つ。それともう一つ、今、

無料で遊べるところは平日に限り２か所と６か

所、全部で８か所あるっていうふうに、今、お

話しをいただきました。 

 その無料でするところを土日に例えば水曜と

か木曜日に休んで、土日か日曜日に曜日を変更

すると、土日でもあそこ大丈夫だよっていうの

が、例えば１か所か２か所なんかできるんじゃ

ないかなと思うんですけど、その辺はいかがで

すか。曜日を変えるだけでいい。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） 地域子

育て支援センター６か所ございます。こちらに

つきましては、保育園のほうに運営のほうを委

託をしておりますことから、やはり土曜日につ

きましては、一部イベント等があるときは使え

るような状況でございます。 

 ただ、日曜日につきましては、お休みという

ことになって運営をしているところでございま

す。 

 こどもプラザにおきましては、今のところ、

土日お休みということで活用はしてないという

ようなところでの状況でございます。 

○委員（堀口 晃君） それはもう今、さっき

聞きましたから、土日はしてないということは

聞きましたから、分かりますけども、こどもプ

ラザの２か所については、今後検討するってい

う余地は出てくるわけですよね。 

 例えば木曜日をお休みしますよ、木曜日、駄

目ですよっていったら、じゃあ土曜日に行きま

すよ。もう一方のところは日曜日は大丈夫です
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よ、こっちは水曜日休みですよっていったら、

ほぼほぼ全部網羅されるような気がするんです

けどもね。 

 その辺の検討するお考えはあるかどうかって、

検討ですよ。お聞かせいただきたい。検討して

いくっていうお考えがあられるかどうか。検討

しないっていうなら、また別の話ですけど。検

討する余地があるならば、検討されるのか、さ

れないのか。 

○こども未来課長（甲斐春一君） 今、委員お

っしゃられましたように、曜日の開設の時期と

かというところにつきましては、実際、今、こ

どもプラザのほうを運営していただいておりま

す事業者様のほうもございますので、そちらの

ほうとお話のほうをさせていただいて、可能か

どうかっていうところの確認をさせていただけ

ればというふうに思います。（委員堀口晃君

「検討するってことですね。分かりました。あ

りがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見

等ありませんか。 

○委員（村川清則君） どうするんですか。

（委員堀口晃君「いやいや。だって、今、先ほ

ど」と呼ぶ）一旦、継続するんですか。（委員

堀口晃君「この既存の施設の利活用を検討して

いただきたいと書いてある」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） 御意見ですか。（委

員堀口晃君「でも、すると言わしたけん、検討

すると言わしたけん」と呼ぶ） 

○委員（村川清則君） 検討するって、その前

向きにという意味合いでしょうから、どうしま

す、一旦。検討は進めていただいて、一旦、継

続でします。採択でよかですかね。 

○委員長（山本敬晃君） 採決ですかね。よろ

しいですか。（委員堀口晃君「はい」と呼ぶ） 

 それでは、採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 令和８年陳情第１号・屋内の遊び場設置につ

いては、採択と決するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は採択とすることに決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情については、

これを市長に送付の上、その処理の経過並びに

結果について報告を求めることにいたしたいが、

これに御異議ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ御異議なし

と認め、そのように決しました。 

 執行部は御退室願います。 

（執行部 退室） 

○委員長（山本敬晃君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査  

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（山本敬晃君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 執行部より、教育に関する諸問題の調査に関

連して２件、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して３件、発言の申出があっております

ので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（下岳保育園の休園について） 
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○委員長（山本敬晃君） では、まず、下岳保

育園の休園について説明願います。 

○こども未来課長（甲斐春一君） こども未来

課の甲斐でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 それでは、下岳保育園の休園について御説明

をさせていただきたいと思います。失礼ですけ

れども、着座にて御説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（甲斐春一君） それでは、

事前に配付をさせていただいております資料の

１ページを御覧ください。 

 まず、（１）の下岳保育園の現状といたしま

して、最近５年間の園児数の推移のほうを掲載

させていただいております。令和３年度に１５

名おりました園児が年々減少いたしまして、令

和７年度にはゼロ歳児１名、５歳児３名の計４

名というふうになっております。 

 令和８年度におきましては、令和７年度末で

ゼロ歳児１名が転園を希望しておりまして、５

歳児３名は卒園いうところで、また令和８年度

の新規の申込みもございませんので、入所児童

が見込めない状況というふうになっております。 

 次に、このような状況を受けまして、（２）

にありますとおり、下岳保育園の現状と今後の

方針といたしまして、入所児童が見込めないた

め、令和８年度以降は休園の方向で調整したい

という旨の説明を、下岳保育園の保護者さんを

はじめといたしまして、泉町のまちづくり協議

会などの地域の皆様に対しまして、順次、説明

のほうを行わせていただきました。 

 その中で、主な御意見といたしまして、利用

する子供がいないのであれば休園はやむを得な

いと言う声であったりとか、保育園が休園にな

るというのは非常に残念であるということです

ね。また、園児が転入してきて、入所を希望さ

れた場合はどうするのか、園舎の維持管理はど

うするのかといった御意見のほうをいただきま

した。そこに丁寧に御説明をさせていただきま

して。 

 最後に、今後の方針といたしましては、昨年

の９月の所管事務調査でも御説明させていただ

いておりますが、下岳保育園は泉町唯一の保育

園であるため、廃園はしない方針としておりま

す。 

 また、今回は、利用児童がおりませんので休

園というふうにいたしますが、保育園の再開に

つきましては、今後の入所申込みの状況などを

踏まえまして判断をしたいというふうに考えて

おります。 

 なお、園舎の維持管理につきましては、引き

続きこども未来課のほうで実施をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 なお、２ページに参考までに下岳保育園の施

設図等を添付をさせていただいております。 

 以上で御説明のほうを終わります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で下

岳保育園の休園についてを終了します。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（国民健康保険税条例の改正予定について） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、国民健康保険

税条例の改正予定について、説明願います。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。よろしくお願い

します。 

 先ほど議案第４０号において、八代市国民健

康保険税条例の一部改正について御承認をいた

だきましたが、同条例は今年度末までに改正を

予定しておりますため、あらかじめ内容を御説
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明したいと思います。着座にて説明をさせてい

ただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 一言お

断りをするわけですが、本市国民健康保険税は

地方税法に根拠を持っております。そのため現

在行われております国会に提出されている関係

法令の改正を受け、改正手続を行うこととなる

ため、現時点においては改正案を提示すること

ができないということを御了承ください。 

 それでは、右上に令和８年３月１６日、文教

福祉委員会、所管事務調査、国保ねんきん課と

記載をしました資料を用いて説明をいたします。 

 まず１点目は、子ども・子育て支援納付金に

係る規定の追加でございます。 

 資料１ページをお願いいたします。 

 令和８年度から開始をされます子ども・子育

て支援制度は、少子化対策の抜本的強化に向け

た加速化プランの実施に伴い、子育て世帯を支

える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、

少子化対策に受益を有する全ての世代・全ての

経済主体から子ども・子育て支援金を御負担い

ただく制度でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和８年度の子ども・子育て支援納付金課税

率等は、県が示しました標準保険料率に基づき

定めることについて、先月２月１２日に行いま

した八代市国民健康保険運営協議会に諮問をし、

御協議をいただいたところでございます。 

 同協議会事務局の国保ねんきん課から子ど

も・子育て支援制度の解説を行い、熊本県内市

町村の国民健康保険保険料水準の統一に向けた

検討・取組が進められている状況を踏まえ、子

ども・子育て支援納付金課税率等は県が示す標

準保険率等に基づき定めるという提案理由を説

明をしました。 

 その後、委員から、新たな負担増加に対する

激変緩和措置についての質問や世論において独

身税と呼ばれていることについての意見等があ

り、それらに対し丁寧に説明を行いました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 このような協議の結果としまして、令和８年

度子ども・子育て支援納付金課税率等の提案は

妥当であると、先月２月２４日に同協議会から

の答申をいただいたところでございます。 

 それによりまして、子ども・子育て支援納付

金課税額としましては、所得割率０.２７％、

均等割額１４００円、１８歳以上均等割額５０

円というもので定めたいと考えております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２点目に、国民健康保険税の課税限度額の見

直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減

判定所得の見直しでございます。 

 昨年末、令和８年度税制改正大綱が閣議決定

をされ、国民健康保険税についても税負担の公

平性を確保する観点から、極めて高い水準の所

得に対する負担、いわゆる限度額の引上げと、

軽減対象世帯の判定において、総所得金額から

控除する被保険者数に乗じる金額の引上げが示

されました。 

 ２、制度の内容に示したように、右斜め上に

伸びる課税額を示す直線がありますが、こちら

が医療分である基礎課税額と後期高齢者支援金

等課税額及び介護納付金課税額の合計賦課額を

示しております。このうち、医療費分である基

礎課税額の限度額が６６万円から６７万円に引

き上げられることにより、合計の課税限度額が

１１０万円となります。 

 それとともに、低所得世帯に対する国保税の

軽減判定基準額の算定において、一部、被保険

者数に乗じる控除額の引上げが行われます。７

割軽減については変更ございませんが、５割軽

減については、３０万５０００円が３１万円に、

２割軽減につきましては、５６万円が５７万円

に引き上げられます。 

 今回の国民健康保険税の見直しは、医療費の
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増大に伴う負担の公平性確保となる高所得者層

の課税限度額の引き上げと、物価高騰に直面す

る中低所得層に配慮した低所得者の軽減措置を

適用する所得基準、いわゆる軽減判定所得の緩

和を両立させることを目的としております。 

 また、赤の点線枠内、米印で記載をしました

子ども・子育て支援納付金課税額に係る限度額

は、令和８年度は３万円と定められております。 

 以上、２点とこれに関連する条項の文言の整

備等が八代市国民健康保険税条例の改正予定で

ございます。 

 繰り返しになりますが、この条例改正予定は、

本市国保税が地方税法を根拠とするため、本国

会におけます地方税法関係法令の改正を受けて

の手続となります。 

 時期は例年でございますと、年度末の日付で

専決処分を行い、条例改正をした後、次期市議

会定例会において、専決処分の報告及び承認の

手続となる予定でございます。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で国

民健康保険税条例の改正予定についてを終了し

ます。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代市新型インフルエンザ等対策行動計画の

改定について） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、八代市新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画の改定について、

説明願います。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 健康福祉

政策課の福田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 八代市新型インフルエンザ等対策行動計画の

改定につきまして御説明いたします。失礼して、

着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 本日お配

りしております資料ですが、八代市新型インフ

ルエンザ等対策行動計画の改定案の本編のほ

か、説明用の資料としまして、八代市新型イン

フルエンザ等対策行動計画（改定案）＜概要＞

と同行動計画、改定のポイントをお配りしてお

ります。 

 なお、改定案＜概要＞につきましては、紙の

ほうでも別にお配りをさせていただいておりま

す。 

 説明につきましては、主に改定のポイントの

ほうを用いて説明をさせていただきます。 

 それでは、改定のポイントの１ページをお願

いいたします。 

 ここには本計画の対象となる感染症、今回の

計画改定の経緯、また、本計画の目的などを記

載しております。 

 まず、本計画の対象となる感染症につきまし

て、計画の名称にもなっております新型インフ

ルエンザ等とは、右の図に記しておりますよう

に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律に規定する新型インフルエンザ

等感染症、指定感染症、新感染症をいいます。 

 これらの感染症は、季節性インフルエンザと

は抗原性が大きく異なる新型のウイルスで、国

民の大部分がその免疫を獲得していないなどか

ら、全国的に蔓延し、国民生活・経済に重大な

影響を及ぼすおそれがあるもので、新型インフ

ルエンザだけではなく、新型コロナウイルスや

未知の呼吸器感染症なども含まれます。 

 次に、計画改定の経緯ですが、新型コロナウ

イルス感染症の全国的な感染拡大が改定の背景

要因となっております。 

 新型コロナウイルス感染症では、本市におき
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ましても、市民の生命・健康が脅かされ、学校

などの休校、イベント自粛や不要不急の外出自

粛などの行動制限に加え、感染に伴う偏見や差

別、誤った情報や偽情報が広がるなど、市民生

活や社会経済活動に大きな影響を受けることと

なりました。 

 このような新型コロナ感染症への対応により

明らかとなった課題や関係法令等の改正などを

踏まえ、令和６年７月に政府行動計画が全面改

定され、また、令和７年３月には熊本県の行動

計画も全面改定されましたことから、今回、改

定を行うものでして、本市の計画改定に当たっ

ては、国・県との連携などにそごが生じないよ

う、これら政府行動計画、県行動計画の改定内

容に基づいた内容での改定を行う必要がござい

ます。 

 次の計画の目的・位置付け・期間につきまし

て、本計画では新型インフルエンザ等への対策

に関する基本的な方針や実施する措置、関係機

関の役割などを示す計画で、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法第８条に規定される市町村

行動計画として策定しているものになります。 

 本計画は、対策項目ごとの基本的な内容を規

定するもので、実際の対応については、発生し

た感染症の特性や感染状況などについての検証

結果などを踏まえた国などからの通知に基づき

対応していくこととなります。 

 今後におきましては、部署ごとにＢＣＰ（業

務継続計画）などを策定していく予定としてお

ります。 

 また、本計画の目的・位置づけなどですが、

右のグラフを御覧ください。縦軸が患者数、横

軸が時間の経過を表しておりますが、感染拡大

防止の対策を行うことで、流行のピークを遅ら

せ、ピーク時の患者数を小さくするとともに、

ピークを遅らせることで、その間に医療提供体

制を強化いたします。 

 こういった対策によって、市民の生命及び健

康を保護し、市民生活及び経済の影響の最小化

を図ることを目的とした計画となっておりま

す。 

 また、今後の改定につきましては、新型イン

フルエンザ等が発生した場合は、その対応経験

を基に随時見直しを行いますが、おおむね６年

ごとに改定していくこととなります。 

 ２ページを御覧ください。 

 ここからは今回の改定の主な変更点を記載し

ております。 

 主な変更点としまして、３つの項目がござい

ます。 

 ①の時期区分の変更、②の対策項目の充実、

③の実施体制の明確化となります。詳しくは次

のページから記載しております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、主な変更点①－１は、政府行動計画と

県行動計画における時期区分の変更に伴い、下

の図に記載しておりますように、従来の６つの

時期区分からこれを変更し、平時における準備

期、初動期、対応期の３つの時期区分と再編

し、対策を切り替えるタイミングを明確化して

おります。 

 また、従来の計画では、時期区分ごとに実施

する対策を記載しておりましたが、今回の改定

では対策項目ごとにこの準備期、初動期、対応

期、それぞれの時期において市が取り組む内容

を記載する形となっております。 

 紙でお配りをしておりますもう一つの説明資

料――改定案＜概要＞のほうを御覧ください。 

 紙の資料の右側を御覧いただきますと、実施

する対策項目として、実施体制や情報の提供・

共有、リスクコミュニケーション、蔓延防止な

どが掲げてございますが、これら対策項目ごと

に、準備期、初動期、対応期の３つの時期にお

いて市が取り組む内容を記載をしております。 

 資料戻りまして、改定のポイント４ページを

お願いいたします。 
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 次に、主な変更点①－２ですが、発生した感

染症の特徴や感染症危機の長期化、流行状況の

変化などを踏まえて、柔軟かつ機動的に対策を

切り替えることを基本として対応することとし

ており、柔軟な対応が可能となるよう、対策の

切替え時期や期間について、想定される具体的

な内容を記載し、切替えのタイミングの目安と

して示しております。 

 下の図に準備期、初動期、対応期の時期区分

のイメージ図のほうを掲載しておりますが、実

際の感染症危機におきましては、様々なパター

ンが想定をされます。 

 感染症の特徴などにより初動期が極端に短く

なる場合や、同じ時期区分内であっても、想定

された手順を飛び越して次の対応を行わなけれ

ばならない場合など、パターンは様々となりま

すので、対策項目ごとに時期に応じた具体的な

取組を記載した計画とすることで、柔軟かつ機

動的な切替えを可能としております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 主な変更点の②－１につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症対応の課題などを踏まえ

て、市が実施する対策項目を従来の４項目から

７項目に拡充をしております。 

 度々申し訳ございませんが、先ほどの紙でお

配りをしております改定案＜概要＞の右側のほ

うを再度御覧ください。 

 改定後の計画では、対策項目として実施体制

や情報の提供・共有、リスクコミュニケーショ

ン、蔓延防止などの７項目を設定をしておりま

す。 

 そのうち赤色の点線で囲まれたリスクコミュ

ニケーション、また、ワクチン、保健、そして

物資が今回拡充された対策項目となります。 

 拡充された項目のうち、リスクコミュニケー

ションの項目につきましては、市民との双方向

のコミュニケーションに基づいたリスクコミュ

ニケーションの実施に当たり、コールセンター

を設置するなどの相談体制を整え、市民からの

問合せや相談内容から関心の高い情報などを整

理し、感染者などへの偏見・差別の防止に関す

る啓発や、科学的知見に基づく正確な情報発信

を行うもので、ワクチンの項目につきまして

は、医師会などの関係者と連携し、接種体制の

構築に必要な調整を平時から行い、国などの協

力を得ながら、ワクチンを接種するための体制

の構築を図るものとなっております。 

 また、保健の項目につきましては、市としま

しては対応期のみの取組となりますが、県の感

染症対策部門や保健所が実施する健康観察に協

力するとともに、患者や濃厚接触者が日常生活

を営むために必要なサービスの提供などに協力

するものです。 

 また、物資の項目につきましては、準備期の

みの取組となっておりますが、マスクなどの感

染症対策物資などの備蓄を行い、定期的に備蓄

状況の確認を行うもので、この備蓄につきまし

ては、災害対策基本法に基づく物資の備蓄と兼

ねることができることとしております。 

 資料戻りまして、改定のポイントの６ページ

を御覧ください。 

 次に、主な変更点の②－２ですが、下の図に

記載しておりますように、対策項目ごとに平時

における準備期の取組を具体化しております。 

 ＢＣＰ（業務継続計画）の作成やワクチン接

種体制の構築といった平時からの備えを充実さ

せ、また、県などとの実践的な訓練への参加な

どといった準備期の取組による迅速な初動体制

の確立といいますのは、感染症の流行のピーク

を遅らせ、小さくすることで、市民の生命及び

健康を保護し、市民生活及び経済の影響を最小

化を図るということを目的としておりますこの

計画において極めて重要な部分となります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 主な変更点③－１・２は、実施体制の明確化

に関するものとなりますが、従来の計画におき
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ましても、有事の際に市対策本部を設置するこ

とについての記載はございましたが、市対策本

部は感染症の特徴や流行状況などに応じて対策

を検討、立案、実施する必要がございますの

で、今回の改定では感染症の発生段階ごとの実

施体制を記載し、意思決定や指揮命令などを行

う体制として明確化をしております。 

 また、国が政府対策本部を設置した場合や県

が県対策本部を設置した場合におきましては、

必要に応じて任意の市対策本部の設置を検討い

たします。 

 また、緊急事態宣言に指定された場合は、直

ちに市対策本部を設置し、市長を本部長とした

対策本部により、感染拡大防止と社会経済活動

のバランスを踏まえた調整を行うこととしてお

ります。 

 なお、図に記載しておりますように、市対策

本部となる新型インフルエンザ等対策本部は、

災害対策本部に準じた組織構成としておりまし

て、今回の改定では、これに準じて本部員に支

所長と消防長を追加しております。 

 改定の内容につきましては以上となります

が、本計画の改定につきましては、市民、医療

機関、事業所などの多くの関係機関などに影響

しますことから、今後パブリックコメントを実

施することとしております。 

 説明は以上となります。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で八

代市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定

についてを終了いたします。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（第４期八代市教育振興基本計画について） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、第４期八代市

教育振興基本計画について説明願います。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課、

押方でございます。 

 第４期八代市教育振興基本計画の策定が完了

いたしましたので、最終の報告をさせていただ

きます。着座にて失礼いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育政策課長（押方佐地子君） さきの１２

月の本委員会におきまして、計画の素案内容と

今後パブリックコメントを予定していることな

どを説明させていただきました。そのときの資

料と同様のものになりますが、計画の概要版と

本編を参考までに提出しております。 

 昨年１２月から１月にかけてパブリックコメ

ントを実施いたしました。その結果としまして、

４名の方から９件の御意見をいただいておりま

す。 

 市のホームページの閲覧数は２９３件で、関

心を持って、多くの方に内容を確認していただ

いたものと思っております。 

 なお、今回寄せられた御意見は、計画の修正

に関するものはなく、給食内容の充実や校務用

端末の更新などを望まれるものなどでしたので、

計画への反映は行わず、今後の取組の参考とさ

せていただくとし、市のホームページで御意見

に対する回答を公表しております。 

 計画につきましては、教育委員会の議決事項

でございますので、このパブリックコメントの

手続を終え、教育委員会２月定例会に提案し、

承認をいただき、本計画の策定を完了したとこ

ろでございます。 

 今後の計画の進捗管理ですが、教育委員会で

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２６条の規定に基づき、毎年教育に関する事

務の執行状況の点検・評価を行っております。 

 点検・評価の方法としましては、毎年度、教

育委員の皆様だけでなく、学識経験を有する外
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部評価委員の皆様にも御意見をいただき、計画

の見直しや翌年度以降の取組などに反映するな

どを行っておりますので、第４期計画に関しま

しても、同様に毎年度点検・評価を予定してお

ります。 

 なお、その点検・評価の結果報告書につきま

しては、これまで同様、毎年度、議員の皆様に

も送付させていただく予定としております。 

 第４期八代市教育振興基本計画の説明は以上

でございます。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で第

４期八代市教育振興基本計画についてを終了し

ます。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（本市の不登校対策の充実について） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、本市の不登校

対策の充実について説明願います。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 それでは、ただいまから教育サポートセンタ

ーの今後の取組について説明をさせていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 １ページの１、くま川教室の経緯につきまし

ては、午前中に触れましたので、省略させてい

ただいてもようございますでしょうか。 

○委員長（山本敬晃君） 大丈夫です。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、１ページの２、本市の不登校支援

のさらなる充実に向けた視点を御覧ください。 

 複数拠点化を進めるに当たり、本市の不登校

支援のさらなる充実に向け、課題の洗い出しを

行うとともに、不登校の子供とその保護者のニ

ーズを把握するためのアンケート調査を実施し

ました。 

 取り組むべき大きな課題としては、（２）に

示しておりますように、平日の昼間、家庭で過

ごしている子供が、令和６年度において、不登

校数４９４人のうち２１２人、４２.９％を占

めるということにあると考えております。 

 また、アンケートに寄せられました要望とし

ましては、（３）の①から③に示しております

ように、不登校の児童生徒支援に関する要望と、

④、⑤に示しましたように、保護者支援に関す

る要望が寄せられたところです。 

 これに国の基本的な考え方を加味し、１ペー

ジの３にあります本市の不登校支援のさらなる

充実に向けた目標を立てました。 

 以下３点がさらなる充実に向けた目標になり

ます。この３つの目標を実現するために、２ペ

ージにありますコンセプト「様々な場所を学び

と交流の場に～一人一人が自分らしく一歩を踏

み出す支援～」に沿って、児童生徒支援と保護

者支援という２つの柱に沿って取り組んでまい

ります。 

 続いて２ページの５、八代市教育支援センタ

ーくま川教室を核とした具体的取組を御覧くだ

さい。 

 児童生徒支援と保護者支援の２つの柱を立て

ました。 

 まず、支援の柱１として、４つの児童生徒支

援に取り組みます。 

 １つ目は、代陽幼稚園跡地を利用して、２つ

目の拠点を整備します。新年度を迎え、４月よ

りまずはＩＣＴを使った支援からスタートさせ

たいと考えております。そして、施設等の受入

れ準備を進めながら、夏休みに新しい教室のＰ

Ｒのためのイベントや保護者会を開催し、２学

期から本格的スタートを目指します。 

 ２つ目は、楽しさと安心の保障です。個に応

じた学習支援のほか、創作活動や体験活動など、
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楽しい活動を行いながら子供同士の交流が進む

ように工夫してまいります。 

 ３つ目に、多様なニーズの受皿に取り組みま

す。具体的には、代陽幼稚園跡地の教室に不登

校の子供や保護者、また親子で気軽に立ち寄れ

るフリースペースを整備します。畳を敷いたり、

ネット環境を整備したりして、楽しく安心して

過ごせる温かい空間をつくるとともに、さりげ

なく指導員が寄り添う空間にしたいと思います。 

 このフリースペースに来ることが難しい子供

には、県が進めておりますメタバース空間にお

ける交流や学習支援に積極的に参加するととも

に、指導員がＩＣＴを使った支援に取り組んで

まいります。 

 ４つ目として、不登校の子供とその保護者を

対象としたイベント等の開催や保護者の交流会

等を実施しながら、くま川教室をより身近に感

じてもらえるように工夫してまいります。 

 次に、２つ目の柱である保護者支援として、

３つの取組を計画しました。 

 くま川教室の指導員が日常的な相談対応を行

います。保護者の不安や悩みを少しでも和らげ

ることができれば、子供たちによい影響を与え

ることにつながると考えます。 

 また、県派遣のスクールカウンセラーによる

専門的なカウンセリングを２つの教室を計画的

に巡回することで行ってまいります。 

 ２つ目は、保護者同士の交流機会の提供です。

教室の利用の有無に関係なく、不登校の子供を

持つ保護者に広く呼びかけた交流会を定期的に

実施してまいります。 

 実施に当たっては、民間の不登校親の会と連

携し、不登校の子供を持った経験のある方にも

参加をいただきたいと考えております。 

 ３つ目は、関係団体や関係課・関係機関等と

のネットワークづくりです。教育委員会だけに

限らず、民間の不登校支援団体や子育ての関係

課やまた機関等とネットワークをつくることで、

一人一人のニーズに合った情報提供が可能にな

ると考えております。 

 以上、本市の不登校対策の充実について、市

の教育支援センターくま川教室を核とした取組

の報告とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 代陽幼稚園の跡地に

大分、機能を盛り込むっていう感じの計画にな

ってますけど、実際にこれだけ盛り込めるのか

なっていうのがちょっとですね。 

 施設は確かに広いのは広いんでしょうけど、

例えばフリースペースにそれぞれパーティショ

ンを置いて、メタバース体験とかあるんでしょ

うけど、実際話すともう横にも聞こえるってい

うこともありますよね。 

 そういった配慮なんかもできるのかなってい

うのがちょっと、図面とか見ながら思ったんで

すけど、その辺はどうでしょう。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 それでは、ただいま委員の質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず、フリースペースの構成につきましては、

お手元の資料にありますように、パーティショ

ンを仕切ったスペースをつくり、そこの中でネ

ットにアクセスできるような環境を整えます。 

 また、畳のスペースをつくって、そこで親子

が本当、気軽に利用できるような雰囲気をつく

ってまいりたいと思います。 

 今ありました隣の声が聞こえるということも

ございますが、今、県のメタバース利用をして

いる子供たちの様子を見ますと、まずは自分の

声を出すということが非常に抵抗がありますよ

うで、まずはアクションキーを押して、自分の

気持ちを伝えたり、あるいはチャット機能を使

って入力をして、自分の気持ちを伝えるという

ところからスタートをしております。 
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 そして、かなり時間を使った上でようやく自

分の気持ちを、声を出して交流するというとこ

ろに至っておりますので、そこのところは、ま

ずは声ということよりも、チャットあたりの機

能を使いますので、大きな影響はないかなとい

うふうに考えておりますし、また、それが非常

に子供たちから気になるというような声が聞こ

えてきましたときには、代陽幼稚園は非常に広

うございますので、いろんな場所を使いながら

対応してまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 千丁支所のくま川教室

と代陽幼稚園跡地のくま川教室、これ呼び方は

南部、中北部、市内の北部と中南部っていう具

合に、くま川教室、どういうふうな呼び方をし

たらいいですかね、今後。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 呼び方については、来年度、子供たちに実際、

子供たちと話合いながら決めてまいりたいと思

いますが、現在考えておりますのは、くま川千

丁教室、あるいはくま川代陽教室。 

 そして、フリースペースを例えばひだまりベ

ースというような形で案は持っておりますが、

子供たちの意見を大事にして考えたいというふ

うに思っております。 

○委員（堀口 晃君） この中において、先ほ

どの１は省略されたんですが、その１のところ

に、令和８年４月の表の中の千丁支所の教室プ

ラス代陽幼稚園跡地の教室っていうふうに書い

てあって、その右側の対象活動内容の中に民間

団体との連携という部分が書いてありますが、

この民間団体との連携っていうのは、どういう

ふうに解釈すればいいですかね。 

○教育サポートセンター所長（中村裕一君） 

 子供たちの支援ということにつきましては、

現在、それから来年度３名増員します指導員で

十分対応可能だと考えております。 

 ただ、保護者支援につきましては、やはり指

導員が相談に乗ることも効果はあると思います

が、不登校の子供を持った経験のある先輩の親

といいますか、その方々の意見、アドバイスと

いうのが非常に効果的ではないかというふうに

考えておりまして、現在、八代市に不登校支援

の親の会がございますので、そことも今、話合

いを今、進めているところです。 

 この保護者会を開くときにはぜひそこの支援

の会にも参加をしていただきたいと思いますし、

可能ならばフリースペースに時々顔を出して、

保護者の方に対応していただきたいというふう

に考えております。（委員堀口晃君「いいこと

ですね。ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で本

市の不登校対策の充実についてを終了します。 

 執行部、退室をお願いします。 

（執行部 退室） 

○委員長（山本敬晃君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について、何かありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 管内調査をぜひしたほ

うがいいだろうなと思います。 

 今日でも千丁の健康温泉センターの部分につ

いても継続審査というような形になりましたの

で、委員会の中で管内調査をする必要があるん

ではないかというふうに思います。 

 それともう一つは、今、お話がありましたく

ま川千丁教室、代陽教室っていう部分が見取図、

設計図もできておりますので、そちらのほうの

部分も、次年度になってからでもいいんですが、

そこは管内調査をしたらどうだろうかっていう

ことと。 

 あと、八竜の天文台の部分も今日の予算、出

てましたんで、その辺も含めて、所管するとこ

ろの施設の管内調査が必要じゃないかというふ
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うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） 執行部と調整して、

また御連絡いたします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（深田浩介君） さっき質問したんです

けど、給食のことで、試食まで行かなくても、

どこか中学校なり、現状のどんな感じで生徒た

ちの意見とか、そういったのを聞ければ、そう

いう機会があればなと思ってますので、よかっ

たらお願いします。 

○委員長（山本敬晃君） そちらも執行部と調

整をいたします。 

 そのほかございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び議案１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申出をいたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって文教福祉委員会を散会いたしま

す。 

（午後８時０８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和８年３月１６日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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